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神戸大学

 ○ 大学の概要

（１）現　況 （２）大学の基本的な目標等
神戸大学は，神戸高等商業学校として１００年前の建学以来「真摯・自由・協同」の

①大学名 国立大学法人神戸大学 理念を掲げて発展を遂げ，平成１５年１０月には神戸商船大学との統合を行い，基本的
組織として１１学部，９研究科，１研究所を擁するに至り，高度に国際性に富む研究教

②所在地 兵庫県神戸市灘区六甲台町，兵庫県神戸市灘区鶴甲，兵庫県神戸市中央区 育を実践する総合大学として，更なる飛躍を目指している。
楠町，兵庫県神戸市東灘区深江南町，兵庫県神戸市須磨区友が丘，兵庫県 大学の果たすべき役割は，人類が積み重ねてきた多様な学問分野における知的資産を
神戸市東灘区住吉山手，兵庫県明石市山下町，兵庫県明石市大久保町 継承するとともに，普遍的価値を持つ知の発見と創造に努め，かつ，教育を通じてそれ

らを次世代へ伝達していくことにある。大学に課せられたこの崇高な任務を実現するた
③役員の状況 め，神戸大学は，その理念と創設以来育まれてきた本学の国際性豊かな研究教育の特色

学長名　野 上 智 行 （平成１６年４月 １日～平成１７年２月１５日） を生かしつつ，大学構成員各人の知的好奇心と探究心に発する研究の水準を高め，それ
（平成１７年２月１６日～平成２１年３月３１日）再任 を基に豊かな教養と高度の専門性を備えた人材を育成し，これらの研究教育を通じて積

理事数  ８名（うち非常勤１名） 極的に社会に貢献することを基本的目標とする。
監事数  ２名（うち非常勤１名） 以下においては，中期的・長期的な目標の骨子を掲げるものとする。

１． 人文・人間科学系，社会科学系，自然科学系，生命・医学系の４大学術系列におけ
④学部等の構成 る各研究分野の学問体系と学問的伝統を尊重するとともに，学術系列を越えた新た
（学　　　部） 文学部，国際文化学部，発達科学部，法学部，経済学部，経営学部， な発展可能性を秘めた「学問の芽」を育てることを目指して，先端的な研究領域の

理学部，医学部，工学部，農学部，海事科学部 開拓に努める。
（研　究　科） 文学研究科，総合人間科学研究科，法学研究科，経済学研究科， ２． 総合大学としての特性を生かし，異分野間の学問的交流を通じて，新しいものの見

経営学研究科，医学系研究科，文化学研究科，自然科学研究科， 方や考え方を生み出しうる制度的な工夫を進め，また，大学構成員間で学問上の議
国際協力研究科 論を日常的に活発化させることによって研究の質的な向上を図る。

（乗船実習科） 乗船実習科 ３． 既存の研究分野における研究水準を我が国におけるトップレベルに引き上げ，特定
（附属学校）　 発達科学部附属住吉小学校，発達科学部附属明石小学校，発達科学 領域で既に世界的水準にある研究領域においてはその水準の維持を支援し，更に進

部附属住吉中学校，発達科学部附属明石中学校，発達科学部附属養 展させる仕組みを構築する。
護学校，発達科学部附属幼稚園 ４． 学部教育の目標は，幅広く深い教養，専門的・国際的素養と豊かな人間性を兼ね備

（附置研究所） 経済経営研究所 えた人材を育成することにある。このために，全学的な観点から全学共通教育の内
（附属図書館） 附属図書館   容とその実施体制の改革を更に推進し，また各学術系列あるいは学部においては専
（附属病院） 医学部附属病院 門教育の内容とその実施体制の再編と充実を図る。
学部等の 医学部附属動物実験施設，医学部附属医学医療国際交流センター， ５． 大学院教育は，高度の専門的知識を習得させ，個人と社会が進むべき道を切り拓く
附属施設 農学部附属食資源教育研究センター，海事科学部附属国際海事教育 能力を涵養することを目標とする。その際，研究者を養成する課程と高度専門職業

研究センター，海事科学部附属練習船深江丸，総合人間科学研究科 人を養成する課程の相違と特色を明確にし，教育内容と実施体制の整備に努める。
附属発達支援インスティテュート，経済経営研究所附属政策研究 ６． 国際都市神戸に位置する特色を生かし，大学としてその創設以来種々の国際的展開
リエゾンセンター を進めてきている。神戸商船大学との統合を機に海事・海洋分野を加え，これを更

学内共同教育 学術情報基盤センター，連携創造本部，遺伝子実験センター， に推進し，諸外国の学生，教職員との学術的交流を質的・量的に一層充実させるた
研究施設等 バイオシグナル研究センター，大学教育推進機構，留学生センター， め，国際交流に関する組織の整備・拡充を図る。                               

内海域環境教育研究センター，都市安全研究センター，分子フォト ７． 研究，教育と並ぶ大学の重要な使命である社会貢献に努める。そのため，産学官民
サイエンス研究センター，国際コミュニケーションセンター， の連携を強めるとともに，社会人教育，生涯教育の一層の充実を図り，地域社会の
研究基盤センター，環境管理センター，保健管理センター 産業と文化の発展に貢献する。                                               

８． 研究活動の活性化のため，競争的環境の下での外部資金の獲得に努めるとともに，
⑤学生数及び教職員数 知的財産権などを取り扱う組織の充実発展を図る。                             

学生数  　１９，７２０名（内留学生：７５０名） ９． 事務組織については，変化する環境に柔軟に対応できるよう体制を整備するととも
［学部１２，８２９名（内留学生：１０５名）， 研究科４，７２８名 に，特に法人運営に当たって必要とされる人材の養成と採用の方式を明確にする。
（内留学生：６４５名），乗船実習科４１名，附属学校２，１２２名］ 10． 以上の目標達成のためには，研究，教育，社会貢献，組織などに関して，常に点検，

評価，改善に努めることが不可欠であり，全学的な観点から，そのための体制整備
教職員数    ２，８６０名 を進め，中期目標とその計画の進捗状況について不断の点検･評価を実施する。  

［教員１，５４３名， 職員１，３１７名(附属病院の看護師等医療職を
含む)］
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（３）大学の機構図
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平成１７年度
（平成１８年３月末日時点）

※太線枠囲みは変更があった組織

※左上破線枠囲みは戦略的重点組織
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全 体 的 な 状 況

全体的な状況 １）中・長期的な経営戦略の確立のための新たな施策
①

②
１　教育研究等の質の向上－国際性に富む高水準の教育と世界最先端の研究の推進－
１）教育の質の向上のための新たな取り組み
①

③
②

２）新たな「特命職員制度」，年俸制等の導入
③

④ ３）国際交流事業強化のため，「国際部」（事務組織）を新設

⑤ ４）附属病院経営の改善
①

⑥ ②

５）監査機能の充実
２）研究の質の向上のための新たな取り組み ① 監査室の独立性・公正性を強化するため，「監査室」を学長直属とした。
① ②

②
６）保護者組織との連携強化

③

④ ３ 財務関係業務の改善 －予算編成・配分方式の改善と財務内容の充実－
１）補正予算制度の導入と「目的積立金」の運用方式の決定

⑤

２）外部資金その他の自己収入の改善
①

⑥
②

２　業務運営の改善 －学長のリーダーシップによる大学法人経営の戦略的展開－ ③

補正予算制度を導入し，年度途中における人件費，自己収入実績，配分済み予算不要額調
査に基づき，病院収入の増減に対応するための保留分も含めて１０月及び２月に補正予算
を実施した。

その他の公的な競争的外部資金については，「２１世紀ＣＯＥプログラム」（７件）
をはじめ，「魅力ある大学院教育イニシアティブ」（６件），「現代的教育ニーズ取
組支援プログラム」（３件）等，総額13億7千万円を獲得した。
寄附講座については，医学系研究科にて「へき地医療学講座」（16,600千円）を実現

保護者組織である「神戸大学育友会」が，東日本地区，中部地区及び中国・四国・九州地
区に支部組織を設置したのに対応して，各地での保護者への大学経営状況報告・意見交換
の会合を持った。

受託研究等（対前年度比３.２％増），共同研究（同４７.９％増），及び科学研究費
補助金（同８.６％増）の増収を実現した。

国際性豊かな総合大学としての一層の充実を図るため，世界トップクラスの教育研究拠点
を目指し，下記の新たな取り組みを行うなど、平成１７年度計画を順調に実施している。

優秀な学生を確保するため，新たに神戸大学単独の説明会を名古屋，東京，広島，福
岡，大阪及び神戸で開催し好評を得た。

外部資金により，優れた人材を期限付きで雇用する「特命職員制度」を定め，この制度に
よる外国人研究者等の雇用を柔軟に行うため年俸制を導入した。

「国際交流推進本部」及び「ＥＵＩＪ関西」の立ち上げ等に対応して「国際部」を従来の
国際・研究協力部から独立させ，機能強化を図った。

日本企業の海外拠点での統括経験を持つ人材を新たに学長特別顧問に任用し，企業経
営の視点からの経営，財務に対する助言を得ている。

産学官民連携事業の活性化を図るため，既存３組織を統合した「神戸大学連携創造本
部」を新設して諸事業の一元管理を実現するとともに，部局単位のフォーラムを一本
化した「神戸大学産学官民連携フォーラム」の開催，産業分野別シーズ集の作成を行
うなど，総合大学に相応しい産学官民連携事業体制を構築した。

大学院教育改革への取り組みが高く評価されて「魅力ある大学院教育イニシアティ
ブ」に６件が採択される（採択件数 全国３位）など，文部科学省の競争的プログラム
に１３件が採択され，それぞれ事業を実施している。
既設の「就職支援室」及び「神戸大学東京オフィス」での就職支援活動の充実に加え
て，新たに社会科学系４学部・研究科に「六甲台就職情報センター」を設置し，支援
活動を強化した。

国際的な教育研究交流活性化のため，ＥＵの支援を受け，本学を幹事校とする西日本
初の「European Union Institute in Japan（ＥＵＩＪ）関西」（大阪大学，関西学院
大学とのコンソーシアム）を設置した。１０月に「ＥＵ ＷＥＥＫ　２００５」を開催
するなど活発な活動を行った。また３大学にまたがるＥＵ関連講義を実施した。

監事の意見を採用し，総合的な学内のハラスメント防止と機動的・効率的な対応を図
るため，複数の理事をボードとするハラスメント防止体制を整備した。

病院経営に関する意思決定機関である「病院執行部会議」，重要事項の諮問・答申を
行う「病院運営審議会」を新設し，病院運営に万全を期した。
優秀な医療職員を確保するために「医学部附属病院特定有期雇用医療職員制度」を設
け，患者サービスの向上，医療体制の充実を図ることとした。

卓越した研究プロジェクトへの重点的支援を行うため，「２１世紀ＣＯＥプログラ
ム」７拠点（平成１５年度採択の６拠点は中間評価にて全てＡないしＢの評価を受け
た）に加えて「特別推進研究」など大型研究プロジェクト（科研）に学長裁量枠から
教員を配置するとともに「学内発の卓越した研究プロジェクト」６件に対して平成１
８年度からの教員配置を決定した。

農学部附属食資源教育研究センターにおいて，「神戸大学ビーフ」，「神戸の香」(日
本酒)などの大学ブランド製品を開発・販売した。

学長直轄の「神戸大学ビジョン・政策策定プロジェクト」チーム（リーダー：学長補
佐）を設置し，外部のコンサルティング・ファームと協同して神戸大学のミッショ
ン・ビジョン・長期戦略の抜本的改定作業を開始した。

大学教育の抜本的改革を図るため，教育担当理事を長とする「神戸大学大学教育推進
機構」を新たに設置し，その下に，全学共通教育の充実のための「全学共通教育部」
及び教育の高度化を図る「大学教育支援研究推進室」を設置した。

研究戦略の企画立案機能を強化するため，「神戸大学学術研究推進機構」内に，研究
担当理事を長とする「神戸大学学術研究推進室」を設置した。

文部科学省が公募した「大学国際戦略本部強化事業」に採択され，「神戸大学国際交
流推進本部」を設置し，研究教育の国際化推進企画を積極的に行った。

地域貢献事業を積極的に推進するため，まちづくり支援を目的とした兵庫県との連携
協定を締結するとともに，「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プロ
グラム」に採択された「総合病床でのクリニシャンエデュケーター養成」を展開して
いる。

学生サービス業務の向上，事務職員の人材育成，人件費削減等を目指し，事務業務の
高度化・効率化を図るため，企画担当理事を長とする「神戸大学事務業務改善プロ
ジェクト」を立ち上げ，外部コンサルティング・ファームの協力を得て，業務量調
査，業務フローの作成を行い，業務量削減計画等を企画している。

国際性豊かな人材育成事業の一環として「国際コミュニケーションセンター」を中心
に現代ＧＰ「ＰＥＰコース導入による先進的英語教育改革」に取り組み，また，農学
部を中心に「大学教育の国際化推進プログラム」を実施している。
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した。 ②

３）医学部附属病院収入の増加と収入改善策 ③

④

４）人件費節減とその計画
① 非常勤講師の任用計画を見直し，非常勤講師経費の対前年度比１１％減を実現した。
②

６ 施設の整備と活用・安全管理・環境保全等 －教育研究環境の改善－
１）高い評価を得た本学の戦略的施設マネジメント

５）資金の運用管理に関する取り組み

６）学長裁量予算の活用

２）学舎等の整備と活用
① 自然科学系図書館の改装工事により，学生へのサービスエリアが拡充した。

４　評価に関する活動 　－評価体制の強化と評価結果の活用－ ②
１）自己評価体制の強化
① ③ 各部局等の老朽トイレを改修し，併せてバリアフリー化を押し進めた。

④
②

３）アスベスト対策
２）自己点検・評価指針（案）の策定

４）神戸市より優良事業と評価された環境保全の取り組み
３）評価結果等の活用
①

②
７ 危機管理のための施策―危機管理体制の整備と不適切な事象への対応―
１）危機管理体制の整備
①

５　情報公開・情報管理・広報活動　－情報管理の強化と広報活動の拡充－
１）「神戸大学情報データベース」の試行的運用

②

③

２）「情報管理室」の設置

２）不適切な事象への対応
①

３）広報体制の整備と広報活動の充実
① ②

親睦会費等の着服事案に対し，速やかに事実調査を行い，資金の適切な管理を指示し
た。

本学志望者等に神戸大学の現状等をよりよく理解していただけるように，本学ホーム
ページ上に音声・動画による大学案内「神戸からの風」を掲載した。

電子媒体による個人情報紛失・入試情報公開ミスに対し，速やかに事実調査を行い，
情報管理の周知徹底と改善策の構築を図った。

事故等の未然防止，災害等発生時の対応に関するマニュアル等を教職員が効果的に利
用できるようにするため，各部局及び本部事務局総務部に「危機管理ライブラリー」
を設置した。
個人情報保護を徹底させるため，「大学における個人情報の取り扱い」という資料を
作成し，部局等で説明会を実施した。
従来のセクシュアル・ハラスメント防止体制に加えて，アカデミック・ハラスメン
ト，パワー・ハラスメント防止体制を整備し，総合的なハラスメント防止体制を構築
した。

大学全入時代を見据え，入試広報活動を充実させるため，入試広報活動を専門に行う
「入試情報室」を設置し，専任の職員を複数配置した。

工学部学生食堂を改修するとともに「学生ホール」を整備（増築）し，座席数の大幅
な拡充と，多目的活用スペースを確保した。

神戸市と連携し，旧灘区役所庁舎を利用して，子育て支援施設「のびやかスペース
あーち」を設置し，地域連携事業の場として活用している。

学部学舎，附属学校及び職員宿舎の一部にアスベスト含有材が使用されていたことが判明
したため，当該箇所の改修工事を実施し，学生・教職員等の安全の確保に努めた。

環境管理センターによる排水管理が，周辺地域に配慮した優良事業として高い評価を受
け，神戸市が行っている排水管理者講習会等で，本学の取り組みを撮影したビデオが教材
として使われている。

公開すべき情報の整理や情報管理の基礎であり，自己点検・評価のデータベースでもある
「神戸大学情報データベース」（Kobe University Information Database: ＫＵＩＤ）の
入力項目を定め，平成１８年度における本格稼働に向けた試行的運用を行った。

既設の「情報・評価室」を改編し，学長補佐を室長とする「情報管理室」を独立させ，個
人情報の保護管理，情報危機管理の体制を強化した。

企画業務と広報業務の連携を図るため，「広報室」を改編して「企画広報室」を設置
した。

既設の「情報・評価室」を改編し，学長補佐を室長とする「経営評価室」を独立さ
せ，専任助手を配置して体制を強化した。
全学の評価委員会の委員を，将来計画委員会と同様に部局長等に統一し，将来計画と
自己評価の組織的整合性，点検・評価に関する学内意思疎通の迅速化を図った。

昨年度策定の「神戸大学における点検・評価の基本的考え方」に従って，点検・評価の具
体的指針を盛り込んだ「神戸大学自己点検・評価指針（案）」を策定した。

「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書」，「平成１６年度事業活動の
概要」及び「国立大学法人神戸大学の平成１６年度に係る業務の実績に関する評価結
果」をホームページで公表し，活用を促した。
平成１６年度の実績報告書と平成１７年度計画を比較した上で各部局等の平成１７年
度計画の進捗状況を点検し，平成１８年度計画策定をスムーズに行えるようにした。

病床稼働率の向上，外来患者数の増加，診療放射線技師等の増員等により医療収入の増加
を達成した（平成１６年度169億2千万円→平成１７年度181億9千万円）。

金融機関の格付け等を調査し，安全性，流動性，効率性を勘案した上で短・中期国債等で
25億円，大口定期預金で5億円の運用を開始した。

情報公開・広報活動をスムーズに行うため，各新聞社・テレビ局の幹部職員及び第一
線記者と学長・広報担当理事・広報関係職員との意見交換会を実施し，毎年定例化す
ることとした。

『大学の活力ある発展と施設運営コストの最適化　知の拠点―大学の戦略的施設マネジメ
ント』（監修：今後の国立大学等施設の整備充実に関する研究協力者会議）の「大学施設
のコストマネジメントにおけるグッドプラクティス」（９大学）及び『知の拠点―大学の
戦略的マネジメント　国立大学等における施設マネジメントの取り組みと成果～　施設運
営のコストマネジメントにおけるグッドプラクティス』（１１大学）において，本学の施
設マネジメントが先進事例の一つとして評価された。

政府の総人件費改革に対応するため，中期計画を変更し，第一期中期計画期間中に人
件費を概ね４％削減することとした。

上述の「神戸大学ビジョン・政策策定プロジェクト」，「神戸大学事務業務改善プロジェ
クト」及び電子ジャーナル継続利用に係る経費の特別措置等の長期的視点に立った事業へ
の重点配分を行った。
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項　目　別　の 状 況

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
１　教育に関する目標
（１）入学者の選抜に関する目標

中　期　計 画 年 度 計 画 計 画 の　進 捗 状 況 等

以下，(　)内の部局名称については下記の略称を用いる。

【１－０－１】
○平成１６年度に引き続き，各学部・研
究科において，これまでに策定した教育
理念及び教育目標を再検討し，具体的計
画を明らかにする。

【２－０－１】
○大学教育等に関する調査研究及び開発
研究を推進するとともに，全学共通教育
の内容及び実施体制の改善に向けて，平
成１７年度に大学教育研究センターを大
学教育推進機構に改編する。

【３】
○学生受け入れ方針に基づく
具体的方策

・平成１９年度入試日程（分離分割方式）については，４月の部局長
降

【２】
○大学教育研究センターは，
国内外の大学教育等に関する
教育研究及び全学共通教育に
関する開発研究を推進し，ま
た，全学共通教育の実施体制
の見直しを実現するために，
その具体的使命と運営方法を
確立する。

中
期
目
標

○学生受け入れ方針

【３－１】
・各学部・研究科は，学生受

・「神戸大学が求める学生像」（平成１５年１月１６日評議会決定）にふさわしい学
生の受け入れ方策を講じるとともに，学生定員を適切に定める。

・６部局（文，経済，工，総合人間，文化，自然科学）において教育
理念及び教育目標の再検討等を行った。また，２部局（法，経済）に
おいてＷｅｂ等で具体的計画を公表した。

文学部→文，文学研究科→文学，国際文化学部→国文，発達科学部→発
達，法学部・法学研究科→法，経済学部・経済学研究科→経済，経営学
部・経営学研究科→経営．理学部→理，医学部医学科・医学系研究科→
医，医学部保健学科→保健，工学部→工，農学部→農，海事科学部→海
事，総合人間科学研究科→総合人間，文化学研究科→文化，自然科学研
究科→自然，国際協力研究科→国協，経済経営研究所→研究所，図書館
→図書館，学術情報基盤センター→学情Ｃ，連携創造センター→連携
Ｃ，遺伝子実験センター→遺伝子Ｃ，バイオシグナル研究センター→バ
イオＣ，大学教育研究センター→大教Ｃ，大学教育推進機構→大教機
構，留学生センター→留学Ｃ，内海域環境教育研究センター→内海Ｃ，
都市安全研究センター→都市安Ｃ，分子フォトサイエンス研究センター
→分子Ｃ，国際コミュニケーションセンター→国コＣ，研究基盤セン
ター→基盤Ｃ，保健管理センター→保健Ｃ，ベンチャー・ビジネス・ラ
ボラトリー→ＶＢＬ

【３－１－１】
・社会の変化，高校教育の改革動向及び

踏

【１】
○各学部･研究科は，教育理
念と目標を策定し，中期目標
期間中に達成を目指す具体的
な計画を公表する。

・全学共通教育の教育内容及び実施体制の改善に向けて検討を行った
結果，平成１７年７月１日に大学教育研究センターを発展的に拡充改
組し，大学教育推進機構に改編した。
・大学教育推進機構には，全学共通教育部と大学教育支援研究推進室
を設置し，大学教育の推進に係る調査研究及び開発研究を実施すると
ともに，全学共通授業科目に係る新カリキュラムの策定，学習環境の
改善・充実など，全学共通教育に関わる実施体制を構築した。
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【３－１－４－１】
在

【３－１－２】
・新学習指導要領に基づく平成１８年度
入試に対応するため，入学者選抜に係る
電算システム（入学試験管理システム）
の大幅なプログラム改訂を行う。

・８月末までにシステムの改定内容について業者と打ち合わせを終
え，発注した。改定作業は１１月末に終了し，１２月にテストランを
行い，完成した。

・大学単独の進学説明会を８月２０日に名古屋で，９月１０日に東京
で，１０月８日に広島で開催した。それぞれ約１４０人，８０人，２
００人の参加者があった。また，７月２３日には福岡で岡山大学，山
口大学，鳥取大学との合同説明会も開催した。各学部では８月中に
オープンキャンパスを実施し，総計８,２５９人が参加，前年比２
０％増となった。
・入試広報媒体の見直し・改善としては，７月に広報用ＤＶＤを作
成，携帯電話サイトを利用した大学情報の発信システムもスタートさ
せた。また，英文ホームページの全面改定を１０月中旬に終了した。
そのほか平成１８年度募集要項（一般選抜）についても,受験生の立
場に立った見やすい，わかりやすいものにするため，デザイン，レイ
アウト等の見直しを行った。
・９月にワーキンググループを設置し，入試広報に係る組織体制につ
いて検討を行った結果，「入試情報室（仮称）」の設置としてとりま
とめられた。その内容は３月７日の役員会で承認された。

・国際文化学部（２学科→１学科），発達科学部（３学科→４学科）
の学科の改組及び文学研究科（６専攻→２専攻）の専攻の改組を行っ
た。また，総合人間科学研究科発達支援論講座に１年履修コース（定
員３人）を設置し，自治体，ＮＰＯ等に従事する者のうち，相応の活
動実績を有する者に学位（修士）取得を可能にする道を開いた。
　また，当初の検討事項以外に社会のニーズを踏まえたうえ，平成１
９年度実施に向けて工学部建設学科を建築学科及び市民工学科へ改
組，更に大学院自然科学研究科を改組し，理学研究科（仮称），工学
研究科（仮称），農学研究科（仮称）及び海事科学研究科（仮称）の
新設並びに人文・人間科学系大学院（文学研究科，文化学研究科，総
合人間科学研究科）を再編し，人文学研究科（仮称），国際文化学研
究科（仮称），人間発達環境学研究科（仮称）の新設について検討を
行った。

懇談会で平成１８年度からの継続を確認した。平成２０年度以降につ
いては，引き続き，部局長懇談会，入学試験委員会等で検討を進めた
が，平成１８年度継続審議となった。
・発達科学部人間環境学科，海事科学部で平成１８年度からのＡＯ入
試導入を決定し，実施した。また，発達科学部では３月に「理系ＡＯ
入試を通じた高校と大学の接続」と題するシンポジウムを開催し，全
国各地から９０人（高校関係者４０人）の参加者を得た。
・工学部では平成１９年度から建設学科を建築学科及び市民工学科に
改組することを決定し，それに併せて選抜方法の見直しを行った。

【３－１－４】
・社会的ニーズを考慮し，国際文化学
部，発達科学部の学科の改組及び文学研
究科の専攻の改組を行うとともに，総合
人間科学研究科において１年履修コース
を設置する。また，以下の事項につい
て，学部・研究科の学生定員の見直し等
の検討を引き続き行う。

【３－１－３】
・従来から実施しているオープンキャン
パスの開催，大学ガイダンスへの参加等
を継続するほか，新たに神戸大学単独の
進学説明会を東京，西日本地区の主要都
市で開催し，アドミッション・ポリシー
の周知を図る。また，入試広報をより一
層効果的なものとするためにホームペー
ジ，ＤＶＤ，ポスター，パンフレット等
入試広報媒体の見直しを行う。

け入れ方針に基づいて，選抜
の方法及び学生定員について
再検討を行う。

国立大学協会の検討状況などを踏まえな
がら，平成１９年度以降の入学者選抜方
法・制度の改善について，現行方式の見
直しを含め，入学試験研究委員会及び入
学試験委員会を中心に検討を加え，本学
の学生受け入れ方針に沿って優れた学生
を受け入れるためにＡＯ入試，推薦入試
，社会人入試，編入学入試など多様な入
試制度の検討・具体化を更に進める。ま
た，大学院についても，高等教育改革の
動向や社会情勢の変化を勘案しながら，
各研究科の学生受け入れ方針に基づいた
適正な入学者選抜方法・制度について検
討を行う。

         - 7 -



神戸大学

＊経営学部の夜間主コースの在り方，経
営学研究科専門職学位課程のＭＢＡコー
スの入学定員の見直し。

・大学院教育を充実させるために経済学部夜間主コースを廃止及び経
済学研究科博士課程前期課程の専修コースの入学定員増について，平
成１８年度実施に向けて検討を行ったが，平成１８年度実施は見送
り，引き続き検討を行うこととした。

・医学系研究科バイオメディカルサイエンス専攻（修士課程）の入学
定員増(定員２０人→３０人)，保健学専攻及び医科学専攻の定員の見
直しについて，平成１９年度実施に向けて検討を行ったが，平成１９
年度実施は見送り，引き続き検討を行うこととした。

【３－２－１】
・平成１６年度に引き続き，平成１７年
度入試の成績分布，得点分布の分析を行
うとともに，平成１７年度教科委員から
作題，採点等に関する問題点の意見聴取
を行い，平成１８年度入試に係る作題や
採点の実施体制に反映させる。

・平成１７年度入試の結果について，国語，数学（文系，理系），英
語の３教科における志願者，合格者のセンター試験と個別学力検査の
相関データ，個別学力検査における得点分布データを作成し，平成１
８年度入試に係る問題作成のための参考資料として教科委員に配付し
た。
・国語の作題体制を確保するため，出題協力委員制度の継続を決定。
また，平成１８年度入試における選抜方法の変更（後期日程で独，
仏，中を追加）に対応するため，外国語の作題体制を整備した。
・平成１７年度入試の教科委員から，作題，採点等に関する問題点の
意見聴取を行い，平成１８年度入試で改善できるものは適宜取り入れ
た。
・入試情報の開示に関連して，平成１７年度入試の教科委員及び作題
委員の懇談会を開催し，採点に関する問題点等について意見交換を
行った。

・「公認会計士養成プログラム」の設置も視野に入れ検討していた
が，平成１８年度から経営学部夜間主コース（定員２０人）を廃止
し，経営学研究科専門職学位課程（ＭＢＡコース）の入学定員を増や
し（定員５４人→６９人），社会人教育の充実を図ることとした。

【３－１－４－３】
＊医学系研究科バイオメディカルサイエ
ンス専攻（修士課程)，保健学専攻及び医
科学専攻の定員の見直し。

【３－１－４－２】
＊経済学部の夜間主コースの在り方，経
済学研究科博士前期課程の専修コースの
入学定員の見直し。

【３－２】
・出題及び採点の体制を含む
入学者選抜のための体制を常
に改善する。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
１　教育に関する目標
（２）教育の成果に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

・博士前期（修士）課程の教育においては，各専門領域に関する基礎から応用及び先
端まで学べる教育体制の充実を目指す。また，研究者と高度専門職業人の養成及び社
会人と留学生の受け入れを促進する。
・博士後期（博士）課程の教育においては，独創性・創造性に富み「知のフロンティ
ア」を開拓する能力を有し，教育研究面での国際的貢献に寄与する人材の養成を目指
す。

・学部教育における全学共通教育と専門教育の関係を見直し，学部教育を通じて，課
題探求能力の育成を重視する。
・全学共通教育を，全学を挙げて取り組むべき根幹的教育として明確に位置付け，幅
広く深い知識の習得，外国語運用能力や情報リテラシーの育成のための教育の場と
し，その教育内容の充実を目指す。

・大学教育推進機構全学共通教育部に外国語教育部門を設置し，部門
長に国際コミュニケーションセンター長を充てることにより，セン
ターの外国語教育に果たす役割を明確にした。
・平成１８年度以降の入学生を対象として，インテンシブコースや上
級年次用のアドバンストコースを設けるなど，語学教育カリキュラム
の改善・見直しを行い，外国語運用能力の向上を目指した教育内容の
充実・強化を図った。

【４－２】
・外国語教育の実施体制を一
新し，国際コミュニケーショ
ンセンターを中心に，学部生
及び大学院生を対象として，
総合的なコミュニケーション
能力開発を目指した教育を展
開する。

【４－１】
・平成１６年度・１７年度
に，全学共通教育科目の開講
枠を増やし，受講者数の適正
化を進めるとともに，教育内
容の充実を図る。更に，新た
な高校教育課程を経た者が入
学する平成１８年度以降にお
ける全学共通教育の抜本的改
革に向けて，カリキュラムや
実施体制について本格的な検
討を進める。

【４－１－１】
・新たな高校教育課程を経た者が入学す
る平成１８年度以降における全学共通教
育の教育内容教育体制の改善に向けて，
大学教育推進機構を設置するとともに，
カリキュラムや実施体制を具体化する。

○学部教育

【４】
○学部教育

・学部における専門教育では，全学共通教育との有機的な連携を図り，各学部の理念
と目標に従って，学生に基礎的な専門性と幅広い視野を身に付けさせるような教育を
行う。

中
期
目
標 ○大学院教育

・平成１７年７月１日に大学教育推進機構を設置し，企画運営委員会
及び全学共通教育運営協議会を組織することにより責任体制を明確に
するとともに，全学共通教育を円滑に実施するため，全学共通授業科
目を担当する教員により構成する２教育部門及び２０教育部会を設置
した。
・平成１８年度以降の新カリキュラムについては大学教育推進委員会
（旧全学教育等専門委員会）で策定し，全学共通教育運営協議会の下
に設置した教務専門委員会で，具体的な時間割を作成した。
・内容的には，教養原論科目の大幅な見直しや外国語カリキュラムの
改善，語学種の追加などによる内容豊かなカリキュラムの編成，大規
模授業の解消による教育効果の向上などである。
・新たな高校教育課程を経た入学生に対し，特に対応の必要がある数
学と物理については，学習指導室を設置し，担当教員が常駐する体制
を整備した。

【４－２－１】
・国際コミュニケーションセンターで
は，ＣＡＬＬ教室やランゲージ・ハブ室
を拡充し，学生に多彩なコミュニケー
ションの場を提供するとともに，諸外国
の社会，歴史，文学，教育，芸術等文化
の諸相についての深い理解に基づく知性
豊かな外国語運用能力の向上を目指した

育
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・学習環境の改善策として，ランゲージ・ハブ室を２室から４室に増
設し，外国人ＴＡと外国語専任教員を常駐配置するとともに，ＣＡＬ
Ｌ教室を従来の自学自習に加え授業でも活用できる体制を整備し，学
生に多彩なコミュニケーション能力開発の場を提供した。
・現代ＧＰの助成を得て，平成１９年度からの「ＰＥＰコース（プロ
フェッショナル・イングリッシュ・プレゼンテーション特修コー
ス）」開講に向けて，１年生を対象とした英語プレゼンテーションセ
ミナー（受講者１５０人）を実施した。

・授業の実施にあたり，ビデオ教材を取り入れたり，力だめしテスト
や課題提出を行うなど，Ｗｅｂ教材や簡易e－Learningシステムの改
善を行った。また，平成１７年度から再履修クラスの開講や補修授業
を行うことにより，より効果的な授業体制を確立した。
・学術情報基盤センター統合基盤計算機システムの更新の一環とし
て，平成１７年度に情報処理演習室の増設と教育用端末３４０台（１
２０台増）及び教材提示システムの設置など，充実した情報処理教育
環境の整備を行った。
・また，各部局の情報処理教室を増設し，合計１，２１５台の教育用
端末を配備することにより，「情報基礎」のみならず全学的な情報教
育環境を整備した。

【５】
○大学院教育
【５－１】
・博士前期（修士）課程にお
いては，各研究科の理念と目
標を達成するために学生受け
入れ方針と教育体制の整合性
を平成１８年度までに見直
し，その特徴を再規定して個
性を発揮しうる教育体制を確
立する。

【５－１－１】
・各研究科・専攻の理念と目標達成のた
め学生受け入れ方針・方法と教育体制の
整合性について，引き続き点検・見直し
を行う。

・学生の海外インターンシップの実施を促進するため，国際交流事業
促進基金から渡航費，滞在費等の一部を補助する制度を継続。本年度
は，２箇所に５人を派遣した。（総額１５０万円を補助。）
・学術交流協定校への派遣についても国際交流事業促進基金から渡航
費，滞在費等の一部を補助する制度を継続し，１３カ所１４人の派遣
に補助を行った。（総額６４０万円補助）
　海事科学部では独自に制度を設けることを検討している。
・ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）を活用した単位互換制度の
導入について， 国際交流推進本部で問題点の整理を行っている。
・国際交流関係，留学生関係の会議等で，参加各機関と情報交換を継
続している。

・文学研究科では，平成１７年４月から学部の講座編成との整合性に
より６専攻を２専攻に改編，さらに改組計画を検討した。
・法学研究科，経済学研究科では，関西学院大学，大阪大学とともに
ＥＵＩＪ関西の事業として，教育研究プログラムを実施した。
・法学研究科では，朝日新聞からの奨学寄付金によりジャーナリズム
関連授業を実施した。また，日本弁護士連合会の要請を受け，弁護士
を「法曹リカレントコース」の科目等履修生として受け入れた。
・経済学研究科では，平成１７年度から，研究者養成と高度職業人養
成の２つのコースを確立した。
・経営学研究科では，学問的発展の動向や社会的ニーズの変化に対応
する研究教育組織の拡充と整備について検討をした。
・国際協力研究科では，海外フィールド・ワーク及びインターンシッ
プを組織的に採り入れるための制度作りをした。

教育を展開する。

【４－３】
・平成１６年度から，新入生
全員に対し情報倫理，情報機
器操作等の内容を習得させる
ため「情報基礎」を新設，提
供することにより，適正かつ
充実した情報処理教育を進め
る。

【４－３－１】
・新入生全員に対し，情報倫理，情報機
器操作等の習得を目的として開設した
「情報基礎」科目について，より効果的
な授業体制を確立するとともに，情報端
末機器の整備を含め，適正かつ充実した
情報処理教育を推進する。

【４－４】
・学生が社会現場で自ら学ぶ
ための海外インターンシップ
や留学等の制度を一層充実す
ると同時に，ＵＭＡＰ（アジ
ア太平洋大学交流機構）等へ
の参加を通じて，国際交流を
促進する。

【４－４－１】
・平成１６年度に引き続き，国際交流推
進機構を中心にして海外インターンシッ
プを実施するとともに，学術交流協定校
等への派遣など留学等の交流体制を一層
充実させる。また，ＵＭＡＰ（アジア太
平洋大学交流機構）が実施する単位互換
制度について，問題点を整理し，導入の
検討を行う。
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【５－２】
・各研究科において高度な専
門的知識・技術を持った職業
人養成を推進するとともに，
専門職大学院創設の可能性を
検討する。

【５－２－１】
・経営学研究科専門職学位課程（ＭＢＡ
コース）及び経済学研究科博士前期課程
の専修コースにおいて，入学定員を増す
ことについて具体的な検討を行う。

【５－３】
・博士後期（博士）課程にお
いては，有能な研究者を養成
するため，学生に学内外の共
同研究や研究集会への参加と
発表を促し，国際性を身に付
けさせる指導体制を強化す
る。

【５－３－１】
・外国語による講義の導入，学生の外国
語による論文作成，短期留学の推進，国
際共同研究や研究集会への出席・発表な
ど，国際化に対応できる能力の育成のた
めのカリキュラム等を拡充し，国際性を
身につけさせる指導体制を強化する。

・平成１８年度からの経営学研究科専門職学位課程（ＭＢＡコース）
の入学定員増（定員５４人→６９人）を決定した。
また，経済学研究科博士課程前期課程の専修コースの入学定員増につ
いては，平成１９年度実施に向けて検討を行ったが，平成１９年度実
施は見送り，引き続き検討を行うこととした。

・経済学研究科では，共同研究・教育のワークショップや外国人講師
による論文作成演習，専任教員によるきめ細やかな論文執筆指導，英
文投稿論文の校閲支援などを実施し，査読付きジャーナルへの投稿を
促進した。
・文化学研究科では，ニューズレターや，ワーキング・ペーパーを発
行した。
・国際協力研究科では，海外フィールドワークや，インターンシップ
を研究科として教育課程に取り入れた。
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神戸大学

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
１　教育に関する目標
（３）教育内容等に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○適切な成績評価等
・成績評価の客観性，公正性及び透明性の向上を図る。

・各専攻，コースの特性と合致した授業形態，学習指導法を開発する。
・国際化に対応できる学生の教育を目指す。
・社会人及び留学生に対する教育方法を充実させる。
・学位授与の状況を分析し，必要な改善を進める。

・学部１年次における転換教育・導入教育を重視する。
・学生が自らの能力や適性を認識し，主体的に学び，活動できるような学習とその履
修体制の充実及び国際性を重視した教育を目指す。
・カリキュラムの履修の仕方について，学生に適切な情報を効果的な方法で提供す
る。
[大学院]

[学部]

【６－１】
・教育理念に基づき，新しい
学問研究の動向や社会的ニー
ズを勘案し，学生の学問に対
する意欲と目的に対応できる
新たな授業科目の設定など教
育課程の改善を行う。

【６－２】
・学部・学科，研究科・専攻
を越えた横断的な履修制度に
ついて検討を進める。

【６－２－１】
・学部・学科，研究科・専攻を越えた横
断的な履修制度・教育プログラムについ
て検討を行う。

・関西学院大学・大阪大学と本学による単位互換協定を結び，平成１
７年度後期から，全学レベルで実施した。

【６－１－１】
・平成１６年度に引き続き，新しい学問
研究の動向や社会的ニーズを勘案し，学
生の意欲と目標に即した新たなカリキュ
ラム設定など教育課程の改善を行う。

中
期
目
標

【６】
○教育理念等に応じた教育課
程を編成するための具体的方
策

○教育理念等に応じた教育課程の編成
・教育理念と目標を達成するための整合性かつ一貫性のある教育課程の構築を図る。
・学際性を重視した柔軟な教育課程の編成を目指す。
○授業形態，学習指導法等の改善

・文学部では，外国人教師を中心に，学生の外国語による発信能力の
向上・充実を目指す教育を行い，人文情報学演習により，人文学にお
けるコンピュータ活用能力の育成を図った。
・国際文化学部及び発達科学部では，学科・講座の再編に伴い，それ
に応じたカリキュラムデザインを実施した。
・経済学部では，大学院スキルアップコア科目の学部生履修などアド
バンスド・コースの制度改革を検討し，グローバル経済演習を平成１
８年度から実施することにし，平成１７年度後半には予備的な演習を
開始した。

・文学部，文化学研究科では現代ＧＰの中心的部局として，新たな講
義・演習の試行，自治体等との連携事業を展開した。
・法学研究科・経済学研究科が中心となってＥＵの委託を受けたＥＵ

育

【６－１－２】
・ＥＵＩＪ(ＥＵインスティテュート・イ
ン・ジャパン)関西コンソーシアムに基づ
き，関西学院大学・大阪大学と単位互換
を行う「ＥＵコース」を学部・大学院レ
ベルで設置する。
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神戸大学

【７－２】
・入学生及び各学年における
ガイダンスの在り方等につい
て検討し，学生が授業の選択
を自主的かつ適切に行うこと
ができるように工夫する。

【７－３－３】
・平成１６年度に引き続き，全学部でシ
ラバスの記載事項，記載方法及び公表方
法について検討し，現在進められている
全学共通教育，学部，研究科ごとの見直
しに資する。

【７－３－２】
・平成１６年度に引き続き，各学部のア
ドミッション・ポリシーに基づく学生受
け入れと教育体系の整合性を点検し，改
善策を検討する。

[学部]

・ガイダンスの在り方等について検討した結果，文学部「専修別履修
モデル」のシラバス掲載，国際文化学部「履修アドヴァイザー制度」
の構築，国際コミュニケーションセンター「英語学習セミナー」の開
催など，学生への履修支援体制の充実を図った。
・新入生全員を対象として，国際コミュニケーションセンターが中心
となり，外国語学習に関連したビデオの上映や各種資料の作成・配付
による「外国語オリエンテーション」を実施した。

ＩＪ関西の事業として，ＥＵ教育研究プログラムを展開中である。
・経営学研究科では，経済経営研究所から協力講座メンバーとして協
力を得ている。また，法学研究科の２１世紀ＣＯＥプログラム及び工
学部が行なう技術経営（ＭＯＴ：Management of Technology）教育事
業に対し，それぞれ２人の教員を派遣している。
・医学部保健学科では，医学科，保健学科学生を対象とした共通授業
を実施した。

・経済学部では，平成１７年度から１年生用に「基礎経済数学」を新
たに開講し，また，２年生用の「国際経済学基礎論」を２単位から４
単位とし，内容の充実を図った。

・高校教育との接続を円滑にするための転換・導入教育については，
例えば，発達科学部「発達科学演習」，法学部「法政基礎演習」，経
済学部「基礎経済数学」，医学部「生命科学入門」，工学部「体験型
総合学習」，海事科学部「海を学ぶ」などを実施した。
・少人数教育としては，１年生向けの少人数ゼミ（基礎ゼミ）を，文
学部，国際文化学部で実施している。

・学部案内，学生募集要項，大学説明会などにより，各学部のアド
ミッション・ポリシーを公表し，それに基づく学生の受入れを実施し
ている。
・平成１８年度の共通教育カリキュラム改編に向け，６部局（発達，
法，経済，経営，保健，大教機構）でカリキュラム体系の整備，検討
を行った。

・全部局でシラバスの記載事項等について検討を行い，９部局（国
文，発達，法，経営，理，工，農，海事，大教機構）でシラバスの電
子化を行った。

【７－１】
・平成１８年度以降，１年次
において高校教育からの移行
を円滑にし，かつ自ら学ぶ態
度を養うために全学的に少人
数教育の拡充を図る。

【７－３】
・カリキュラムの体系化を進
め，学生が基礎的かつ専門的
学力を高め，広範な知識を習
得できる履修方法を検討する
とともに，シラバスの電子化
や公表の方法を全学的に改善
する。

【７－２－１】
・平成１６年度に引き続き，新入生及び
進学生のガイダンスの在り方等について
検討し，学生が適切に履修科目を決定す
ることができるよう支援する。

【７】
○授業形態，学習指導法等の
改善に関する具体的方策

【７－１－１】
・平成１６年度に引き続き，高校教育と
の接続を円滑にし，導入教育及び少人数
教育の拡充を図る。

【７－３－１】
・平成１６年度に引き続き，学士課程全
体のカリキュラムを見直し，その系統化
を図るとともに，博士前期（修士）課程
への接続を改善する。
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神戸大学

【７－５】
・研究者養成と高度専門職業
人の養成に応じた体系的カリ
キュラムを提供する。

【７－５－１】
・平成１６年度に引き続き，大学院生の
個々のキャリア開発や進路希望の実現に
適した教育プログラムの検討・策定を進
める。

・全学部で，外国語を使用しての講義・外国語演習・外国語文献購読
やインターンシップを実施し，また，医学部ではスキルラボ室の夜間
使用や理学部では学生実験設備の充実等を図った。

【７－４－１】
・平成１６年度に引き続き，フィールド
ワーク，実験・実習等の実践的な教育及
び留学や海外インターンシップなどを取
り入れた教育体制を推進する。

[大学院]

【７－４】
・フィールドワーク，実験・
実習等の実践的な教育及び留
学や海外インターンシップな
ど異文化体験を取り入れた教
育体制を確立する。

・文化学研究科では，指導教員の複数制により連携を取りながら，専
門性と必要性に配慮した指導を行った。
・経営学研究科では，研究者養成コースについて５年一貫教育を前提
とする教育実施体制の質的向上を図るための検討を行った。
・国際協力研究科では，５年一貫教育を念頭に置き，理論と実践の両
方に強い研究者の養成を目指して，海外フィールドワーク，インター
ンシップを選択必修科目に組み入れる方向でカリキュラム改革を検討
した。

・経済学研究科では，社会的ニーズが高い計量・統計的技能を体系的
に学ぶカリキュラムとして，新たに「スキルアップコース」を立ち上
げた。
・経営学研究科では，ＮＰＯ法人「現代経営学研究所」と共同で，ノ
ンディグリー型の教育プログラムとして，短期集中型研修プログラム
を実施した。
・医学系研究科では，ベーシックプログラムについて，コアメニュー
から選択履修する方式に改革し，各学生の習熟度・必要性に応じた教
育を可能にし，アドバンスドプログラムについても，研究能力を備え
た高度臨床医を養成することを目的に，より効果的な学習の向上を目
指し改革した。

【７－７－１】
・社会人学生に対するカリキュラム等の
整備，拡充及び授業時限の設定について
検討を進める。

【７－６】
・外国語による授業を適切に
導入することや，学生に外国
語論文の作成，国際共同研究
や研究集会への参加及び発表
等を行わせるなど，国際化に
対応しうる能力の育成のため
のカリキュラムを拡充する。

・総合人間科学研究科では，社会人学生の履修状況の調査を行った。
・経済学研究科では，土曜日における同一時間帯の開講科目が複数化
し，選択の幅を広げた。
・自然科学研究科では，大学院設置基準第１４条特例を，全専攻で実
施した。
・国際協力研究科では，社会人のために，必修科目の開講を５時限目
以降にすることを検討した。

【７－７】
・社会人と留学生に対するカ
リキュラムの整備を進める。

【７－５－２】
・各研究科では，教育の体系化や研究指
導の在り方を点検し，所定の修業年限内
での学位取得率の向上に努める。

【７－６－１】
・外国語による講義の導入，学生の外国
語による論文作成，短期留学の推進，国
際共同研究や研究集会への出席・発表な
ど，国際化に対応できる能力の育成のた
めのカリキュラム等を拡充する。

・文化学研究科では，外国文学の授業の一部を外国語で行い，また，
外国文学関係の専修では外国人教師が論文作成の指導を行った。
・経済学研究科では，海外から多数の著名な教員・研究者を招へい
し，ＣＯＥ国際会議，六甲フォーラム，ＥＵＩＪ関西を含め各種の
ワークショップ，セミナーを開催した。
・国際協力研究科では，世界銀行等国際機関による海外からの遠隔教
育を取り入れ，また，世界銀行との連携講座を実施した。
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神戸大学

・文化学研究科では，外国人留学生のために，学位論文執筆の際，日
本人学生によるサポート制度を継続して行った。
・医学系研究科では，外国人留学生に対する日本語教育のため毎週金
曜日の午前中に２クラスを設け授業を実施した。

【７－８－１】
・学位取得のための論文作成プロセスに
ついて，より系統的で計画的な指導を行
う。

【７－８】
・学位取得のための資格や論
文の作成プロセス等について
計画的な指導を行う。

【８－１－１】
・授業概要に授業のテーマと目標，成績
評価方法を明記し，ＧＰＡ制度（授業ご
との成績を５段階で評価し，単位当たり
の平均を出して学生を評価する方法）導
入の可能性及び多元的な成績評価方法の
検討を進める。

【８－１】
・多元的な評価方法を採り入
れて，シラバスに授業の達成
目標と評価基準を明記すると
ともに，ＧＰＡ制度（授業ご
との成績を５段階で評価し，
単位当たりの平均を出して学
生を評価する方法）の導入の
可能性や成績評価方法の検討
を進める。

【７－７－２】
・留学生に対する日本語教育のカリキュ
ラム等の見直しを行う。

【８】
○適切な成績評価等の実施に
関する具体的方策

・９部局(経済，経営，理，医，保健，海事，総合人間，国協，大教
機構）では，授業の達成目標，成績の評価方法等をシラバスに明記し
た。
・ＧＰＡ制度の導入及び多元的な成績評価方法について，５部局（国
文，農，総合人間，国協，大教機構）で検討を行った。

・文学研究科・文化学研究科では，大学院生に対し，年次計画を提出
させ，確実に論文作成が出来るようきめ細かな指導を実施した。
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神戸大学

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
１　教育に関する目標
（４）教育の実施体制に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○適切な教職員の配置等

【１１】
育

【１０－１－２】
・大学教育研究センターは，ＴＡの研修
やＴＡを活用するチュートリアル・シス
テムの導入について検討を行う。

・平成１８年度以降における全学共通教育の抜本的改革の一環として，全学共通教育
の実施体制を見直す。
○適切なＴＡの配置等
・ＴＡを効率的，効果的に活用する体制を整える。

【９－１－１】
・平成１７年度に大学教育推進機構を設
置し，全学共通教育の責任体制を明確に
するとともに，平成１８年度以降の全学
共通教育の実施に向けた担当体制の具体
化を図る。

・専門教育の環境を改善する。
○教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤ等
・授業の性質に応じた適切な指導法の開発・改善を目指す。

○教育設備，図書館，情報ネットワーク等の活用と整備

【９】
○適切な教職員の配置等に関
する具体的方策

・平成１７年７月に大学教育推進機構を設置し，企画運営委員会及び
全学共通教育運営協議会を組織することにより，全学共通教育の責任
体制を明確にした。
・平成１８年度以降の全学共通教育を円滑に実施するため，大学教育
推進機構全学共通教育部の中に，全学共通授業科目を担当する教員に
より構成する全学共通教育部門（１８教育部会）及び外国語教育部門
（同２教育部門）を設置し，担当体制の具体化を図った。

・各教育部会単位で，演習・実験・実習内容の説明及び学生への指導
補助の具体について指導を行った。
・チュートリアル・システムの導入の正否はＴＡの質にかかっている
との認識に立ち，ＴＡの在り方について引き続き検討を進めている。

【１０－１－１】
・平成１６年度に引き続き，ＴＡの授業
補助の状況を整理し，その活用方策につ
いて見直しを行う。また，全学的要項を
作成する。

【９－１】
・平成１８年度を目途に，全
学共通授業科目担当の原則を
明確にし，全学で責任をもっ
た実施体制を実現する。

【１０－１】
・ＴＡの担当すべき業務につ
いて整理するとともに，活用
方法を評価し，併せてＴＡ
個々の資質の向上を図る。

【１０】
○適切なＴＡの配置等に関す
る具体的方策

中
期
目
標 ・全学共通教育の実施に必要な機能（講義室，実験室，教育機器室など）を拡充整備

する。

・６部局（経済，経営，医，工，国協，大教機構）では，ＴＡの有効
利用について検討した。また，ＴＡに対してオリエンテーションを実
施するとともに，必修科目・コア科目・情報関連科目等へ重点的に配
置し，活用方策についての見直しを行った。
・全学的要項については，学生委員協議会での審議を終え，平成１８
年度当初に成案とする予定である。
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・

【１１－３－１】
・各部局においてホームページの充実を
図るとともに，情報機器の設備充実を図
り，教育効果を高める。また，平成１８
年４月からＷｅｂ化する教務システムを
試験導入するとともに，システム開発，
開発後の管理及び運用のための専門委員
会を設置する。

・平成１７年度は，図書館学生用資料費を大幅に増額（41,000千円→
61,000千円）し，図書館備付の学生用資料の整備が大きく進展した。
附属図書館では，昨年度策定した「学生用資料整備計画大綱」に基づ
き，各館室毎に「平成１７年度学生用資料整備計画」を立案・実施
し，シラバス掲載図書の網羅的収集，学生希望図書の拡充を実現し
た。

・広報委員会を１月２７日に開催し，各部局のホームページにおける
現状，改善，要望，問題点等を聴取した。今後，ホームページ上の各
項目については，各部局間及び担当部署とも調整しながら，必要な項
目と形式の統一を図っていくこととした。
・平成１７年度は，ホームページ，広報誌の編集方針，内容などを検
討するため，広報委員会を３回開催した。
・情報教育用端末を各部局等へ１,２１５台設置（５８８台は更新）
し，各部局で情報等の教育を行う環境整備を図った。平成１８年度か
ら本稼動の新教務事務システムＷｅｂ機能を現在仮運用中であり，ま
た，教務システム専門委員会においては，Ｗｅｂ機能を始め，システ
ム開発及び管理・運用に関係する事項について検討を行っている。

○教育設備，図書館，情報
ネットワーク等の活用・整備
の具体的方策

・文学部を始め，各部局等の情報端末設置教室や図書館利用の端末
コーナー等を２０室増やし，合計１,２１５台の教育用端末や教材提
示装置等を配備した。
　また，「情報基礎」授業のみならず，各部局での情報教育が可能な
環境を構築した。

・平成１７年度は，学術情報基盤センターシステムの更新に伴い，全
学図書館の情報端末５０台を増設したほか，総合図書館を中心に附属
図書館各館室の学習環境の改善を進めた。主要なものは以下のとおり
である。

グループ学習室新設，開架書架の一部更新，館内トイレの改修，
自動貸出装置増設，階段昇降機の設置（以上，総合図書館），閲
覧机・椅子の増設・更新（総合図書館・社会系図書館・医学分
館・海事科学分館），グループ学習室の増設（自然系図書館），
じゅうたんの張替，入口ドアの交換（以上，人間科学図書館）

【１１－３】
・ＩＴ化に対応し，各部局，
教員のホームページを充実す
るとともに，教育におけるＩ
Ｔの利用を促進し，教育効果
を高める。

【１１－２－１】
・平成１８年１月から導入予定の学術情
報基盤センター計算機システムにおい
て，情報端末システムの設計・導入作業
を行う。

【１１－１－１】
・附属図書館において，各館室における
情報端末の増強など，全学共通教育科目
を履修する学生等に対する学習環境の一
層の改善を図る。

【１１－１】
・全学共通教育等の実施に必
要な図書館機能を整備すると
ともに，教養・専門図書，映
像音響資料等の学生用資料を
充実させる。

【１１－２】
・少人数講義室，演習室，学
生学習室を増やし，情報機
器･視聴覚機器やマルチメ
ディア機器等を設置した教室
の増設を図る。

【１１－１－２】
・附属図書館において，学習用資料の選
定方法を見直す等の体制整備を行い，学
部学生に必要な教養・専門図書を幅広く
網羅した系統的な資料収集に努める。
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【１２－２】
・教育内容・方法の改善と開
発を目的として全学的規模で
のＦＤ研修会を充実させる。

【１２－１－１】
・教員相互の授業参観等の導入を拡大す
る。

【１２－２－１】
・大学教育研究センターを中心に，担当
教員のみならずＴＡを含めて，教育方法
の改善を目指したＦＤ研修会を開催す
る。

・国際文化学部，法学部では教員による授業相互参観を実施した。ま
た，ＦＤ研修会やセミナー等については，７部局（国文，発達，法，
経営，保健，海事，国コＣ）で開催しており，教材や学習指導法など
授業改善に関する報告や討論が行われている。
・国際文化学部では，研究費の２０％を充当した「研究・教育プロ
ジェクト」により，教育方法や教育内容の改善のための研究開発を推
進している。
・留学生センターでは，平成１７年度に，留学生に対する課外指導や
学習・研究効果の向上を図ることを目的として「チューターハンド
ブック」を作成した。

・医学部保健学科では，授業参観を実施し，報告書を提出することと
した。
・総合人間科学研究科，大学教育推進機構では，導入について検討し
た。
・国際コミュニケーションセンター，留学生センターでは，ピアレ
ビューを実施した。
・法科大学院については，教員相互の授業参観を毎学期２週間実施。
参観者は「授業参観報告書」を実務法律専攻長宛に提出することがで
き，専攻長がその結果をとりまとめて運営委員会に報告する。

【１２－１】
・教員相互の授業参観等を平
成１６年度から試験的に導入
し，その経験を踏まえて適切
な導入方法を定める。

【１２】
○教材，学習指導法等に関す
る研究開発及びＦＤに関する
具体的方策
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神戸大学

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
１　教育に関する目標
（５）教育活動の評価及び教育の成果・効果の検証に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

・教育実習の事前，事後実習及び介護等体験に係る事務を学務部学務
課に集中化した。
・教職に関する授業科目の開講については，平成１８年から教職課程
専門委員会（学務部学務課）及び発達科学部の２部局で分担し，それ
ぞれ集中化することを決定した。
・教職課程専門委員会は，教職課程の履修についての手引書「教職課
程ハンドブック」を作成し，学生に配付した。

・カリキュラム体系の見直しや教育実施体制の改善等に資するため，
全部局において，授業評価アンケート実施などで教育効果を検証し，
教育活動の自己点検・評価を行い，さらに，評価システムの見直し，
整備充実を図った。

【１３－１－３】
・平成１６年度に引き続き，カリキュラ
ム体系の見直しや教育実施体制の改善の
ため，教育活動の点検評価を実施する。

【１３】
○教育活動の評価及び評価結
果を質の改善につなげる目標
を達成するための具体的方策

【１３－１－２】
・教育職員免許関連の事務の一元化や講
義の全学集中化に向けた検討・具体化を
行うとともに，教育職員免許・各種資格
に関する教育の在り方の点検・評価を進
め，これらを実施するための責任体制を
確立する。

【１３－１－１】
・教育評価を全学的に進めるため，学生
による授業評価を含めて，各部局の教育
評価の現状を調査する。

○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげる目標
・教員の教育に対する意識改革，教育内容と方法に関する改善を積極的に推進する方
策を策定する。
○教育の成果と効果の検証

・専門職大学院修了者の活動状況を調査検討し，高度専門職業人養成の理念と達成度
を点検する。
・各研究科においては，教育の目標とその達成度について検証する。
○卒業後の進路等

・全学共通教育の実施体制の変更と拡充に伴う教育効果を検証する。
・教育の成果と効果を質的かつ量的に把握するシステムの策定など，評価体制の整
備，確立を目指す。

・神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）のデータ収集項目，特に教
育活動に関わるデータ項目の選定に関しては，当該データに基づく個
人別及び組織別の教育活動の評価を念頭にその策定を行った。また，
各部局で個別に行われている授業評価の実施状況やその内容など，教
育評価の現状を全学的に調査するとともに，授業評価アンケートの様
式統一化等の検討を進めた。

・基礎的かつ応用的な知識を身に付け，実践的な行動力を備え，社会に貢献できる有
為な人材を多方面の職域に送り出す。

中
期
目
標

【１３－１】
・「全学評価組織」並びに各
部局の「評価委員会」（詳細
はⅣを参照）において，全学
共通教育並びに各部局の教育
の状況について学生による授
業評価を始めとする多面的な
評価を行う。
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・平成１９年度から実施のため，平成１７年度は年度計画なし

【１４－５】
・大学院教育の成果について
は，学位授与実績や修了生の
進路状況などを点検し，問題
があれば改善する。

【１４－４】
・専門職大学院については，
修了後の国家試験の合格率や
進路の調査を行い，その改善
を図るとともに，新たな専門
職大学院の設置の参考にす
る。

・農学部応用動物学科及び生物機能化学科において，平成１６年に
食品衛生管理者履修コースを導入し，平成１７年度入学者より食品
衛生管理者及び食品衛生監視員資格が取得できることになった。

【１４－１－１】
・平成１８年度以降の全学共通教育実施
改善のための予備的検討を行う。

・「神戸大学自己点検・評価指針（案）」や，神戸大学情報データ
ベース（ＫＵＩＤ）のデータ収集項目のうち，教育活動にかかわる個
人別及び組織別の各種データ項目の策定の過程においては，当該評価
結果を将来の教育改善に向けた諸施策の策定や資源配分等への反映の
問題を含めて，役員会や全学評価委員会等で議論を行った。

・平成１７年度は，平成１８年度からの新カリキュラムを策定すると
ともに，全学共通教育に係る新実施体制を整備した。
・新カリキュラムによる全学共通教育の実施に伴い生じると予想され
る諸問題の点検システムについて検討した。

【１３－２－１】
・評価結果の活用については，役員会を
中心として，関係組織で検討を進める。

【１４】
○教育の成果と効果の検証に
関する具体的方策

【１４－２－１】
・教育の質の改善を図るために教育活動
に関する評価基準の策定に向けて検討を
行う。

【１４－３】
・平成１８年度までに，卒業
生・修了生の活動について，
進路・就職先，同窓会を含む
各界からの意見聴取の方法を
早期に策定し，授業の改善を
図る。

【１４－１】
・全学共通教育の実施体制変
更前後の履修結果を分析し，
実施体制の改善を進める。

【１３－２】
・これらの評価結果の内容
を，教育改善を進めるための
諸施策並びに必要な担当者や
財源の配分に反映させる。

【１４－２】
・全学的に教育活動に関する
評価基準を策定し，教育の質
の改善を図る。

・８部局（文，文学，国文，発達，経済，経営，文化，国協）では，
教育活動に関する評価基準の策定に向けて検討を行った。

・５部局（経営，海事，文化，総合人間，国協）では，今後の進路指
導などの資料とするため，卒業生へのアンケートなどを通じ情報収集
を行った。
・経済学部では，企業・官公庁を訪問し，スキルアップコースの充実
に向けたニーズ調査を行った。

【１５】
○卒業後の進路等に関する具
体的方策
【１５－１】
・各学部の理念と目標に基づ
く専門的知識と活動能力を備
えた人材及び各種の認定資格
(司法修習生，公認会計士，
技術士教育など)を取得でき
る人材を養成する。

【１５－１－１】
・平成１６年度に引き続き，各学部の理
念と目標に基づく専門的知識と活動能力
を備えた人材養成，各種の認定資格を取
得できる人材養成のため，必要な授業科
目の編成に努める。

【１４－３－１】
・平成１６年度に引き続き，授業の改善
を図るため，卒業生・修了生の就職先，
同窓会を含む各界からの意見を聴取す
る。

【１４－５－１】
・平成１６年度に引き続き，大学院教育
の成果について，学位授与実績や修了生
の進路状況などの点検，調査を行う。

・４部局（法，総合人間，文化，国協）では，調査を引き続き実施し
ており，問題点の抽出なども行った。
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・経済学研究科では，ワークショップに多くの著名な学外研究者を招
聘し，大学院生に高度な研究に触れる機会を与えた。
・「魅力ある大学院教育イニシアティブ」によって，次の研究科では
若手研究者の養成に努めた。
・法学研究科では，次世代政治学研究者育成のため，海外での自己研
鑽や内外の一線級研究者との出会いなど多様な経験を学生に積ませる
ことなどを目標とし，海外研究活動支援を競争的に行い，５人の学生
に海外での研究活動を行わせた。
・経済学研究科では，研究者養成の本科コースと，高度専門職業人を
養成する専修・社会人コースにおいて，従来方式の独立あるいは並列
的に並んだ教育モジュールを変革し，効率的で効果的な教育システム
を構築し，本科コースでは，六甲フォーラムを通年で３７回開催し，
平成１８年度以降，主として院生の報告をディスカッション・ペー
パーとして発表する予定である。また，専修・社会人向けの「スキル
アップ・コース」では，（社）日本経済研究センターとの学術交流協
定を締結した他，１年生向けに「基礎演習Ⅰ」を新設し，カリキュラ
ムの充実に努めた。
・経営学研究科では，経営学研究者養成のためのコアプログラムの高
度充実を図るとともに，サポートプログラムとして，海外の著名な研
究者を招へいし，研究科教員が学生との密度の高いインターフェース
役となり，集中講義や研究会を創出して，課程博士論文の国際化を
図った。
・医学系研究科では，創造性と自らリーダーとなって生命医科学の先
端研究を創成する能力を持った，少数の若手研究者の育成を目的に策
定された教育プログラムの履修希望者２５人のうち１０人をＲＡに採
用して研究への専念を援助した。

【１５－２－１】
・各領域において専門性を身に付けた人
材，国際的に通用する研究者などの養成
に努める。

【１５－２】
・大学院においては，各領域
において専門性を身に付けた
人材，自立的研究者及び国際
水準の研究者などを養成す
る。

・国際協力研究科では，国際政策学研究者を養成するために，教育実
施体制及び教員組織の改善・拡充を図るとともに，平成１８年度には
海外でのフィールドワークや試行的なインターンシップが実施できる
見込みができた。また，遠隔授業など，情報通信機器を駆使した授業
科目の拡充にむけたインフラが整備された。
・文化学研究科では，海外提携大学との調整，教育フィールドの整備
を行い，海外との研究交流の企画・運営にかかわる実践的な能力を身
につけさせるとともに，地域の人々に研究成果を還元し，大学院生の
主体性を導き出す企画を立案・実施することで自身の研究の有効性を
自覚させ，社会的応対に対する意識を高めることができた。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
１　教育に関する目標
（６）学生への支援に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

・１１部局（文，文学，国文，発達，経営，理，海事，遺伝子Ｃ，大
教機構，国コＣ，留学Ｃ）では，オフィスアワーの実施により学習の
助言を行った。

【１６】
○学習相談，助言及び支援の
組織的対応に関する具体的方
策

【１６－２－２】
・附属図書館の提供する蔵書検索システ
ム（ＯＰＡＣ）について，遡及入力の推
進，システム機能の見直しなど,性能の向
上を図る。

【１６－１－２】
・各研究科，学部の実状に即して，きめ
細やかな履修指導を行うため，学生の意
見・要望を反映させるシステムについて
検討を行う。

・学生の多様なニーズに即応できる履修及び進路に関する相談体制を整備する。
○学生への生活支援
・学生が豊かな学生生活を送るための環境を整備し，きめ細やかな支援を行う。
○社会人，留学生に対する支援

・文学部，文学研究科では，オフィスアワーによって得られた情報
を，学生委員会に集約し，就職支援等に活かした。
・発達科学部では，全教員のメールアドレスを学生便覧に掲載した。

中
期
目
標

【１６－１－１】
・平成１６年度に引き続き，オフィスア
ワー制度や学生担任制の実状の点検等を
行い，学習の助言制度について改善を図
る。

【１６－２】
・附属図書館においては，資
料提供や情報検索などのサー
ビスの迅速化と高度化を図る
とともに，情報教育を積極的
に支援する。

【１７－１－１】
・平成１６年度に引き続き，就職支援事
業を充実させるとともに，各部局就職支

【１６－２－１】
・附属図書館において，学生の学習段階
や専門分野を考慮したきめ細かなガイダ
ンスを実施するなど，引き続き情報リテ
ラシー教育支援に努める。

【１７】
○就職支援等に関する具体的
方策
【１７－１】
・全学規模の就職支援室（仮
称）を設置し，相談室と各部

・昨年度に引き続き，１年次必修科目「情報基礎」の1/2コマで附属
図書館職員が，図書館サービスの概説を担当（延べ２９回，約２,８
００人受講）した。附属図書館は各種のガイダンス等を年間６３回開
催し，延べ５００人が受講した。
　また，図書館ホームページには，ガイダンス資料（３６種），「情
報基礎」のテキスト，「資料探索Ｑ＆Ａ」，シラバス掲載図書情報を
掲載したほか，百科事典データベース「Japan Knowledge」の提供を
開始した。

【１６－１】
・各研究科，学部の実情に即
して，オフィスアワー制度や
学生担任制や学習の助言教員
制度を確立し，きめ細やかな
履修指導を行う。

・附属図書館において，蔵書目録の遡及入力事業を引き続き実施し，
当初計画の４万冊入力を達成した。また，１月には図書館業務システ
ムを更新し，蔵書検索システム（ＯＰＡＣ）を多言語対応としたほ
か，様々の点で検索機能を高度化した。

・就職支援室，各部局等では，独自に就職ガイダンス，就職相談の対
応，就職情報提供等の就職支援事業に取り組んでおり，就職支援室と

○学生への学習支援
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神戸大学

・「こころの健康相談」の相談者の立場から明らかとなったセクシュ
アル・ハラスメントや学生寮の制度に関する問題点について，セク
シュアル・ハラスメント防止委員会や学生委員協議会に付議した。セ
クシュアル・ハラスメントの事例に関しては，セクシュアル・ハラス
メント防止委員会並びに調査委員会における審議・調査が終了した。
また，学生寮の制度に関する問題点に関しては，学生委員協議会によ
る調査が終了し，対策が講じられた。「からだの健康相談」に寄せら
れた相談内容から分煙対策の徹底の必要性が明らかとなり，当該部局

・企業等からのインターンシップ実施状況を調査し，受け入れ企業等
の情報を得た。各企業等との連携強化を図りながらこの調査を継続し
ており，さらに各部局におけるインターンシップの実施状況について
調査を行った。

・改修計画の立案に向けて，学務部，施設部，財務部及び国際部で
ワーキンググループを設置し，民間資金を活用したＳＰＣ事業方式導
入の可否，耐震性の向上及び個室化に伴う宿舎機能の再編，外国人研
究者及び留学生用宿舎の整備などについて検討を行ってきた。平成１
７年１２月には国立大学法人法施行令が改正され，寄宿料を償還財源
とした学生寮の整備が可能となり，費用省令の改正を踏まえて，整備
に向けた基本コンセプトを検討することにしている。なお，平成１７
年度においては老朽化の著しい住吉寮補食室及び居室などの一部改修
を実施した。
　なお，各学生寮の自治会とは定期的な懇談会を開催し，寮生活にお
ける助言・指導を行うとともに寮生からの要望及び問題点などを聴取
し，改善に向けた施策について検討を行っている。

・今年度は，学生生活実態調査における要望事項であった工学部学生
食堂の整備（増築）が行われた。また，学生・教職員の福利厚生の利
便性を向上するため，他大学のコンビニエンスストアの実情調査を行
うとともに，複数の企業と打ち合わせを行ったが，今年度だけで結論
を出すのは拙速なため，翌年度も引き続き出店場所・契約形態などに
ついて検討する。

【１９】
○キャンパス環境の整備拡充
に関する具体的方策

【１８－１－１】
・学生寮の居住環境を改善するため，改
修計画を立案する。

【１９－１－１】
・福利施設（食堂・売店等）を，利便性
に富む「食の空間」と「憩の空間」を兼
備する「ゆとりある施設」へと整備拡充
するため，昨年度に実施した学生生活実
態調査を参考に問題点を明確にし，総合
整備計画の策定を検討する。

【１９－１】
・福利施設（食堂・売店等）
を，利便性に富む「食の空
間」と「憩の空間」を兼備す
る「ゆとりある施設」へ整備
拡充する。

【２０】
○生活相談及び健康相談に関
する具体的方策

【１７－２】
・インターンシップ受け入れ
企業等との連携強化を図る。

【１８－１】
・学生寮を学生の志向に合っ
た住環境として計画的に整備
する。

【１８】
○居住環境の整備に関する具
体的方策

援組織と同窓会の連携強化を図り，キャ
リア・サポートシステムを整備する。

局の就職支援組織及び同窓会
を連携させた就職・進路ネッ
トワークを構築する。

【１７－２－１】
・平成１６年度に引き続き，インターン
シップの受け入れ企業の開拓及び連携強
化を図る。

【２０－１－１】
・保健管理センター職員（医師・看護
師），カウンセラー及び事務職員との定
期的な連絡会を開催し「こころの健康相
談」の相談者の視点から明らかとなった
「大学として取り組むべき諸問題」の解
決に向け，各学部の保健委員会委員，保
健管理センター運営委員会委員及び学生
委員協議会委員と連携の上，方策を講じ

【２０－１】
・保健管理センターの「ここ
ろの健康相談」，「からだの
健康相談」及び学生センター
「学生なんでも相談室」と各
部局の学生相談担当者との連
携を密にする。

各部局の就職支援組織，同窓会，神戸大学東京オフィス，学内外の就
職支援団体等とのネットワークを強化しながら，キャリアサポート体
制の整備充実を図っている。また，就職支援専門委員会で，当面の諸
課題について検討し，学生の就職等進路情報収集のシステム化，平成
１８年度後期から全学的なキャリア教育科目を新設するなど，改善を
図った。
・社会科学系４部局では六甲台就職情報センターを設置して，就職セ
ミナーを開講するなど，学生の就職活動のサポートを行った。
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神戸大学

･課外活動施設の整備計画の一環として，鶴甲第１キャンパスに新ト
レーニング室を設置し，旧トレーニング室を課外活動団体の倉庫とし
て効果的な使用を図った。また，学生会館の空調設備の整備（重油に
よる暖房からガス・電気による冷暖房）を３年計画で実施することと
なり，今年度（初年度）は２階部分の整備を行った。

だけでなく，安全衛生委員会を通じて他の部局での取り組みも進めら
れるようになった。引き続き，保健管理センター職員（医師・看護
師），カウンセラーと学務部職員との連絡会を定期的に開催し，「か
らだの健康相談」や「こころの健康相談」の相談者の視点から明らか
となった「大学として取り組むべき諸問題」の把握に努める。

・老朽化に加えて容量不足をきたしている現在の統計処理システム
（ＭＳ－ＤＯＳ仕様）の刷新を図るとともに，日常の健康相談（「か
らだの健康相談」，「こころの健康相談」）や保健指導をより的確か
つ迅速に行えるようにするため，健康相談等の記録のデーターベース
化を図り，健康診断管理システムとのリンクも可能とする「統計並び
に健康相談管理システム」の導入に向けて検討を重ねている。

・ホ－ムペ－ジの奨学金情報は昨年度に引き続き掲載内容の充実を
図った。また，優秀な学生への授業料免除制度導入については，学生
委員協議会及び授業料徴収額等検討委員会において制度導入の可否を
含め，選考対象，選考基準及び免除実施枠などの検討を行ったが，制
度の確立までには至らず引き続き次年度も検討を行うこととなった。

・役員会等において，ハラスメント対策体制検討会にて構築されたハ
ラスメント相談体制を見直し，セクシュアル・ハラスメント，アカデ
ミック・ハラスメント等のハラスメント全般への対応及び相談者に対
して迅速な対応を図るとともに責任のある者に対して速やかに報告さ
れる体制を整備した。

【２１】
○経済的支援に関する具体的
方策

【２１－１－２】
・休学の実情を調査し，経済的理由によ
る休学者への具体的対策を検討する。

【２０－１－３】
・現行のセクシュアル・ハラスメント防
止委員会及び相談体制の在り方について
役員会等で見直し，更にセクシュアル・
ハラスメント，アカデミック・ハラスメ
ント，パワー・ハラスメント等を統合し
たハラスメント相談体制の確立に向け検
討を行う。

【２１－１－１】
・奨学金情報のホームページへの掲載を
推進するとともに，優秀な学生に対する
経済的支援方策について調査・検討す
る。

【２０－１－２】
・日常の健康相談（「からだの健康相
談」，「こころの健康相談」）や保健指
導をより的確かつ迅速に行えるようにす
るため，健康相談等の記録をデータベー
ス化し，保健管理センター利用者のサー
ビス向上，保健管理業務の効率化が図れ
るよう検討する。

る。

【２２－１】
・学生の課外活動の活性化を
図る観点から，課外活動施設
の整備充実及び活動場所の確
保に係る支援を計画的に推進
する。

【２２－１－１】
・課外活動施設の整備充実及び活動場所
の確保に係る支援を計画的に推進するた
め，学生が参画したワーキンググループ
を設置し，引き続き検討する。

【２２】
○正課外教育の支援に関する
具体的方策

【２１－１】
・奨学金情報を学生に周知す
るとともに，優秀な学生につ
いて経済的支援を行うことを
検討する。

・休学者の理由別実情を調査し，授業料徴収等額検討委員会及び学生
委員協議会で検討を行い，引き続き経済的理由による休学者の家計状
況について分析し，独自の奨学金制度を導入すること等を検討するこ
ととした。
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神戸大学

【２３】
○社会人，留学生に対する支
援の具体的方策

【２４－１】
・教育問題，学生生活上の問
題等に関し保護者との連携の
方策を検討する。

・育友会では全国各地方に育友会支部会を設置し，平成１７年度は東
日本地区，中部地区，中国・四国・九州地区において第１回支部会を
開催した。大学からは学長及び担当理事が出席し，大学の現状等につ
いて説明を行った。
・広報誌「KOBE university STYLE」を昨年に引き続き年２回発行
し，保護者に対して大学の情報提供を行っている。
・文学部，国際文化学部では，保護者向けの学部広報誌を発行してい
る。
・大学のホームページで，父母等に対して入学式への参列を呼びかけ
た。

【２３－１－３】
・留学生センターにおいて留学生支援を
目的として結成された学生ボランティア
と連携してより充実した留学生への生活
適応支援を図る。

・４月及び１０月に来日する新規入学の留学生を対象に，キャンパス
案内，外国人登録手続き，預金口座開設手続き等のツアー及び健康診
断のサポート等を学生ボランティアと共同して実施した。
・日本人学生と留学生がお互いの言語と文化を学ぶことを目的とし
て，学生ボランティア団体による交流プログラム「Language
Exchange」の開始を支援した。

【２３－１】
・社会人，留学生に対して，
指導教員やチューターを中心
に，履修，就職，生活相談等
に関して，より効果的なガイ
ダンスを行う。

【２３－１－１】
・社会人学生の履修，進路指導等に対応
するため，引き続き指導教員を中心にし
た指導方法の充実を図る。

・留学生センターを中心に各部局の事業委員と連携を図りながら，オ
フィスアワー，学期始めの履修相談体制を取り，きめ細かな指導を
行っている。また，留学生センターでは，きめ細かい指導体制の充実
を図るため『チューターハンドブック』を刊行した。

・経済学研究科では，従来よりも高度の職業人養成を目的としたスキ
ルアップコースを平成１７年度に新設して，コアカリキュラムを開講
した。
・国際協力研究科では，「学生なんでも相談室」の定期的な開催等を
通じて対応している。

【２３－１－２】
・平成１６年度に引き続き，留学生に対
して，留学生センターの相談指導部門を
中心に，各部局の教員やチューターとの
協力体制の下で，本人の進路希望に応じ
たきめ細かい履修指導，就職指導，異文
化適応のための生活相談及び指導を行
う。

【２４】
○保護者との連携強化に関す
る具体的方策

【２４－１－１】
・育友会を中心に父母等との懇談会の在
り方，その他父母等の参加できる行事を
検討する。また，広報誌による情報提供
を充実させるとともに,ホームページでの
新しい大学紹介を行う。
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神戸大学

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
２　研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【２５－１－１】
・国立大学法人評価や認証評価機関によ
る評価を視野に入れながら，全学的な自
己点検・評価の指針等を作成する。ＣＯ
Ｅ等本学の戦略的研究に関しては学術研
究推進機構の下で外部評価を含む自己点
検・評価を一層推進する。また，各部局
にあってはそれぞれの専門分野の特性を
考慮しながら，指針等に則った自己点
検・評価を一層推進する。

○全学的な評価体制の確立
・研究水準の向上のために，多面的かつ多層的な点検評価を進める。そのために，部
局毎の評価体制を更に整備し，全学的な恒常的評価体制を確立する。

中
期
目
標

○大学として重点的に取り組む領域の選定

・神戸大学自己点検・評価指針（案）を作成した。この状況を踏まえ
つつ，学術研究推進室の下に研究戦略ワーキンググループを設置し研
究水準向上に向けた評価システムの構築の検討を開始する予定であ
る。
  また，各部局においてはそれぞれの特性を考慮しながら，報告書の
刊行・公開を３部局（経済，理，研究所）で，自己評価システム・体
制・方法等の改善の検討を６部局（国文，発達，法，経済，農，総合
人間）で，評価項目の検討・策定を５部局（国文，発達，経済，海
事，基盤Ｃ）で行った。
　また，１７年度に行われた２１世紀ＣＯＥプログラム拠点（平成１
５年度採択６拠点）の中間評価においては，全拠点においてＡないし
Ｂ評価を受けた。ＣＯＥ推進委員会ではこれら中間評価の結果への対
応等について審議を行った。

【２５－１】
・世界的な研究レベルにある
分野については，その水準の
維持と研究の一層の発展を目
指し，他の研究分野において
も国内における第一線の研究
水準を維持し，あるいはそれ
に到達するために，各分野に
おける研究水準の自己点検評
価・外部評価を行い，それに
基づく改善策を講じる。

【２５】
○目指すべき研究の方向性を
実現し，研究水準及び成果を
検証するための具体的方策

○研究成果の社会への還元
・すべての学問分野において，研究成果は人類共有の知的資産であるという視点に立
ち，社会の一員としての神戸大学の使命を果たすために，研究成果を積極的に社会へ
還元するよう努める。

【２５－２－１】
・国際化の視点からの研究評価の在り方

【２５－２】
・研究分野が国際的性格を帯

・国際レベルでの共同研究の実施や国際的な学術集会の開催などを含めて積極的に国
の内外との交流を図るとともに，対外的な競争力を養う。同時に，外国の関連する大
学，研究所等との連携を図り，研究者・留学生の相互交流を積極的に推進し，教育研
究の国際的な協力を図る。

○目指すべき研究の方向性
・各研究分野における研究水準の全般的な向上を目指し，特定の領域での世界水準の
達成，特化した領域での世界最高水準の研究を進める。

・評価を受ける体制の整備については，神戸大学評価委員会が全学的

・卓越した研究の可能性の高い課題領域を定め，大学として重点的に取り組む領域と
して支援する。
・総合的な観点から研究者，研究グループを評価し，分野並びに期間を限定して研究
者，施設，設備等を重点的に配置し，それによって特定の分野の特色を高め，その分
野の刺激により全体の活性化を図る。
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【２６－１】
・「全学評価組織」並びに各
部局の「評価委員会」（詳細
はⅣを参照）は，自ら行う大
学の点検評価及び外部評価は
もとより，国立大学法人評価
委員会の方針等に基づき，研
究活動の状況について評価
し，報告書を公表する。

【２６】
○評価体制についての具体的
方策

【２７－１－１】
・２１世紀ＣＯＥプログラムや，各部局
の重要な研究課題，時限的研究課題，萌
芽的研究課題等を重点的に支援する。こ
のため，教育研究活性化支援経費による
戦略的・独創的な研究課題に対する学内
公募プロジェクトを充実させる。

【２７】
○大学として重点的に取り組
む領域の選定の具体的方策

【２５－３－１】
・神戸大学情報データベース（ＫＵＩ
Ｄ）の完成を目指すとともに，可能な情
報については逐次入力を進める。また，
研究水準を公平かつ適正に評価するため
のシステムを引き続き検討する。

【２７－１】
・２１世紀ＣＯＥプログラム
や，各部局の重要な研究課
題，時限的研究課題等を重点
的に支援する。

については，全学的な評価の指針に基づ
き，各部局の協力を得て検討する。

びるものについては，特に海
外の研究者等による評価を定
期的に受ける体制を整備す
る。

・神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の個人別データ項目及び組
織別データ項目を策定し，ＫＵＩＤの基本的フレームを構築するとと
もに，学内に既存の個人別及び組織別データのデータベース化を行
い，個人別データ項目を中心にＫＵＩＤへの遡及入力を実施した。な
お，研究活動に関わるデータ項目の選定過程においては，当該データ
に基づく個人別及び組織別の研究活動の評価を念頭に置きながら，部
局等の意見を反映しつつ，多様な学術分野の特性から見て齟齬のない
形で策定を行うように努めた。また，大学全体としての評価指針「神
戸大学自己点検・評価指針（案）」を，「神戸大学における点検・評
価の基本的な考え方」にしたがって策定した。

【２５－３】
・各研究分野における研究活
動に関わる諸要素を集積する
データベース化を推進すると
ともに，それと並行しなが
ら，各研究分野の特色に配慮
しつつ，研究水準を公平かつ
適正に評価するためのシステ
ムを開発する。

な評価の指針を決定し，各部局の協力を得ながら実施する必要があ
り，各部局の評価のための，海外の研究者招へいに係る旅費等の確保
についても検討を要することを，評価委員会に依頼した。
・外国人研究員の離任時に，研究科の教育研究活動に対する評価を受
ける制度を構築中である。

【２６－１－１】
・国立大学法人評価や認証評価機関によ
る評価を視野に入れながら，全学的な自
己点検・評価の指針等を作成する。ま
た，研究活動状況の公表に努める。

・神戸大学自己点検・評価指針（案）を作成した。また，研究活動の
状況については，「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告
書」，「平成１６年度事業活動の概要」及び「国立大学法人神戸大学
の平成１６年度に係る業務の実績に関する評価結果」をホームページ
にて公表した。

・２１世紀ＣＯＥプログラム拠点は, 研究水準の維持と一層の発展を
目指し，研究室の優先的措置，助手の配置を引き続き行うとともに，
大型研究プロジェクト（科研）（学術創成研究費，特別推進研究，基
盤研究（S））についても学長裁量枠による助手ポストを配置した。
また，平成１８年度実施に向けて事業内容のアイディア募集を行うな
ど，「学内発の卓越した研究プロジェクト」について重点的に教員の
配置を行うことを決定した。
・各部局の重要な研究課題等に，教育研究活性化支援経費（間接経費
の一部を財源）を充当することにより，戦略的・独創的な学内公募プ
ロジェクトを多数創出した。
・医学系研究科では，海外拠点の拡充に向け，インドネシアの若手研
究者の受け入れ事業と連携し，共同研究を開始した。農学部では，日
本学術振興会平成１７年度アジア・アフリカ学術基盤形成事業が採択
されるなど，特化した共同研究プロジェクトチーム形成促進のため大
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・

・

・

・

・

・

・

【２８－２】
・研究活動の支援のため，教
員のみならず，研究支援職員
に対する研修等も含め，自発
的能力向上のための機会を増
やし，また，図書館・学内共

【２８－１－１】
・世界的な研究拠点の形成を目指し，講
座等の枠にとらわれることなく，分野及
び期間を限定して研究者，施設，設備等
を重点的に配分し，また，研究者が一定
期間研究に専念できる体制を整えるた
め，教育研究組織の弾力的運用を図る
ルールを検討する。

【２８－１】
・特定の分野については世界
的な研究拠点を形成すること
を目指し，講座等の枠にとら
われることなく，分野並びに
期間を限定して研究者，施
設，設備等を重点的に配分
し，また研究者が一定期間研
究に専念できる体制を整え
る。

【２８－２－１】
・平成１６年度に引き続き，研究活動の
支援のため，教員のみならず，研究支援
職員に対する研修等も含め，自発的能力
向上のための機会を増やし，また，図書
館・学内共同教育研究施設などの機能の

・教室系技術職員及び教務職員に対して，専門的知識，技術等の修得
及び資質等の向上のための研修を行った。また，図書館職員について
は他機関及び他大学が実施している専門別研修に参加させ自発的能力
向上策を講じた。

【２８】
○研究活動支援のための具体
的方策

法学部・法学研究科では，教員の海外研修機会や海外研究者招へ
い拡充のため寄附金の運用について研究科企画室を中心に検討を
引き続き行うとともに，｢市場化社会の法動態学｣研究センター
(ＣＯＥ)およびＥＵインスティチュート・イン・ジャパン(関西)
において，各事業計画に従い，国際シンポジウム等への海外研究
者招へいを行った。

・２１世紀ＣＯＥプログラム拠点は，研究水準の維持と一層の発展を
目指し，研究室の優先的措置，助手の配置を引き続き行うとともに，
大型研究プロジェクト（科研）についても学長裁量枠による助手ポス
トを配置した。また，平成１８年度実施に向けて事業内容のアイディ
ア募集を行うなど，「学内発の卓越した研究プロジェクト」について
重点的に教員の配置を行うことを決定した。
・神戸医療産業都市構想の下に設置した，神戸バイオテクノロジー研
究人材育成センターにおいては，バイオテクノロジー分野における先
端・融合領域の研究や人材育成を特定の研究領域や大学に限定されな
い新しい形態により推進している。異分野領域の研究者が複数の大学
から集い，周辺施設との連携のもと研究を実施するとともに，人材育
成ユニットを機動的に設置することで企業等の研究者に対する最先端
の科学技術の再教育及び本学大学院生に対する教育を展開している。
・各部局の組織的な若手研究者育成を支援するため今年度から「若手
教員研究支援経費」を創設し，若手研究者の自立性向上に資すること
とした。
・各部局においても世界的な研究拠点形成を目指しそれぞれ特徴ある
試みがなされている。

発達科学部では，プロジェクト研究経費の制度（発達科学研究推
進特別経費）を整備し，平成１７年度には７件を採択し，平成１
８年２月には発達科学シンポジウムを開催した。

工学部では，研究重視の教員群を創出する新たな制度による教員
群の選考を開始した。

海事科学部では，学部内予算を重点化し一部をプロジェクト共同
研究に充てている。

農学部では，国内外で特筆すべき成果を挙げた者に対するインセ
ンティブについて企画室で検討している。

経営学部・経営学研究科では，研究教育組織の弾力的運用策や基
礎，萌芽，先端研究のバランスを考慮した研究経費の配分方法の
検討を研究科運営委員会で引き続き行っている。

型研究支援経費の獲得に成功した。

国際協力研究科では，教育開発に係わる研究について世界的研究
ネットワークの構築に向けた取組が進んでいる。
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同利用施設など機能の充実を
図る。

【２９－１】
・人事の停滞が教育研究上の
緊張感の欠如を引き起こし，
研究の発展の阻害につながる
ことを排除するため，それぞ
れの学科や専攻における人事
が当該組織の将来計画にどの
ように位置づけられているの
かということを検証し，必要
な改善策を講ずる。

・すべての部局において公募制による採用を実施した。今後はすべて
の職種において実施できるように，更なる拡充を図る。

充実を図る。

【２８－３－１】
・研究に要する外部資金の獲得を促すた
め，専門家を配置して研究活動の支援体
制を強化し，必要な情報の収集や，プロ
ジェクト形成等の応募支援を進める。

【２９－２－１】
・公募制の採用については，各研究分野
の特質にも配慮しつつ，更に規模の拡充
について検討する。

【２９－３】
・任期制については，研究教
育分野，職種の状況を考慮し
てその導入の検討を進める。

【２８－３】
・研究に要する外部資金の獲
得を促すために，専門家を配
置して研究活動の支援体制を
強化し，必要な情報の収集
や，プロジェクト形成等の支
援を進める。

【２９】
○人事に関わる具体的方策

【２９－１－１】
・教育研究の充実，発展の阻害につなが
る人事の停滞を排除するため，学部等で
の人事体制，教員採用人事の方策等につ
いて必要な改善策を講じる。

・法学研究科においては外国人実務家教員の雇用を，経済学研究科に
おいては学部・研究科共通枠ポストの新設を，経営学研究科において
は短期留学制度，在外研究員促進制度，特別研究員制度等，次世代の
研究を担う若手研究者確保・育成のための制度創設及び人事評価シス
テムの整備を，発達科学部においては学部単位とする採用人事の実施
体制整備を，国際協力研究科及び国際コミニュケーションセンターに
おいては運営体制の見直しに関するワーキング設置等を実施した。

・１０月にイノベーション支援本部，連携創造センター，ベン
チャー・ビジネス・ラボラトリーを統合し，連携創造本部を設置し
た。研究シーズの探索と学部横断的な融合的・総合的研究の創出企画
等の一層の機能強化を図るため，「シーズ創出企画部門」，「産学官
民連携推進部門」を設置し，支援体制を強化するとともに，研究協力
課を研究推進課及び連携推進課の２課とし，事務部門の強化を図っ
た。

・寄附金等の外部資金で，期間を定めて年俸制により雇用する特命職
員制度及び看護師等の医療職員について期間を定めて雇用する特定有
期雇用医療職員制度を設けた。また，経済経営研究所においては任期
制によるテニュアー・トラック制度導入のため規則を整備するととも
に，国際協力研究科及び留学生センターにおいては，任期制の導入に
ついて継続して検討を行っている。

【３０】
○研究成果の社会への還元に
関わる具体的方策

【２９－３－１】
・任期制については，研究教育分野，職
種の状況を考慮してその導入の拡充につ
いて検討を進める。

【２９－２】
・人事を行うに当っては当該
人事の詳細を内外に公表する
ことを原則とする。公募制の
採用については，各研究分野
の特質にも配慮しつつ更に導
入を検討する。
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・国際コミュニケーションセンターでは，現代ＧＰをテーマとする講
演会を企画し，外部にも公開した。
・内海域環境教育研究センターでは，海藻類の系統株の収集を進め，
「成果有体物取扱内規」を制定し，海藻類系統株の分譲を開始した。
・連携創造本部では，ＮＩＲＯ，兵庫県立工業技術センター，みなと
銀行との連携（「包括連携協定」を締結）の下，一日神戸大学を８回
開催して，本学のシーズの発信及びニーズとのマッチングを図り，地
域産業の活性化に取り組んだ。特に，みなと銀行からは，連携創造本
部に職員１人が派遣され，産学連携アドバイザーとして，産学連携
コーディネーターとともに，地域の企業に出向き，実態を把握し，要
望を聞くなど積極的に地域産業の活性化に取り組んでいる。　また，
ＮＩＲＯ，兵庫県立工業技術センター，みなと銀行と協賛し１２月５
日に全学一本化した「神戸大学産学官民連携フォーラム」を開催し，
併せて，分野別シーズ集の発行を行った。フォーラムには約６００人
の参加があり，企業との積極的なマッチングの機会を得ることができ
た。

【３０－１】
・神戸大学を取り巻く一般社
会との連携を強化するととも
に，それぞれの学問分野の特
質を生かし，国際機関，地方
自治体及び関連機関，文化・
芸術関連機関，ＴＬＯ（技術
移転機関），ＮＰＯ（非営利
組織）をはじめとする地域の
諸組織等との多彩な連携を構
築し，研究成果公表の場
（フォーラム開催等）を設
け，それによって研究成果を
広くかつ有効に還元する。

・文学部・文化学研究科では，現代ＧＰ事業として小野市との共同博
物館の展示，青野原俘虜収容所での音楽会の復元，朝来市，神戸市北
区淡河町，尼崎市，伊丹市との共同事業を進めた。また，「魅力ある
大学院教育」イニシアティブにより，地域の研究者等の協力を得て実
践的な授業を進めた。
・発達科学部では，旧灘区役所庁舎に「のびやかスペースあーち」を
開設し，地域と密着した活動を展開している。
・法学部・法学研究科では，経済産業省と共催し，経営学研究科と共
同で「事業再生人材養成講座」を外部向けに実施した。
・経営学部・経営学研究科では，ＮＰＯ法人現代経営学研究所との共
催でシンポジウム「事業システムの創造者 －神戸大学経営学大学院
「経営の殿堂」開設記念」を１０月５日に実施した。また，予定通り
４回のワークショップを実施し，その内容は『ビジネス・インサイ
ト』第５１，５２，５３，５４号に掲載された。また，企業人向けに
短期経営研修コースの実施，産業界ニーズの高い特定研究課題につい
ての研究会を複数設立し，会合を開催した。
・文化学研究科では，ポスト震災１０年にあたり，現代ＧＰ「震災教
育システムの開発と普及」において１１月に中越地震との比較研究シ
ンポジウムで阪神，中越の自治体，市民団体と連携した。更に日本学
術振興会プロジェクト「被災地における共存社会の構築」において市
民団体との実践的研究交流を行い，引き続き市民大学の結成を支援し
ている。
・国際協力研究科では，法務省法務総合研究所による「法整備支援
論」の講義を８回にわたり開講し，また，教員，学生，一般市民を対
象としたジェンダーとＨＩＶ／ＡＩＤＳに関するシンポジウムを１０
月２２日に開催した。

【３０－１－１】
・平成１６年度に引き続き，神戸大学を
取り巻く社会との連携を強化するととも
に，それぞれの学問分野の特質を生か
し，国際機関，地方自治体及び関連機
関，文化・芸術関連機関，ＴＬＯ(技術移
転機関)，ＮＰＯ(非営利組織）をはじめ
とする地域の諸組織との多彩な連携を構
築し，研究成果公表の場(フォーラムの開
催等）を設け，それによって研究成果を
広くかつ有効に還元する。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
２　研究に関する目標
（２）研究実施体制の整備に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

・世界をリードする学術研究分野を育成する。このために研究教育の進展や社会的要
請に応じ，既存の学問分野を厳格に点検評価し，新しい学問分野を形成できる組織と
する。
○研究者等の柔軟な配置
・学部，研究科等の目標を明確化し，大学としての目標に沿った研究体制を構築でき
る柔軟な組織形成を目指す。

中
期
目
標

○既存学問分野の点検評価と新しい学問分野の設定

・学術研究推進室を設置し，国際水準の学術研究活動を展開するた
め，研究の推進並びに研究環境の向上，研究資金の獲得及び配分シス
テムの確立等具体的な方策の策定を開始した。また，研究の点検，評
価，改善のためのシステムとの関連で，経営評価室が主体となって
行った神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の研究活動にかかわる
個人別・組織別データ収集項目の策定作業や，大学全体としての評価
指針「神戸大学自己点検・評価指針（案）」の策定作業に積極的に関
与した。

・７月に国際交流推進室を改組し国際交流推進本部を設置した。戦略
的な国際的研究活動を展開するための調査検討を開始した。また，１
０月に国際・研究協力部を国際部と研究推進部の２部とし，事務体制
の強化を図った。

○研究資金の獲得増と重点配分

【３１】
○学術研究推進機構と「全学
評価組織」の設置

○その他の特記事項

【３１－１－１】
・全学的立場から学術研究を推進する学
術研究推進機構の役割を明確にし，研究
推進拠点形成における基本戦略を実施す
る中枢組織としての機能を更に整備す
る。同時に，研究についての評価，点
検，改善のためのシステムを検討する。

・大学として，外部資金，競争的資金の獲得について更なる努力を重ね，また大学と
しての重点的研究分野に研究資金を誘導する仕組みを設定する。

【３１－２－１】
・国際交流推進機構を中心として，研究
者が国際的活動能力を発揮し得るよう，
海外の研究機関における先端研究への参
画や国際共同プロジェクトの推進等，戦
略的な国際的研究活動を展開するととも
に，ＥＵＩＪ関西コンソーシアムとの
ネットワークを活用し，ＥＵ諸大学，Ｅ

【３１－２】
・国際的水準の研究を実現す
るために，既設の研究セン
ターや２１世紀ＣＯＥプログ
ラム拠点を核として，国際共
同研究の実施を推奨するとと
もに，大学としての支援体制
について整備を図る。

・競争的環境下での研究の重要性を啓発し，学術研究の質の向上とそれを推進する組
織の構築を目指す
○研究を通じての社会的貢献
・研究を通じた社会貢献が，大学の重要な任務であることに鑑み，産学官民連携を推
進する体制を整備する。

【３１－１】
・全学的立場から学術研究を
推進する学術研究推進機構の
役割を明確にし，研究推進拠
点形成における基本戦略を実
施する中枢組織としての機能
を更に整備する。同時に，研
究についての評価，点検，改
善のためのシステムを開発す
る。

○研究施設，設備の重点整備
・重点研究項目に関係するプロジェクト研究等に施設，設備及び財源を重点配置する
ための仕組みを設定する。

○競争的環境下での研究の質の向上
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・平成１７年度は，電子ジャーナル利用に係る全学経費及び電子
ジャーナル・データベースに係る間接経費を措置し，引き続いて約
５,４００誌の電子ジャーナルと データベースを利用することができ
た。また，財務委員会において，電子ジャーナルを含む外国雑誌購読
の確保策を検討し，平成１８年度の措置を決定したほか，附属図書館
審議会は本中期計画期間中における学術情報基盤資料の整備について
の検討を進め，３月に「教育研究基盤資料の維持・整備方策」を学長

【３２－１－１】
・教員定員の弾力的運用等，大学の戦略
に基づく研究者重点配置の方策等を探
る。

【３２－２－１】
・研究に関する評価結果の有効な活用方
策について，役員会を中心として関係組
織で検討を進める。

・自己評価及び第三者評価（法人評価と認証評価）を念頭に，「神戸
大学自己点検・評価指針（案）」や，神戸大学情報データベース（Ｋ
ＵＩＤ）のデータ収集項目のうち，研究活動に関わる個人別及び組織
別の各種データ項目の策定等の過程において，研究活動の評価結果を
将来の改善に向けた諸施策の策定や人的資源の再配分の手法にかかる
問題を含めて，役員会や全学評価委員会を中心に検討を行った。

【３２－３－１】
・平成１６年度に引き続き，研究支援職
員の業務内容を点検・評価し，支援業務
の効率化を図る体制作りに努める。

【３３－２－１】
・電子ジャーナルや基本的二次情報デー
タベース等の全学的な学術情報基盤につ
いて，今後も安定的に維持・整備を図る
ための体制を検討する。

・工学部では技術職員の役割，その運用方法，体制のあり方を「技術
部運営委員会」に諮問し，その報告に沿った形で技術職員の共通組織
化案をまとめた。

Ｕ関連諸機関との国際的連携による共同
研究を推進する。

【３２－１】
・大型研究プロジェクト及び
２１世紀ＣＯＥプログラム拠
点に対し，全学的見地より，
プロジェクト助手（ＣＯＥ助
手）を配置してきた実績があ
り，平成１６年度からこの方
式を更に改善し，教員定員の
見直し，弾力的運用等大学の
戦略に基づく研究者重点配置
の方策を設定する。

【３２－２】
・「全学評価組織」並びに各
部局の「評価委員会」におい
て，評価に基づく改善状況を
定期的に点検し，点検結果の
内容を研究者の適切な配置の
ための諸施策に有効利用する
ことに努める。

【３３】
○研究に必要な設備等の活用
と整備に関する具体的方策

【３２－３】
・研究支援職員の業務内容を
点検評価し，支援業務の効率
化を図る体制を検討する。

【３３－２】
・附属図書館においては，電
子資料等を含む学術情報の収
集と提供，外国雑誌センター
館機能，他大学等との協同及
び電子図書館システムによる
情報発信など，研究支援機能
の整備・強化を図る。

【３３－１－１】
・２１世紀ＣＯＥプログラムに採択され
た研究分野等，世界的水準からみて重要
である課題，分野については，施設及び
設備の優先的充実を図れるような方策を
検討する。

【３３－１】
・世界的水準からみて重要で
ある課題，特に２１世紀ＣＯ
Ｅプログラムに採択された研
究分野等については施設及び
設備の優先的充実を図り，将
来の更なる発展を期す。

【３２】
○適切な研究者等の配置に関
する具体的方策

・「国際交流推進本部」，「大型研究プロジェクト（科研）」及び
「学内発の卓越した研究プロジェクト」に学長裁量枠定員を配置し
た。
　また，国際文化学部の学科・講座の再編や中教審答申「新時代の大
学院教育」を踏まえた大学院組織の見直しの検討を行い，実施に向け
てスタートした。

・２１世紀ＣＯＥプログラム拠点については，研究室の優先的措置，
助手の配置をしたことにより，外部資金の獲得に拍車がかかり，設備
等が充実し，将来の発展が期待できる。
・国際協力研究科では，世界レベルの主要課題として認定した「地方
分権化研究」，「移行経済研究」，「人的資源開発研究」及び｢貧困
削減」の研究クラスターが，いずれも科学研究費補助金に採択され研
究活動を展開することができた。
・バイオシグナル研究センターでは，競争的外部資金による研究補助
員を採用し機器の使用支援者とした。
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・間接経費を大学の将来構想の実現に向け活用するため，学術研究推
進委員会において，研究資金の獲得及び従来の配分方法の在り方を見
直し，間接経費を資源とする「教育研究活性化支援経費」の取扱いの

・外部資金や各種競争的資金の獲得により研究の継続・充実を図るた
めに，科学研究費補助金説明会等を開催するとともに，各部局自らが
数値目標を提示の上，各教員の獲得への取り組みを強く促した。ま
た，１０月からホームページに競争的資金一覧（国・政府系関係機
関）を開設するなど，研究助成金等の公募情報を全学教員に発信して
いる。
・民間企業との組織的連携を行うため神戸大学のシーズを積極的に企
業に出向き紹介を行っている。
・「一日神戸大学」では，技術相談窓口を設け地域産業の活性化を図
るとともに，協力研究契約の締結に向け取り組んでいる。また，「産
業分野別シーズ集」を１１月に作成し，外部資金の獲得のための活動
を行っている。
・各部局でも外部資金や各種競争的資金の獲得に向けた具体的な方策
を検討中であり，国際文化学部では，外部資金の獲得の増大を目指
し，外部資金獲得の申請をした者に研究費の再配分をすることを決定
し，平成１８年度からの実施を決めた。
・法学部・法学研究科では，新聞社からの寄附金による授業を朝日新
聞社に加えて，読売新聞社も実施することを決めた。
・経営学部・経営学研究科では，教授会を通じて共同研究の組織化を
促し，情報の提供を行うことで外部資金の獲得増を図っている。
・医学系研究科では，医科学専攻学術研究助成制度を設け，萌芽的研
究の助成を行った結果，科学研究費補助金の獲得に繋がった。また，
産学官民連携のための検討委員会を発足させ，地域産業界からの資金
導入を目指し，医学部，医学系研究科及び神戸大学規模での産学官民
連携フォーラムを実施した。
・海事科学部では，学部独自の科学研究費獲得支援プロジェクトを実
施し，採択経験者等の予備査読などの支援，他学部研究者との共同に
よる大型研究費の申請などの取組が進んでいる。
  平成１７年度外部資金獲得状況
　共同研究　２１７件 604,865千円，受託研究等 ２８０件（治験を
含む） 1,044,136千円，寄附金 １,８９５件 1,458,141千円

【３４－２】
・外部資金や競争的資金に関
わる間接経費の在り方を見直
し，大学の将来構想における

に答申した。

【３４－１－１】
・研究資金として外部資金や各種競争的
資金の重要性が今後格段に増大すること
から，各部局において中期計画を踏まえ
た外部資金の具体的数値目標を設定し，
外部資金の獲得額の増加に努める。

・震災関係資料・経済関係資料・学内研究成果の３区分で，震災文庫
資料，新聞記事などのコンテンツを拡充したほか，新たに渋谷文庫及
び図書館資料展示会出展品の電子コンテンツを掲載した。

・社会科学系図書館において国内未収の外国雑誌約１,０００誌を収
集し，全国に文献複写等の情報サービスを実施した。平成１７年度
は，学外からの複写依頼に迅速に対応するため，複写作業を外部委託
し，サービスの向上を実現した。

【３３－２－２】
・附属図書館は，外国雑誌センター館機
能を持つ人文・社会科学分野の拠点図書
館として，全国共同利用の観点から引き
続き資料収集を進めるとともに，利用
サービスの改善を図る。
【３３－２－３】
・平成１６年度に引き続き，震災関係資
料・経済関係資料・学内研究成果等を含
む「神戸大学電子図書館システム」のコ
ンテンツ充実を図る。

【３４】
○研究資金の獲得と配分シス
テムに関する具体的方策
【３４－１】
・研究資金として外部資金や
各種競争的資金の重要性が今
後格段に増大する。このため
に，これまでに産学官民連携
等を進めてきたが，これを踏
まえ，外部からの研究資金の
獲得額を歳出決算額の１５％
程度まで増やすように努め
る。

【３４－２－１】
・間接経費を大学の将来構想の実現のた
めに活用するとともに，新たな外部資金
の獲得に向け当該資金の獲得に結びつく

         - 33 -



神戸大学

改善を行った。重点項目の実現のために資す
る。

【３５－１】
・「全学評価組織」において
は，４つの学術系列（人文・
人間科学系，社会科学系，自
然科学系，生命・医学系）に
おける研究活動，研究組織に
ついて評価を行い，その評価
結果に基づき，研究活動を発
展させるための諸施策並びに
必要な研究者や財源の配分に
反映させる。

【３６－１】
・学際領域への取り組みを重
視し，学部，研究科やセン
ターの枠を越えた研究プロ
ジェクト及び学外研究機関と
の研究プロジェクトを推進す
る。

【３５】
○研究活動の評価及び評価結
果を質の向上につなげるため
の具体的方策

【３６】
○学内外の共同研究に関する
具体的方策

【３６－１－１】
・学際領域への取り組みを重視し，学
部，研究科，学内共同教育研究施設の枠
を越えた研究プロジェクト及び学外研究
機関との研究プロジェクトを推進する。

【３５－１－１】
・「神戸大学における点検・評価の基本
的な考え方」に基づき，４つの学術系列
（人文・人間科学系，社会科学系，自然
科学系，生命・医学系）の特性に沿った
研究評価の在り方を開発，検討し，国立
大学法人評価や認証評価機関による評価
に向けて自己点検・評価の準備を整え
るとともに，評価結果の活用については
役員会を中心として関係組織で検討を進
める。

使途を検討する。

・１０月にイノベーション支援本部，連携創造センター，ベン
チャー・ビジネス・ラボラトリーを統合し，連携創造本部を設置し
た。研究シーズの探索と学部横断的な融合的・総合的研究の創出企画
等の一層の機能強化を図るため，「シーズ創出企画部門」，「産学官
民連携推進部門」を設置し，支援体制を強化するとともに，研究協力
課を研究推進課及び連携推進課の２課とし，事務部門の強化を図っ
た。
各部局においては，学外研究機関との研究プロジェクト推進を目指
し，以下の改組を行った。
・経営学部・経営学研究科では，研究科運営委員会及び国際委員会に
おいて部局指導及び海外からの呼びかけのあった国際共同プロジェク
トについての推進支援を検討し，６月にイリノイ大学との共催で
「コーポレート・ガバナンスとアカウンタビリティに関する国際会
議」や７月には国際政治大学との共催で日本・台湾経営学カンファレ
ンス「事業システムの制度的叡智を求めて」を開催した。また，野村
総合研究所との連携講座「事業創発マネジメント応用研究」を実施し
た。また，平成１８年度には引き続きアクセンチュア及びＧＣＡとの
連携講座による講義を実施する予定で準備を進めている。さらに本格
的共同研究についてもその可能性の検討を継続している。
・海事科学部では，学部内予算を重点化し，その一部を５件のプロ
ジェクト共同研究に充てた。
・教育研究について学部の枠を超えた研究ユニットとして，海事科学
部，連携創造本部，都市安全研究センターによるプロジェクト研究
「心理学による音声ＨＭＩ研究」の取り組みが実現した。
・文化学研究科では，ワシントン大学との学生交流細則締結に続き，
パリ第３大学との交流協定締結が決まった。
・学術情報基盤センターでは，昨年に引き続き，メディア教育開発セ
ンター，青山学院大学，東京大学，滋賀大学，兵庫教育大学とのe-
Learningに関する共同研究，国立情報学研究所との制約プログラミン
グに関する共同研究，本年度より先端医療振興財団との共同研究を

・自己評価及び第三者評価（法人評価と認証評価）を念頭に，「神戸
大学における点検・評価の基本的な考え方」にしたがった大学全体と
しての評価指針「神戸大学自己点検・評価指針（案）」を策定した。
  また，評価の基礎資料を提供することが期待される神戸大学情報
データベース（ＫＵＩＤ）のデータ収集項目の選定，特に研究活動に
関わる個人別及び組織別の各種データ項目については，部局等の意見
を反映しながら，各学術系列の特性から見て齟齬のない形で策定を
行った。
　さらに，上記の指針やデータ項目の策定の過程においては，当該評
価結果を将来の研究活動発展に向けた諸施策の策定や資源配分等への
反映の問題を含めて，役員会や全学評価委員会等で検討を行った。
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【３７】
○地域貢献や知的財産の創
出，取得，管理及び活用に関
する具体的方策
【３７－１】
・平成１２年度から，全学を
あげて産学官民連携を推進
し，大型研究プロジェクトを
含む外部資金や各種競争的資
金の獲得，特許出願の大幅
増，学内（学生を含む）ベン
チャー企業の立ち上げ支援，
種々の啓発活動などを行って
きた。今後もこれらを重要項
目として取り組む。

・外部資金や各種競争的資金の獲得，特許出願の大幅増，ベンチャー
の起業支援等に向けた活動を継続的に行っている。
・平成１６年９月に設立した「神戸ベンチャー支援＆研究会」では，
外部経営資源（ファンド等）の活用によるステップアップした戦略的
な支援に取り組んでおり，場の提供とともに支援方法の研究も行って
いる。平成１７年度からは大学としての活動に移行した。
　各部局においても種々の取組が実施されており，
・工学部では，教員の研究成果データベースの構築と評価案の策定，
産業界への連携提案ニュースレターの刊行を行うとともに外部資金導
入の積極的戦略の構築を行っている。積極的戦略として工学部産学連
携プログラムの会員制連携組織の活性化を促進し，会員からの要望に
よりサミット開催形式を平成１８年度から改めることとした。また，
工学部若手研究支援プログラムを実施するとともに，医工連携を推進
するための工学部シーズワークショップを開催した。
・文学部・文化学研究科では，地域実習として地方自治体等との共同
研究を推進し，歴史文化において共同作業を進めた。
・国際協力研究科では，外部資金申請情報を全教員に周知するととも
に国際協力銀行との協力推進を行い，新たに「イエメン国地域女子教
育向上計画」プロジェクトを実施することとなった。
　ＮＩＲＯとの包括連携協定に伴い，連携協力推進委員会を設置し，
その中にプロジェクト企画・形成・支援ワーキンググループを設けて
大型研究プロジェクトを企画支援し，競争的資金の獲得増加を検討し
ている。また，連携してマッチングファンドに申請するとともに安
全・安心をテーマに新しい研究会の立ち上げに着手している。
　企業との共同研究，コンソーシアム形成等の産学連携を推進するた
め，企業等との連携で問題となる研究成果，企業秘密等の知的財産の
管理，非職員である大学院生等が共同研究などに参加する場合の秘密
保持，知的財産の管理に関して，「共同研究等の産学官連携における
研究成果，秘密情報等の管理に関するガイドライン」を作成した。
　この結果，平成１７年度実績として，発明届１１６件，出願件数８
８件，大学発ベンチャー創出件数３件（総計２６件），共同研究２１
７件，受託研究１５５件，寄附金１,８９５件に上っている。

【３７－２－１】
・技術移転機関「ＴＬＯひょうご」の神
戸大学事業部と連携することで技術評価
機能を強化し,産学連携の掘り起こしから
成果活用までの一貫フォロー体制を確立
している。更にイノベーション支援本部
へＴＬＯ機能を取り込む形態及び「ＴＬ
Ｏひょうご」と連携し大学が経営面で協
力する形態を含めて，これからの連携体
制を検討する。

【３７－１－１】
・全学をあげて産学官民連携を推進する
ため，大型研究プロジェクトを含む外部
資金や各種競争的資金の獲得，特許出願
件数の増加，大学発ベンチャーの立ち上
げ支援等を重点課題として取り組み，
種々の啓発活動も実施する。また，起業
支援・育成支援機能を担っているベン
チャー支援＆研究会では，外部経営資源
（ファンドを含む）の活用によるステッ
プアップした戦略的な支援に取り組んで
いるが，その活動を一層充実する。

【３７－２】
・イノベーション支援本部を
充実する。このために，既設
の地域ネットワーク型の「Ｔ
ＬＯひょうご」との連携，外
部からの実務経験者の配置，
地域自治体や産業界，更には
民としてのＮＰＯ（非営利組
織）などとの協力体制の強化
に取り組む。

・１０月にイノベーション支援本部，連携創造センター及びベン
チャー・ビジネス・ラボラトリーを統合し連携創造本部を設置し，産
学官民連携体制の充実を図った。
・「ＴＬＯひょうご」に設置されている神戸大学事業部を通して技術
評価機能の強化，産学連携の掘り起こしから成果活用までの一貫的
フォロー体制を確立し，研究成果の産業界での活用を図っている。
・連携創造本部に専任教員５人のほか，産業界からの実務経験者５人
を配置し，地域自治体及び産業界との協力体制を整えている。
・工学部では，独自にリエゾンオフィスを設置し，戦略企画要員募集

行っている。
・知的クラスター事業の地域連携統括に副学長が就任し，工学部、医
学部に産学連携に関する委員会を立ち上げ，医工連携等の推進体制を
整備した。
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【３７－３】
・神戸先端医療産業都市に設
置の神戸バイオテクノロジー
研究・人材育成センター及び
インキュベーションセンター
において，先端融合領域の研
究や人材育成を推進するとも
に，関連分野のベンチャー企
業の創出等に努める。

蛋白質のシグナル伝達機能,
都市安全に関わる学際領域,
分子と光の相互作用,内海域
の生態学,植物遺伝子の機
能,熱帯医学医療,人間科学,
食資源。

【３８－１－１】
・年度計画なし

【３７－３－１】
・平成１６年度に引き続き，神戸先端医
療産業都市に設置された神戸バイオテク
ノロジー研究・人材育成センター及びイ
ンキュベーションセンターにおいて，先
端融合領域の研究や人材育成を推進する
ともに，関連分野でのベンチャー企業の
創出等に努める。

【３８－１－３】
・都市安全研究センターの平成１８年度
改組に向け，検討を進める。

【３８】
○研究施設等における研究実
施体制の整備に関する具体的

【３８－１－４】
・都市安全研究センターでは，スマトラ
沖大地震に伴う津波災害からの二次災害
防止，復旧，復興に関する総合研究を行
うとともに「神戸大学災害救援・学術調
査団」を設立する。

【３８－１－２】
・バイオシグナル研究センターでは，平
成１６年度に引き続き，定期的な研究報
告会の開催により個々の教員間での相互
評価体制を整備する。また，現在進行中
の２１世紀ＣＯＥプログラムに関する中
間評価で最高レベル（目的達成が可能）
の評価を受けており，その結果を更に向
上させる運営を行う。

【３８－１】
・学内共同研究施設及び学部
附属研究施設については，現
在次のような課題に関するも
のが設置されているが，これ
らは学部，研究科等における
研究教育との関連において常
に点検評価を行い，学問の発
展，時代の要請等に応じた組
織に改組や再編を行うことに
より，世界に比肩しうる組織
として育成する。

・学内の共同利用施設の時限の取り扱いを定めた。中期計画期間（６
年）内に施設の評価を行うとともに必要に応じ施設の在り方を見直す
ことこととした。

など種々の検討を行い，その結果，経済産業省との人事交流により工
学部戦略企画・産学連携教員の人事を進め，教育・研究の活性化に寄
与する方向を選択し，教授選考を終了した。

・神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センターでは，複数の大学
等研究機関の横断的な組織による先端・融合領域の研究拠点として，
研究や人材育成を推進している。今年度も４つのセミナーを実施し
た。
・インキュベーションセンターでは，本学発ベンチャー企業等が６室
に入居している。また，本年度はＮＰＯを含め３件の新規本学発ベン
チャーが設立された。

・都市安全研究センターでは，地震などの自然災害に強い安全な都市
づくりを進める防災に対する研究に加え，災害が発生してもそれによ
る被害を最小限に食い止める減災に対する研究を進めるため，七つの
研究分野をリスク・アセスメント，リスク・マネージメント，リス
ク・コミュニケーションの三大研究分野にすることを検討した。

・バイオシグナル研究センターでは，定期的な研究経過報告会(国際
シンポジウム，学術会合，若手発表会, 技術講習会，大学院生発表
会）を積極的に行い，個々の教員間での相互評価体制を整えた。
  個々の教員間での相互評価の材料として，
・国際会議，学術合同会議，若手研究者による発表会，教育研究を受
けた学生の成果発表会
・国際学術雑誌での研究成果の発表
・学会賞，財団賞などの受賞状況による評価
などを考慮した。
  運営面においては，センター内の研究グループは，グループ間の情
報交換を行うため，毎月１回の定期的な会合を行うとともに，平成１
８年４月から寄附研究部門（細胞核情報伝達研究分野)の受け入れを
決定し，更なる研究発展の礎を築いた。
  また，国際会議を２回開催（外国人講演者延べ１２人参加）したほ
か，外国人研究者の講演会及びＣＯＥ合同会議を行うなど，多くの研
究者が本センターに参集し，２１世紀ＣＯＥプログラムの更なる向上
を目指した。

・インドネシア・スマトラ沖地震災害に関しては，緊急３ヵ年研究計
画として，支援・調査を行うため，５回にわたり，海外派遣を行い復
興状況について調査を実施し，インドネシアで開催された復興のワー
クショップに参加し，助言を行った。
また，医学系研究科を中心として，医療調査団を，平成１７年度調査
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【３８－２】
・大学における研究支援体制

【３８－１－７】
・人間の発達段階に応じた基礎的研究を
行ってきた発達科学部附属人間科学研究
センターを発展的に改組して，総合人間
科学研究科に発達支援インスティテュー
トを設置し組織を充実させる。これによ
り従来より実施してきた人間発達に関わ
る研究・教育と実践的活動，社会的活動
を総合的に体系化するとともに，新たな
領域を開拓することを目指す。

【３８－１－５】
・内海域環境教育研究センターでは，海
藻類系統株保存・分譲に関して，文部科
学省ナショナルバイオリソースプロジェ
クトにより国立環境研究所等と連携し，
藻類カルチャーコレクションのネット
ワークを構築するほか，分譲を行う。

【３８－２－１】
・平成１６年度に引き続き，学術情報基

【３８－１－６】
・遺伝子実験センターでは，研究活動評
価体制について更に検討を進めるととも
に，「環境ゲノム科学」を中心とする新
規学際領域の拡大に努める。

・遺伝子実験センターでは，研究活動の評価体制について検討を進め
た結果，平成１８年度に学内外の委員からなる「ピア・レビュー委員
会（仮称）」を設けて外部評価を受けることとした。このための準備
として平成１７年度上半期に，センター改組後４カ年間（平成１３年
度－１６年度）の教育研究活動状況をまとめ，「神戸大学遺伝子実験
センター教育研究活動報告書」として刊行した。
  また，「環境ゲノム科学」を中心とする新規学際領域の拡大を図る
ため，全学共同利用が可能な遺伝子発現解析用ＤＮＡマイクロアレイ
（ＤＮＡチップ）を作成した。
  更に，このチップを利用してセンター及び関連部局の若手研究者が
「環境ゲノム科学」に関する学内研究交流活動を開始できるよう体制
を整備した。

・自己点検評価及び外部評価を行う体制の整備として，基礎指標を全

・発達支援インスティテュートを立ち上げ，心理教育相談室，ヒュー
マン・コミュニティ創成研究センター，社会貢献室が各々活動を展開
した。
・「ヒューマン・コミュニティ創成研究センター」の開設記念シンポ
ジウムを５００人の参加で開催した（５月）。常設６部門では学内研
究員３３人，学外研究員７４人を組織して地域と連携した教育研究活
動を展開している。センターを教育機関として活用する１年履修コー
スを開設し（発達支援論コース），５人が修了した。プロジェクト研
究部門「市民の科学と大学」ではサイエンス・カフェを１１回開催し
た。プロジェクト研究部門「人間像の探求」では平成１８年秋の出版
刊行に向けての研究会を開催した。
  センターのサテライト施設として子育て支援及び障害共生支援を目
的とした「のびやかスペースあーち」を旧灘区役所庁舎に９月にオー
プンし，オープンセレモニーには５００人の市民が参加した。毎月８
００人を超える市民が各種催しに参加し，毎月延べ１５０人を超える
学生・市民がスタッフとして協力している。
  また，「社会貢献レポート」をＷｅｂ上で公開するとともに，同レ
ポートを取りまとめ『神戸大学発達科学部社会貢献レポート第一集』
として刊行した。

・海藻類系統保存株・分譲に関して，平成１４年度から文部科学省ナ
ショナルバイオリソ一スプロジェクトにより国立環境研究所等と連携
し，藻類カルチャ一コレクションのネットワ一ク構築を検討してきた
が，本年度にネットワークが構築できた。
　このことに基づき，海藻系統保存株の収集・分譲を積極的に行うた
め「成果有体物取扱内規」を制定した。
　併せて，海藻類系統株保存事業（カルチャーコレクション）のホー
ムページを開設するとともに事業を紹介するパンフレットを作成し
た。
　 また，日本藻類学会と共催で藻類系統株とゲノムプロジェクトに
関する公開シンポジウムを開催した。

のフォローアップとして派遣し，ガジャマダ大学で第３回目の医療国
際教育セミナーを開催した。
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を強化するため，次の組織を
充実する。
情報システム及び情報ネット
ワークに関係する組織，低温
や放射性物質に関係する組
織，特殊な大型機器利用に関
係する組織，学内における保
健，労働安全及び環境管
理に関係する組織 ，産学連
携及び知的財産等に関係する
組織。

【３８－２－３】
・平成１６年度に引き続き，連携創造セ
ンターでは，イノベーション支援本部と
の連携により産学官連携支援戦略（企業
との包括協定，特許を核とした共同研
究）をより一層推進する。また，ベン
チャー・ビジネス・ラボラトリーでは，
学内他部門との連携によりナノ・フォト
ニクス技術を中心とする実用化指向の研
究プロジェクトの充実と重点化を推進す
る。さらに連携創造センター，イノベー
ション支援本部及びベンチャー・ビジネ
ス・ラボラトリーの統合を検討する。

盤センターでは，研究及び支援センター
としての業務に関する自己点検・評価及
び外部評価を定期的に行う体制の整備を
図る。また，計算機システムの整備を図
る。

【３８－２－２】
・研究基盤センターでは，平成１８年度
に自己評価，平成２１年度に外部評価を
行うため，平成１６年度に引き続き，セ
ンター全体としての評価項目及び評価基
準の策定を行う。また，自然科学系分野
の各種大型機器の調査と一般利用の受け
皿となる体制の整備について検討を行
う。

・平成１７年１０月に連携創造本部を設置した。研究シーズの探索と
学部横断的な融合的・総合的研究の創出企画等の一層の機能強化を図
るため，「シーズ創出企画部門」，「産学官民連携推進部門」を設置
し，支援体制を強化した。
・シーズ創出企画部門では，これまでに収集したシーズ４７４件の整
理を行っている。
・産学官民連携推進部門では自然科学系の教員からシーズを収集し，
分野別シーズ集を作成するとともに，シーズを融合し，部局内あるい
は部局を跨る産学連携を積極的に提案し，受託研究９件，共同研究２
３件の獲得に貢献した。
・ナノ・フォトニクスを中心とした実用化研究については，「先端研
究推進部門」が担当するなど広範な産学官民連携を実現する体制を整
備した。

・研究基盤センター内の自己評価委員会において，支援活動を適切に
評価できるような評価項目を策定した。
・研究設備マスタープラン策定のため，学術研究推進室の下，本学の
各種現有機器の分析調査を行った。
・施設の外部利用に向けて，ホームページにおいて外部者の利用希望
調査を実施し，所有する一部機器（ＮＭＲ）の平成１８年度からの学
外利用に向けた検討を開始した。
  また，機器の利用を簡便にするためＯＮＬＩＮＥマニュアルを整備
し研究基盤センターのホームページに記載した。

国の同種センターと連携し，検討を進めるとともに，神戸大学の評価
項目に対しては，学術情報基盤センターとしての提案を行った。
　また，統合情報基盤計算機システムは，平成１８年１月稼働し，従
来のサービスの見直し及び新サービスとして，バーチャルＷｅｂサー
バサービス，バーチャルメールサーバサービス，共有ディスクサービ
スの提供を開始し，全学生，教職員を対象としたユーザ管理システ
ム，認証システムを構築し，メール等の基本サービスの提供を開始し
た。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
３　その他の目標
（１）社会との連携に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

・文部科学省の受託事業である平成１７年度社会教育主事講習（６月
２７日～８月４日）を実施した。
・社会教育主事講習研究集録編集委員会を２回（１０月２７日，１１
月２８日）開催し，原稿を取りまとめ，編集を行い，１月に刊行し
た。文部科学省を始め，近畿地区の各教育委員会等に配布した。
・百年記念館において，特別展示「港の丘の学舎－神戸高商・商大・
経大・大学予科展－」を開催した。（５月２１日～６月５日）

【３９－１－１】
・平成１６年度に引き続き，市民，企業
人，高校生等に対する学習の場の提供
（公開講座，展示会，セミナー，研修事
業等)を充実させる。地域社会のニーズや
社会の情勢を見据えたタイムリーなテー
マ設定と内容の充実に努める。また，文
部科学省からの受託事業として社会教育
主事講習を実施する。

【３９－２】
・施設や設備をはじめ大学が
保有する資源を活用し，地域
社会や産業界が行う調査研究
への支援や共同活動を一層充
実する。

【３９－２－１】
・平成１６年度に引き続き，施設や設備
をはじめ，大学が保有する資源を活用
し，地域社会や産業界が行う調査・研究
への支援や共同活動を一層充実させる。
特に，研究基盤センターにおいては，地
域社会や産業界に対して大学の保有する
施設・設備の中で可能なものから順次そ
の利用や技術コンサルティング，アドバ
イス等を相当の対価の下に提供する。

・１１月に学術研究推進室の下にワーキンググループ（研究設備計画
委員会）を設置して，大学全体の研究設備の整備環境状況等の把握調
査と「研究設備マスタープラン（案）」の策定作業を開始した。
・研究基盤センターのホームページにおいて，学外者への施設・設備
の利用希望調査を実施した。
・「分析セミナー２００５」を開催し学外参加者に対し施設の外部利
用に向けた利用希望調査を実施し，平成１８年度からの一部外部利用
（学外者からの利用希望が多い機器）の方策について検討した。
・各部局においても地域社会への支援に取り組んでおり，発達科学部
では，「人間科学研究センター」を「発達支援インスティテュート」
へと発展的に改組・転換させた。また，ヒューマンコミュニティ創成
研究センターにおいて，自治体，学校，ＮＰＯとの連携を深め，学外
研究員を委嘱して，社会との連携強化を図っている。さらに旧灘区役

舎

中
期
目
標

【３９－１】
・市民，企業人，高校生等に
対する学習の場の提供（公開
講座，展示会，セミナー，研
修事業等）を充実する。地域
社会のニーズや社会の情勢を
見据えたタイムリーなテーマ
設定と内容の充実に努める。

【３９】
○地域社会等との連携・協
力，社会サービス等に係る具
体的方策

○研究，教育活動を通じて社会に貢献することの重要性を啓発し，社会との連携をよ
り直接的，意識的に追求すべき課題と捉え，知の創造の成果を社会に還元することに
対して積極的に取り組む。

【３９－１－２】
・平成１６年度に引き続き，全学的な統
一テーマによる公開講座をはじめとし
て，学部・研究科の特色を活かした公開
講座（９講座）を開設する。

・公開講座を，各部局の自助努力を促す意味で収入見合い事業とし，
収入の８割を実施部局に配分した。
・全学的な統一テーマによる公開講座（春季と秋季に開催）を始め，
９部局（文，国文，発達，医，保健，工，農，海事，研究所）で学部
等の特色を活かした公開講座を実施した。全学で，６５４人の参加者
があった。
・海事博物館開所一周年記念講演会を１０月１日，８日，１５日の３
日間実施した。

○産学官連携はもとより，民との協同も重視し，社会の多様な活動との連携，協力を
図る。
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・現代的教育ニーズ取組支援プログラム「地域歴史遺産の活用を図る
地域リーダー養成」事業活動として，生野サテライトの開設（平成１
７年６月２５日），朝来市歴史遺産調査（平成１７年１０月）を実施
した。小野市での博物館実習・展示を支援した。平成１７年度後期現
代ＧＰリレー講義（平成１７年１０月～平成１８年１月）を行った。

・神戸市灘区との協定に基づき，総合人間科学研究科ヒューマン・コ
ミュニティ創成研究センターのサテライト施設「のびやかスペース
あーち」を開設（平成１７年９月６日)して，子育て支援を中心とし
た共生のまちづくりの取組を開始した。また，文化事業として，灘区
（水道筋商店街）と連携し，神戸大学アメリカンフットボール部３０
周年記念行事・神大フットボールデイを実施した。さらに，灘区政の
活性化に協働してまちづくりチャレンジ事業「歴史資源を活かしたま
ちづくりに取り組む活動」及び「知的障害者の生涯にわたる地域生活
支援に向けた場づくり」に申請，採択され，調査，事業を展開してい
る。
・小野市との協定に基づく文化事業として，小野市立考古館平成１７
年度特別展（平成１７年１０月１日～１１月２７日)を開催し，期間
中に，「ふるさとをしのぶ音楽会」－青野原俘虜収容所演奏会の復元
－，講演会「青野原俘虜収容所の世界」を実施した。
・兵庫県（まちづくり復興担当部）と協定を締結した。（平成１７年
１２月２日)
・地域連携センター活動発表会（平成１７年１２月１２日）を開催
し，次年度以降も定期的に開催することになった。
・県との連携事業で文学部地域連携センターなどがその価値を再発見
した「羽柴秀吉制札」が神戸市指定文化財に続き，兵庫県教育委員会
からも重要有形文化財に指定された。

所庁舎に「のびやかスペースあーち」を開設し，地域と密着した活動
を展開している。国際コミュニケーションセンターでは，「兵庫県高
等学校英語教員集中研修」（８月）を神戸大学で実施した。また，平
成１８年１月には大学教育推進機構と共催で，現代ＧＰをテーマとす
るシンポジウムを開催し，外部にも公開した。

・各地域連携センターの活動を中心に地域連携事業に関する調査（１
１月～）を実施し，地域連携センター活動発表会（平成１７年１２月
１２日）及び地域連携推進連絡協議会（平成１８年３月８日）で報告
した。
・神戸大学産学官民連携フォーラム（平成１７年１２月５日)に各地
域連携センターの活動をパネル展示し，活動状況を紹介した。
・平成１６年の台風２３号により水損・汚損の被害のあった豊岡市に
おける歴史資料を，文学部地域連携センターが真空凍結乾燥（平成１
７年３月～９月）の後，整理作業に着手，また，講演会の開催を行っ
た。
・現代的教育ニーズ取組支援プログラム「地域歴史遺産の活用を図る
地域リーダー養成」事業活動として，生野サテライトの開設（平成１
７年６月２５日），朝来市歴史遺産調査（平成１７年１０月）を実施
した。小野市での博物館実習・展示を支援した。平成１７年度後期現
代ＧＰリレー講義（平成１７年１０月～平成１８年１月）を行った。
・これらの活動により，本学の地域連携事業を広く知らしめることに
なり，新たな自治体との連携協力の芽が生まれた。

【３９－３－３】
・平成１６年度に引き続き，現代的教育
ニーズ取組支援プログラム（文部科学
省）の「地域歴史遺産の活用を図る地域
リーダー養成｣を，兵庫県・神戸市等との
事業として実施する。

【３９－３－１】
・平成１６年度に引き続き，地域貢献事
業を展開するとともに，｢神戸大学地域連
携推進連絡協議会」による地域の自治体
との連携・協力の推進を図る。

【３９－３】
・地域貢献事業を展開すると
ともに「神戸大学地域連携推
進連絡協議会」による地域の
自治体との連携協力の推進を
図る。

【３９－３－２】
・平成１６年度に引き続き，地域連携推
進室を充実させて，社会文化地域連携事
業に関する調査等を行うとともに，協力
教員の参加を得て自治体との地域連携事
業を更に進める。
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・ＮＰＯ法人「食と農の研究所」とボラバイト（有償ボランティア）
制度の活用による学生のフィールドワーク及び農業・地域づくり支援
推進を図るため，検討会議を５回開催し，神戸市西区でテスト実施。
シンポジウム「農と共生する，ＬＯＨＡＳな暮らし」を開催した。
 また，連携市民大学については，文学部地域連携センターが主催し
た市民団体との協議会の開催，市民フォーラムでの発表及びシンポジ
ウムの参加などを通じて，市民団体との連携を図ることによりその創
設を支援した。平成１８年度には「市民大学」の準備組織が立ち上が
るため，引き続き支援を行うこととする。

・平成１７年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムに「震災教育シ
ステムの開発と普及」を申請し，採択された。本プログラムは，阪神
淡路大震災の教訓を全国に普及し，新たな災害文化形成と減災社会構
築に役立たせることを目的とし，これまで地域連携を行ってきた自治
体（兵庫県，神戸市等），市民団体，報道機関の４者と連携を行いな
がら進めた。

・全学部において，模擬授業・出前授業などを活発に実施している。
・全学的には，高校生の夏季休暇を利用して，大学・学部説明会，出
前説明会，公開授業等を実施している。
・今年度前期には，大学として，兵庫県立高校生を対象に開放授業を
実施した。
・福岡，名古屋，東京及び広島において，神戸大学独自の入試説明会
を実施した。
・ホームページにおいて，高大連携科目の開催案内等についての情報
を公開した。
・高大連携実施専門委員会において，平成１８年度の公開授業等の方
針を決定した。

・これらの活動が卒業後も地域の歴史や文化を守る活動にかかわる機
会づくりになるとともに，神戸大学で日本史を専攻した４人の学生の
卒論のテーマとして兵庫県内の地域史が取り上げられた。

【３９－５－１】
・高大連携事業として高校生を対象に引
き続き「公開授業」や「出前授業」を積
極的に実施する。また，入試説明会や
オープンキャンパスも全学部で開催す
る。なお，これら高大連携事業に関し
て，常にホームページで情報を公開す
る。

【３９－４】
・地域のＮＰＯ，ＮＧＯとの
学民連携（シンポジウム開
催，研修プログラムの開発な
ど）を拡充する。

【３９－６－１】
・附属図書館の所蔵資料を一般市民の生
涯学習等に利用できるよう，資料の館外
貸出実施など一般市民への資料提供サー
ビスの充実を図る。

【３９－５】
・高大連携の観点から，オー
プン・キャンパスを充実する
とともに，高校生を対象とす
る「体験授業」や「出前講
義」の要望に積極的に応えて
いく。

【３９－６】
・附属図書館においては，夜
間及び休日開館を含め，資料
提供等による生涯学習の支援
を行い，地域社会への貢献を
図る。

・附属図書館の利用規程，利用細則を改正し，学外者への館外貸出
サービスを開始した（総合図書館・国際文化学図書館及び海事科学分
館）。１１月には，図書館資料展示会（「近代神戸の足跡－神戸大学
附属図書館所蔵資料から」）を開催し，学内外から７５０人の入場者
があり，好評であった。今回の展示品はデジタル化し，図書館ホーム
ページから公開している。また，兵庫県大学図書館協議会会長館とし
て今年度も県下大学図書館の市民公開状況調査をとりまとめ，兵庫県
図書館協会に提供した。

震災文庫開設後１０年が経過し，資料数は４万点を超えた。引き続い
て資料収集を進めるとともに，震災文庫資料の電子化も継続した。
平成１７年度の閲覧者数 約３００人，新規受入資料 約１,５００
点，電子コンテンツ作成 約３００点（累計４,４００点），ホーム
ページアクセス数 約８２,０００件

【３９－４－１】
・平成１６年度に引き続き，地域のＮＰ
Ｏ，ＮＧＯとの学民連携を更に拡充す
る。また，学民連携事業として，市民団
体による「連携市民大学（仮称)」の創設
を支援する。

【３９－６－２】
・附属図書館において引き続き「震災文
庫」の資料収集とデジタル化を進め，阪
神・淡路大震災に関する最大規模のコレ
クションとして，これを広く社会に公開
する。

【３９－４－２】
・「震災教育」に関する事業を神戸市等
と連携して進める。
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【４０－２－１】
・企業，地方自治体等に寄附講座の設置
を積極的に働きかけ，寄附講座を活用し
た機動的な研究推進体制を整える。

【４０－１－１】
・産学官民連携を実効的に進めるために
は，民間企業経験者等の専門人材の活用
が不可欠であり，外部資金により優秀な
人材を確保できる仕組みを検討する。

【４０－１】
・産官民との人事交流を積極
的に進め，実務家教員や社会
人を講師とする講義等の拡充
を図るなど，研究・教育の両
面からの連携を深める。

【４０－３－１】
・産学官民連携に関する研究情報の社会

【４０－２】
・寄附講座を活用し，プライ
オリティの高い研究につい
て，機動的な研究推進体制を
整える。

【４０－３】
・産学官民連携に関する研究

【４０】
産官学民連携の推進に関する
具体的方策

・附属図書館で，科学研究費研究成果公開促進費の交付を受け，新聞
記事文庫のデジタル化事業を継続したほか，震災資料・学内研究成果
のコンテンツ作成を継続した。
また，「機関リポジトリ」構築に向けた本格的な検討を開始し，附属
図書館審議会において「神戸大学機関リポジトリ構想」を学長に答申
したほか，「機関リポジトリ構築のための基礎調査」（教員アンケー
ト，他大学調査，試行システム立上げ）を実施した。

【３９－６－３】
・平成１６年度に引き続き，震災関係資
料・経済関係資料・学内研究成果等のデ
ジタル化を推進するなど，附属図書館を
通じて神戸大学の知的資源を社会に公開
発信する。

・産業分野別のシーズ集を１１月に作成し企業ニーズとシーズのマッ

・医学系研究科の３つの寄附講座のほか，１月から新たに兵庫県から
の寄附金により「へき地医療学講座」が開設され，医師不足に悩む地
域の診療活動を補い，医療支援策に役立てるため，公立豊岡病院に
「へき地医療研究所」を開き，医師２人を派遣した。また，研究成果
を学内に還元・普及すると同時に，県の施策にも反映させていくこと
になった。
・バイオシグナル研究センターに平成１８年４月から寄附研究部門１
件の受入れを決定した。
・法学部・法学研究科では，ジャーナリズムに関する研究教育を，従
来の朝日新聞社の協力によるものに加えて，読売新聞社の協力により
実施することを決定した。
・海事科学部では，日本財団の委託を受けて寄附講義として「総合海
洋学」を実施した。

・国際文化学部では，国際シンポジウム「こころを伝えるコミュニ
ケーション」において産業界から２人の講演者を招いた。
・経済学研究科では，（社）日本経済研究センターと学術交流協定を
締結し，平成１８年３月に共同で記念シンポジウム「グローバル経済
のチャンスとリスク」（大阪商工会議所，関経連後援）を開催した。
また，平成１８年度から日本経済研究センターの講師派遣によるスキ
ルアップコース科目「日本経済入門－経済データの読み方」の開講が
決まった。
・経営学部・経営学研究科では，実質任用期限付き社会人助教授が５
人在籍し平成１８年３月までに３人が退職する一方，平成１８年４月
に２人を新規採用予定であり産業界との人的交流・情報交流を継続し
て促進している。また，連携講座として野村総合研究所との提携関係
を継続し，アクセンチュアに加えて，平成１８年４月からＧＣＡと提
携することになった。平成１７年度はＭＢＡ教育プログラムにおいて
は，野村総合研究所の協力を得て「事業創発マネジメント応用研究」
という講義を実施し，先端的・実証的経営研究の基礎固めを推進し
た。
・国際協力研究科では，法整備支援論及びJapanese ＯＤＡの授業を
それぞれ法務省とＪＩＣＡ職員によって実施した。
・海事科学部では，日本財団の委託を受けて寄附講義として「総合海
洋学」を実施した。
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【４１－１－２】
・平成１６年度に引き続き「ひょうご大
学連携事業推進機構」(兵庫県）に参加
し，運営委員会委員長には神戸大学副学
長(地域連携担当）が当たるとともに，
「ひょうご講座」の実施事業に参画す
る。

【４１－１】
・近隣の公私立大学等が集合
する会議等において，教育研
究交流を推進するとともに，
大学関係に関する様々な課題
について意見交換を行い，問
題解決にあたっての連携を図
る。

【４１－１－１】
・平成１６年度に引き続き，県内大学と
の間で，大学関係の諸課題について意見
交換を行い，連携を図る。

・昨年度に引き続き，「ひょうご大学連携事業推進機構（兵庫県）に
参加し，「ひょうご講座」の広報誌に本学の学内科目を５部局（文，
国文，発達，農，海事）から情報提供した。学外科目では，発達科学
部が「「情報」の視点からの環境科学へのアプローチ」（９回）を実
施した。

・県下大学長会議への参加等により，県内大学との間で大学関係の諸
課題について意見交換を行い，連携を図った。
・文学部では，近隣大学との単位互換制度について検討中である。
・兵庫県が計画している「アジア若者塾」に参加者を募る。
・兵庫県大学図書館協議会会長館を務め，総会・研究会活動等を運営
している。

への提供体制を整備する。イノベーショ
ン支援本部においては，各部局から提供
される情報を集約する仕組みを導入し，
大学として発信する。

【４１】
○地域の公私立大学等との連
携・支援に関する具体的方策

情報の社会への提供体制を整
備する。

チング等の取組みに活用した。一日神戸大学を８回開催し，地域の産
業との共同提案等に向けた技術相談が増えた。また，各学部単位で開
催していたフォーラムを本年度は，一本化して１２月５日に「神戸大
学産学官民連携フォーラム」を開催するなど，ニーズとシーズのマッ
チングを図った。
・１０月からホームページに競争的資金一覧（国・政府系関係機関）
を掲載し常に更新を行うとともに産学官民連携の理解増進を図るた
め，メールマガジンを本年度６回発信した。
・各部局においても社会への研究情報の提供体制を整備するため，経
済学研究科では，国立情報学研究所，ProQuestを通じた学術情報の公
開を進めるとともに，学会誌，経済学研究叢書，ディスカッション
ペーパー，経済学研究年報，Kobe University Economic Review等で
研究科教員の研究成果を公開している。経営学部・経営学研究科で
は，ＮＰＯ法人「現代経営学研究所」と連携してシンポジウム１回，
ワークショップ４回を実施し，機関誌「ビジネスインサイト」年４号
の発行を通じて研究成果の積極的公開・還元を行っている。内海域環
境教育研究センターでは，センターに収蔵されている海藻類標本の画
像データベースの構築を行い，その一部をホームページに公開した。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
３　その他の目標
（２）国際交流等に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【４２－２－４】

【４２－２－２】
・ワシントン大学との海外学術交流協定
に基づき教員の相互派遣を積極的に進め
る。

【４２－２－１】
・学術交流協定締結大学を核にして設置
しているシアトル，北京の海外拠点
（ワールド・サテライト・ネットワー
ク）を活用し，学生及び教職員の交流を
更に推進する。

・国際交流推進本部の協力を得て，ワシントン大学との教員の相互派
遣について調査を行い積極的に進めることとした。

【４２－２－３】
・世界各国から研究者を招へいし学生・
教員・一般市民を対象に講演会やセミ
ナーを開催するとともに，留学説明会
（フェア）を通じて，当該国・地域への
理解を深める。平成１７年度はＥＵを
テーマとした「ＥＵ Ｗｅｅｋ」を開催す
る。

【４２－１－１】
・学内の国際交流事業促進基金により，
学術交流協定校等（現在，１５９校）へ
の学生の留学派遣を支援する。

中
期
目
標

○外国人研究者と留学生の受け入れを更に推進し，そのための受け入れ体制の整備を
推進する。同時に研究者及び学生の海外派遣も推進する。
○海外の大学，研究機関との連携を強め，国際共同研究を推進する。

・国際交流事業促進基金から，渡航費・滞在費の一部を補助すること
で海外の大学へ留学を希望する学生の支援を行った。
・学生への周知徹底の方法を変更し，より多くの学生が応募するよう
にした。

・ワシントン大学には特に重点校として力を入れているが，ワシント
ン大学以外にも海外拠点を設置するため国際交流推進本部の国際連携
プロジェクトチームを中心に，拠点大学の選定について検討を行って
いる。
・学術交流・産学連携等を推進するために必要な本学のセキュリティ
ポリシーを制定するため，国際交流推進本部の職員を海外に派遣し，
海外のセキュリティポリシーの調査を行った。

【４２－２】
・学術交流協定機関を核にし
て，シアトル，北京に海外拠
点（ワールド・サテライト・
ネットワーク）を設置するな
ど，学生及び教職員の交流，
産学連携等を推進する。

【４２－１】
・国際交流事業促進基金（平
成１５年度設置）による，学
術交流協定機関（現在，１３
８校）への学生の留学を支援
する。

【４２】
○国際交流推進機構による学
生，研究者，職員の交流計画
の推進に関する具体的方策

・平成１７年１０月１日から１０月５日まで「ＥＵ　Ｗｅｅｋ　２０
０５」をＥＵＩＪ関西と合同で開催した。ＥＵ諸国から研究者を招へ
いし，ＥＵをテーマとした国際シンポジウム，シンポジウム，講演
会，国際学生討論会及びＥＵに関する展示・説明会等を実施した。
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・自然科学研究科特別コースの修士・博士一貫コースは，平成１９年
度予定の自然科学研究科の改組と同時に見直しの検討を行うこととし
た。
・国際協力研究科は，既設の修士特別コース及び博士特別コースの平
成１８年度受入れから修士・博士一貫コースへの再編が認められた。

・大学が家賃の一部を負担し，家具の整備を行うこととしたため，本
人の経済的負担は著しく軽減された。

・理学部では，２学科のみが日本留学試験の成績を利用して，海外か
ら直接，書類選考により入学者選抜を行っていたが，平成１８年度入
学者選抜から，理学部５学科の全てがこれを採用することとした。

【４３－１－５】
・海外の協定大学との実質的な交流を行
うため,単位互換を前提とした学生交流実
績を整理し，今後の交流計画について調
査を行う。

・ＥＵＩＪ関西コンソーシアムを活用
し，ＥＵに関する教育・研究を推進す
る。

【４３－１－４】
・日本留学試験を利用した海外からの学
部入学制度の拡大を図る。

【４３－１－３】
・自然科学研究科及び国際協力研究科で
は，修士・博士一貫コース（英語による
大学院特別コース）への再編を検討す
る。

・医学系研究科において基礎研究（生命医科学）と臨床研究（実践医
科学）の融合領域である展開研究（展開医科学）を中心にこれらの連
携を特色とした大学院特別コース「医学医療国際交流特別コース」を
開設した。
・国際交流に関係する特別コースの新設について，各研究科において
検討中である。

・大学間協定の締結は一過性のものではなく，交流が継続的に行える
教育研究機関とし，現締結校も含め，見直しを開始した。
・受入れ体制の整備として，国際文化学部では英語による授業の開講
を検討している。

・ＥＵＩＪ関西が採択され，神戸大学を幹事校として関西学院大学，
大阪大学の３校でコンソーシアムを形成し，４月に準備期間として活
動が開始され，１０月から本格的に稼働し欧州機関との国際的な連携
によるＥＵ研究の重要な国内拠点として，ＥＵ関連の学術的な教育・
研究を通した知の融合に取り組む緒についた。
・パリ第２大学との交流協定の締結がなされＥＵの他大学とも交流協
定の締結に向けて検討がなされている。

【４２－２－５】
・外国人研究者のための宿舎の確保に努
める。

【４３－１－２】
・海外からの優秀な留学生の受入れ拡大
に向け，海外からの直接出願，秋季入学
を可能とする方策を検討する。

【４３－１－１】
・平成１６年度に引き続き，留学生の質
の向上につながる海外の大学との交流協
定締結を計画的に進めるための基本方針
を作成する。

【４３】
○留学生交流の推進に関する
具体的方策
【４３－１】
・単位互換を前提とした学術
交流協定の拡充を図る。

・協定の内容，今後の交流方針を含め，国際交流委員会，国際交流推
進本部で集約し，分析を行っている。
・国際協力研究科では，インドネシア大学，ガジャマダ大学，バンド
ン工科大学との間でダブル・ディグリーを目指したリンケージ・プロ
グラム開発のための覚書を交わした。
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【４３－１－６】
・平成１６年度に引き続き，ＵＭＡＰが
実施する単位互換制度について問題点を
整理し，導入の検討を行う。

【４３－２－１】
・平成１６年度に引き続き，留学生の生
活の基盤となる住宅確保に向け，大学，
行政機関，住宅業界等の連携による留学
生向け住宅支援について検討する。

７月２４日から８月１０日までの３週間にわたり，海外協定大学の学
生を対象に「夏期日本語日本文化研修プログラム」 を実施し，韓
国，中国をはじめ，アメリカ，オーストラリア，イギリスの１５大学
から３９人の参加があった。プロジェクトワークを中心とするプログ
ラムは，平成１６年度と比べて受入枠が倍増したこともあり，運営の
困難さや課題もあったが，ホームステイの受入家族や日本語サポー
ターの支えによって成果を上げた。

・現在，海外留学フェアでの留学希望者からの要望等を整理し，本学
からの発信情報を検討している。
・神戸大学トップページの「お知らせ」，「研究会」及び「イベン
ト」の情報を常時英語版で掲載している。

・留学生センターと国際コミュニケーションセンター連携で，海外留
学希望者を対象に，海外留学フェアを年４回実施した。第１回（５月
９日）は，日本学生支援機構留学情報センター神戸サテライトから相
談員を招き，説明会及び個人相談を実施した。第２回（６月１７日）
は，留学生センターのオープンセンターの一環として，留学経験者に
よる留学座談会及びフロアとの意見交換を実施した。第３回（１１月
１日）は，ブリティッシュ・カウンシルから担当者を招いて英国留学
説明会を実施した。第４回（２月２７日）は，留学経験者による留学
座談会及びフロアとの意見交換を実施した。

【４３－１－７】
・ＨＵＭＡＰ（ひょうご大学連携事業推
進機構）による短期留学制度の利用を促
進する。

【４３－２－３】
・海外の協定締結大学の学生を対象とし
た夏期特別日本語日本文化研修プログラ
ムの実施及び外国語教育支援を実施す
る。

【４３－２－４】
・英文ホームページを充実させ，海外か
らの留学希望者の便宜を図る。

【４３－２－２】
・平成１６年度に引き続き，留学生セン
ターと国際コミュニケーションセンター
の連携の下に，海外留学を希望する学生
を対象とした海外留学フェアを開催す
る。

【４３－２】
・留学生センター及び国際コ
ミュニケーションセンターを
中核として，留学生や教員の
受け入れと派遣に関わる総括
的計画を策定し，その実施を
図る。

・本学が大学間交流協定を締結するに当たり，ＨＵＭＡＰ対象地域と
の学生交流を行う場合については，協定相手大学にＨＵＭＡＰへの加
入を推進している。

・アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ）が提供する単位互換制度の
導入について， 国際交流推進本部で問題点の整理を行っている。国
際交流関係，留学生関係の会議等で，参加各機関と情報交換を行って
いる。
・ＵＭＡＰが提供する単位互換制度に基づく学生交流では，事前に授
業科目情報の交換が必要になることから，各部局で受入れの基本的な
プログラムを策定することとした。

・兵庫県住宅供給公社と外国人留学生の入居条件等の緩和について協
議し，留学生用住宅として新たに９戸確保した。
・兵庫地域留学生交流推進会議の議長校として，推進会議において,
留学生住宅関連の施策について協議し,留学生住宅機関保証推進シス
テムを構築した。
・留学生の民間賃貸住宅への入居希望を調査し，住環境整備のための
基礎資料とするため，留学生向け民間住宅に関するアンケート調査を
実施した。
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【４４－２】
・既設のYLP（Young
Leaders’ Program)の充実を
始め，外国の行政機関や教育
研究機関等における教員等の
人材養成機能を充実する。

【４４－１】
・独立行政法人国際協力機構
（JICA）との協力によるアジ
ア・太平洋地域の国々を対象
とした教員等研修プログラム
の充実を図る。

【４４】
○教育研究活動による国際貢
献の具体的方策

【４４－２－１】
・ＹＬＰ（Young Leaders' Program）に
よる留学生の受入れとともに，世界保健
機関（ＷＨＯ）などの国際機関，外国の
行政機関や教育研究機関等の要請に基づ
く研修プログラムを充実させる。

【４４－１－２】
・ラオス国国立大学経済経営学部運営等
支援のほか，開発途上国を中心に短期又
は長期に専門家を派遣する。

【４４－１－１】
・平成１６年度に引き続き，独立行政法
人国際協力機構（ＪＩＣＡ）との協力に
よるアジア・太平洋地域の国々を対象と
した教員等研修プログラムの充実を図
る。

・平成１６年末に発生したインドネシア・スマトラ沖地震により被災
したシアクアラ大学の人材育成プログラム支援として，同大学所属講
師３人を平成１７年１０月に神戸大学招致留学生として受け入れた。

・ラオス国国立大学経済経営学部支援プロジェクトとして，平成１６
年度から支援を行ってきたが平成１７年８月に学部が完成したためこ
のプロジェクトは終了した。しかしながら更なる充実した支援とする
ため，延長プロジェクトとして平成１７年１２月にＪＩＣＡと業務契
約を締結し支援を継続している。
・イエメン国タイズ州女子教育向上計画プロジェクトに関する業務契
約を６月にＪＩＣＡと締結し，長期・短期専門家派遣等による開発途
上国の支援を更に充実した。

・国際協力機構（ＪＩＣＡ）兵庫事務所と連携し，教員研修プログラ
ム受入及び内容の充実に向け事業を展開している。
・ＪＩＣＡからの依頼により，集団研修として３７人，個別研修とし
て５人を受入れ，充実した内容の研修を行った。
・国際協力銀行（ＪＢＩＣ）からの依頼により，研修生を１人受入
れ，集団研修としての受入れについても検討している。
・ＪＩＣＡの事業に積極的に協力しており，今後もこの関係を維持す
るように努める。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
３　その他の目標
（３）附属病院に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○附属病院としての使命と公的医療機関としての役割を果たせるような組織体制に整
備する。
○病院経営の効率化を図る。

【４５－１】
・大学病院の使命と役割を見
直し，医療の透明性及び経営
の透明性を確保する。

○医療の質を向上させる。

○新規専門医療や高度先進医療を開発し，推進する。
○良質な医療人を育成する。

○医療の国際化と国際交流を推進する。
○災害・救急医療の拠点形成を進める。

【４５－１－１】
・病院事業室を設け，重点施策の企画等
を行う。

・平成１７年４月より運営体制の整備を図り，病院経営・運営の意思
決定機関として病院執行部会議を設置し，月３回開催している。ま
た，病院長へ病院経営での戦略的提言を行う組織として病院経営戦略
会議，重要事項の諮問機関として病院運営審議会，各診療科への決定
事項の報告・伝達並びに診療実務上の諸問題を審議する診療科長等会
議を設置し，月１回開催している。

・平成１７年３月に病院事業室を設置し，４月から８回にわたって会
議を開催し，病院の年度内事業及び将来の財務予測について検討を
行った。
実施事項：平成１７年度～２１年度の推計財務諸表の作成，月次決算
　　　　　を実施することにより，中期計画中の適正な病院経営に努
　　　　　めている。
　　　　　慶應義塾大学附属病院とのベンチマーク比較の実施。
検討事項：レントゲンフィルムのフィルムレス化，医療材料のコスト
　　　　　削減，ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）の解析結果に基づ
　　　　　く平均在院日数短縮及びクリニカルパスの推進について検
　　　　　討を行っている。

【４５－１－２】
・平成１６年度に引き続き，病院アドバ
イザリーボードから診療，経営等につい
て助言を得る。

【４５－２】
・病院長のリーダーシップ機
能を整備する。

【４５－２－１】
・病院経営戦略会議の審議を踏まえ，病
院長のリーダーシップの下に病院経営・
運営の意思決定機関として執行部会議を
設置する等体制の整備を図る。

【４５】
○附属病院としての自立性の
確立と大学における位置付け
の明確化

中
期
目
標

○附属病院は，教育研修機能，研究開発機能，医療提供機能の三つの使命を果たし，
臨床医学の進歩と医療技術の向上に寄与し，医療を通じて社会へ貢献する。
　五つの基本理念：１．患者中心の医療の実践，２．人間性豊かな医療人の育成，
３．高度先進医療の開発と推進，４．災害救急医療の拠点活動，５．医療を通じての
国際貢献のもと，特に重点的に以下の事項に取り組む。

・アドバイザリーボードを平成１７年８月及び平成１８年２月に開催
し，病院経営，病院の地域における役割(教育・診療)，医師の確保策
や病床の運営等について，提言を得た。
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・

【４６－３－１】
・平成１６年度に引き続き，アウトソー
シング(医療事務，診療録管理，検査委
託，患者給食業務等）の見直しを行う。
特に病院経営の効率化の観点から人員配

務

・医療実績の分析にあたり，ＨＯＭＡＳ（国立大学法人病院管理会計
システム）を利用し，月次の原価計算を可能とした。人員配置等の評
価指標については，他大学病院の診療科別の医療従事者数，患者数，
診療報酬請求額等の情報を収集し，医師１人当たりの生産性及び患者
数などの分析を行い，１つの指標とする計画である。

【４６－２】
・物流管理の徹底及びコスト
分析を行う。

・診療放射線技師２人増に伴うＭＲＩ夜間検査の実施により，関連検
査に係る病院収入が昨年比で月平均2,035千円の増収となった。ま
た，ＣＴ検査についても，昨年比で月平均2,535千円の増収となっ
た。
・言語療法士１人増により個別療法を１ヵ月あたり１６０件実施して
いる。
・歯科衛生士１人増に伴い，歯科衛生実地指導料等の件数が１ヵ月あ
たり４００件増加した。

・平成１７年１月に病院将来構想委員会を設置し、診療体制，外来診
療棟の増改築等について，月１回開催し，検討を行っている。

【４６－３】
・業務の見直しを行い，可能
な業務の外部委託を検討す
る。

【４５－４－２】
・事務部門の組織再編を検討する。

【４６－２－１】
・平成１６年度に行った物流（薬剤及び
医療材料）管理を徹底することにより，
経費の分析及び削減を行う。

【４５－３－１】
・平成１６年度に引き続き，資源（人員
等）の投資効果について調査及び放射線
部の診療放射線技師の増員，理学療法部
に言語療法士の増員，歯科口腔外科外来
に歯科衛生士の増員による効果について
調査を行う。

【４５－３】
・資源（人員，施設，設備）
の配置について機能分析を行
い，地域における役割，役割
分担，需要予測を行う。

【４６－１－１】
・病床運用管理室及び地域医療推進室の
業務を患者支援センターに順次移行し，
紹介入院患者の受入れ，受入れのための
病床運用，更に退院支援業務を一元管理
することで，入院から退院までの患者支
援業務の充実を図る。

【４５－４】
・医療従事者等の医療実績分
析による配置の見直しを行
い，事務部門の組織再編を検
討する。

【４５－４－１】
・医療実績分析により適切な医療従事者
の配置及び配置数を検討する。

【４６】
○病院経営の効率化のための
具体的方策
【４６－１】
・病床運用管理室と地域医療
推進室の充実，病棟クラーク
（病棟各種業務の支援）の導
入を行う。

・平成１６年度に引き続き，アウトソーシングの見直しを行い，業務
の効率化を図った。具体的には，

医療事務：的確な診療報酬請求が行えるよう，各病棟に専任ク
ラークを延べ１２人配置した。

・メディカルソーシャルワーカー２人（定員・非常勤）を採用するこ
とにより，後方連携（入院患者の退院支援）は充実した。また，一方
の課題である前方連携（紹介状持参患者の入院支援）についても医師
及び関係医療機関との連携を進めることにより支援業務の充実につい
ての方策を検討している。

・平成１６年度に引き続き，医薬品，医療材料の配置数量の見直しを
実施し，実状にあった配置数量の設定を行うとともに，期限切れ医薬
品，医療材料を無くすため，期限切れが近づいている品目を優先使用
するよう，周知徹底した。
・医薬品については，入札参加業者が数年来固定されていることか
ら，新規業者の入札参加を呼びかけることとしている。
・医療材料については，償還価格，定価に対する値引率を指標にし
て，月単位で購入額を分析することによって値引率の変動に留意し購
入することができた。また，新規医療材料の緊急使用の抑制に努め
た。
・経費削減のため，Ｘ線フィルムのデジタル化によるフィルムレス化
を進めている。

・病院経営や産学連携に対応する組織の設置，医療サービスや労務担
当事務部門の強化，並びに契約や予算執行事務の合理化に対応できる
組織の再編等を検討した。
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・

・

・
・

・平成１７年度計画はなし

・平成１７年度計画はなし

【４７－３】
・外来診療部門を整備し，化
学療法室などの特殊診療部門
を強化する。

【４７－４】
・電子カルテ化の推進を行
い，医療従事者間での診療情
報の共有，患者に対する診療
情報公開と情報開示を進め
る。

【４７－１】
・クリニカルパス，EBM(エビ
ダンスに基づく診療）など診
療の標準化とチーム医療を更
に推進する。
【４７－２】
・医療社会福祉支援室（仮
称）を設置し，社会復帰の促
進を図るために専門家の配置
による退院支援を行う。

置等や業務内容を調査し，見直しを行
う。

・臨床検査システムを更新したことにより，検査試薬の消費額が
55,602千円節約された。また，新たな検査（５項目）が実施可能とな
り，４項目の検査を外注から院内へ取り込むことができた。さらに検
査結果判定の迅速化が進み，医療の質的向上が図られるようになっ
た。
・ＰＥＴ検査については，月平均2,210千円の増収となった。
・アンギオ設備の更新により検査件数が増加した。

【４６－４－１】
・平成１６年度に設置した大型医療機器
のコスト分析，投資効果分析を行う。

【４７－４－１】
・平成１６年度に引き続き，診療録セン
ターの整備と電子カルテシステムの整備
を図る。

【４７－３－１】
・平成１６年１１月に設置した特殊診療
部門である外来化学療法室において，が
ん治療の効率化を推進する。

【４７－１－１】
・クリニカルルパス，ＥＢＭ(エビデンス
に基づく診療）など診療の標準化を更に
進め，医療の質を改善する。

【４６－４】
・医療機器整備についてのコ
スト分析・減価償却・投資効
果分析を行う。

【４７－５】
・第三者評価を実施する

・患者支援センターに，メディカルソーシャルワーカー２人（定員・
非常勤）を採用し，後方連携（入院患者の退院支援）は充実した。ま
た，前方連携（紹介状持参患者の入院支援）についても医師及び関係
医療機関との連携を進めることにより支援業務の充実についての方策
を検討している。

【４７】
○医療の質の改善のための具
体的方策

【４８】
○良質な医療人養成のための
具体的方策

・ＩＳＯ認定に関しては，病院全体のＩＳＯ受審することを検討した
が，病院機能評価が認定されたことにより中止することとなった。
  また，内科外来及び泌尿器外来以外の診療科外来における患者プラ
イバシー確保のための工事を検討している。

検査委託：臨床検査システムの更新に伴い，委託項目を減少させ
た。

・外来化学療法室を設置したことが入院患者の在院日数の減少に寄与
した。外来化学療法患者数は平成１７年度は２,８５２人を数え，患
者のＱＯＬの改善に役立っている。また，がん拠点病院の認定を受け
るために院内に検討委員会を設置してがん診療体制等の検討を行って
いる。

・診療録センターでは，診療録管理士を増員し，診療録の記載状況の
点検業務の強化を図った。電子カルテについては，傷病名等の４項目
について，電子化することの承認を得た。今後，紙媒体で管理してい
る情報についても電子媒体に移行する計画である。

診療録管理：退院患者に係るカルテ返却管理業務委託を追加し，
カルテの集中管理を徹底した。

・毎月クリニカルパス委員会を開催し，パスの承認件数の増を図っ
た。また，ＤＰＣの診断群分類における在院日数等の目標値を設定
し，ＤＰＣ対応のクリニカルパスを作成することとなった。

患者給食業務：全面外部委託に向けて業務内容の検討を行った。
看護補助業務：要員を２４人増員し，看護師の業務の充実を図っ
た。
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・

・

・

・平成１８年度から実施のため，平成１７年度は年度計画なし。

【４８－１－２】
・医療従事者（看護師，薬剤師，放射線
技師等）の生涯学習プログラムの構築と
研修の実施を検討する。

【４９－１－１】
・学内外の関連施設や連携大学院との共
同研究を行うことにより産学官民連携先
端医療を推進する。

【５０】
○医療の国際化と国際交流の
推進のための具体的方策

【４９－１】
・先端的医療の導入のため，
学内外の関連研究施設や連携
大学院との共同研究を更に推
進する。また，産学官民連携
による研究成果を診療へ応用
するため，病院内に産学官民
連携先端医療推進室（仮称）
を設置する。

【４９】
○新規専門医療の開発，高度
先進医療の開発と推進のため
の具体的方策

【４８－１】
・学部学生の診療現場での教
育，実習を重視する。卒後臨
床研修センターを中心に関連
教育研修病院と協力して，多
様で魅力的な研修システムを
構築するとともに生涯学習プ
ログラムも導入し，先端的，
専門的医療人を養成する。

【４８－１－１】
・スキルスラボ（臨床技能実習室），ス
タンダードペイシェント（模擬患者）を
用いて学部学生の実習の充実を図る。

・スキルスラボ(臨床技能実習室)については，新たに人員を配置し，
木曜日の夜間(17：00～20：00)の使用を可能にするとともに，新たに
シュミレーターの整備を行った。また，医員・看護師等についても学
生の授業時間外に利用可能とした。さらに，スタンダードペイシェン
ト(模擬患者)を用いて学部学生のＢＳＬの実習の充実を図った。

【４８－２】
・国際交流や共同研究を通じ
て国際的に活躍できる医療人
を養成する。

看護部は，従来の臨床経験年数別の教育体制を見直し，ジェネラ
リストを目指す看護師のキャリア開発の視点に立った新たな教育
プログラムと評価指標「ジェネラリストのためのキャリア開発ラ
ダー」を構築した。また，スペシャリストの人材育成に関して
は，現在活動中の1０人の看護師に加え，今年度新たに２人の日
本看護協会認定看護師（重症集中ケア認定看護師とＷＯＣ認定看
護師）と１人の看護管理認定看護者を育成した。さらに，新人看
護師の教育体制構築を目指し，保健学科と協力して「看護実践・
教育開発センター」を開設した。

・医療従事者(看護師，薬剤師，放射線技師)の生涯学習プログラムの
構築と研修の実施について，各部の現行の研修等について調査を行
い，次のとおり実施並びに立案した。

・連携大学院として，理化学研究所神戸研究所，高輝度光科学研究セ
ンター及び兵庫県立粒子線医療センター等と連携講座を設置してい
る。共同研究としては，東芝メディカルシステムズ(株)，武田薬品工
業(株)，三菱電機(株)及び(財)先端医療振興財団等と共同研究を行っ
ている。また，６月にはシーズ集を刊行し，シーズフォーラムを開催
した。１２月に開催した神戸大学産学官民連携フォーラムに参加。さ
らにニーズに関する委員会を９月に設置し，今後のニーズの取り扱い
について検討を行っている。

薬剤部では，所属する薬剤師が日本医療薬学会の認定薬剤師の認
定を受けるように指導するとともに日本病院薬剤師会の生涯研修
認定制度による研修認定を計画的に取得するように指導してい
る。
放射線部は他病院の放射線技師を含めた放射線診療セミナーを２
回実施した。
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・平成１７年度計画はなし

・平成１８年度から実施のため，平成１７年度は年度計画なし

【５０－１】
・国際診療部を強化し，外国
人患者診療部門の拡充を行
う。

【５１－１】
・広域救急医療のための救命
救急センターの設置を検討す
る。

【５１】
○災害・救急医療の拠点形成
のための具体的方策

・国際診療部では，留学中の外国人医師の協力のもと，診療予約の受
付，診療・入院の手助け，通訳サービスを行っている。診療予約は，
国際診療部受付に電話，ファックス，電子メールで行っている。受付
スタッフは英語に堪能な職員を配置しており，診察依頼に対して英語
もしく日本語で対応している。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
３　その他の目標
（４）附属学校に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○人間発達に関する研究を推進し，生涯学習社会における新たな教育システムの創造
に努め，その成果を社会に還元する。

【５２－３－１】
・附属養護学校においては，近年の特別
支援教育の要請に応えて，障害児・者の
生涯にわたる発達を地域社会との交流の
中で充実させる。このため親子教室の実
施，特別支援教育コーディネーターの配
置と教育相談及び地域巡回活動等の活動
を実施する。特別支援教育関連の研究成
果を公刊するとともに，障害児教育研究

【５２－２－１】
・附属住吉校においては，学部教員と共
同して「国際教育センター」を中心に
「国際教育推進プログラム」を研究・開
発し，小・中９年一貫の教育体制のなか
で試行するとともに，日本語カリキュラ
ムに関しては，文部科学省から委託を受
け進めている「平成１６年度における補
習授業校のための指導案（日本語力判断
基準表及び診断カード）の研究作成に係
る事業」の成果を踏まえて日本語カリ
キュラムの作成にかかる。

○大学が教育と研究を通じて地域社会と交流するインターフェイスとしての位置づけ
を明確にし，特色ある教育の創造と諸条件の整備を図る。

【５２－１】
・附属明石校においては，学
部教員と共同して，幼・小・
中の１２年一貫教育を基盤に
おいた「カリキュラム開発研
究センター」での発達支援カ
リキュラムの開発を進める。

【５２－１－１】
・附属明石校においては，学部教員と共
同して，幼・小・中１２年一貫教育を基
盤にした「カリキュラム開発研究セン
ター」等での「キャリア発達支援を含む
社会を創造する子どもの育成を目指した
カリキュラム開発」を進める。

【５２－３】
・附属養護学校においては，
近年の特別支援教育の要請に
応えて，就学前及び障害者成
人教育とつないだ障害児教育
を見通し，生涯学習社会での
障害児・者の発達について，
地域社会と交流を深めつつ研
究する。

【５２－２】
・附属住吉校においては，学
部教員と共同して「国際教育
センター」を中心とした「国
際教育推進プログラム」を研
究開発し，小・中９年一貫の
教育体制のなかで試行する。

中
期
目
標

【５２】
○大学・学部との連携及び協
力の強化に関する具体的方策

・平成１２年度から平成１４年度に文部科学省の研究開発指定を受け
て実施した教育課程研究（開発指定研究）の成果の一つである「学び
の一覧表」をもとに，幼・小・中１２年一貫で継続した実践を行い，
カリキュラムの研究を進めた。

・国際教育推進プログラムの一貫として英語，生活科，総合学習など
を通じ，「国際社会」が意識できる学習を組み込んでいる。
・改組した「国際教育センター」を中核に「小中一貫教育で実現する
国際社会に生きる資質・能力の育成」の実現に向け，平成１６年度に
小，中学校別で行われていたプロジェクトを小中学校合同の１０のプ
ロジェクトに統合し，学部教員と附属学校教員共同の研究を開始し
た。
・研究会「国際社会を切り拓くエンパワーメントと学校づくり」を６
月２３日に開催した。

・教育実践カルテの作成，障害幼児親子教室の実施，特別支援教育
コーディネーターの配置と教育相談及び地域巡回活動等の活動を実施
した。
・特別支援教育関連の研究成果を「コミュニケーション的関係がひら
く障害児教育-神大附属養護学校の教育実践」として公刊した。
・第１７回障害児教育研究協議会を１１月１９日に開催した。
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【５３－２－１】
 ・学校教育及び学校運営の在り方に関
わって，地域での先導的な役割を果たし,
各教育委員会,ＮＰＯ，ＮＧＯ等と連携し
て積極的に地域社会と交流する。

協議会を開催する。

【５３－１－１】
・生涯学習社会における学校教育の在り
方について，学部・附属コラボレーショ
ン委員との連携を強化して，学部教員と
附属学校教員の共同研究を促進する。

【５２－４－１】
・以上の計画を達成するために，学部・
附属交流会議，学部・附属コラボレー
ション委員を通じて連携を強めていく。

【５２－４】
・以上の計画を達成するため
に，学部及び附属学校相互間
の連携を強める。

【５３】
○学校運営の改善に関する具
体的方策
【５３－１】
・生涯学習社会における学校
教育の在り方について，学部
教員と附属学校教員の共同研
究を促進する。

【５３－２】
・学校教育及び学校運営の在
り方に関わって，地域での先
導的な役割を果たし，積極的
に地域社会と交流する。

【附属住吉校】
・小学校では，教育研究発表会を６月に開催し，授業研究発表会とし
て国語科を１１月８日に，算数科を１１月２４日に開催した。近畿地
区国立大学附属学校連盟の音楽部会を１２月１３日に開催した。
・中学校では，国語科総合単元学習授業研究発表会を１１月８日に開
催した。
・ＮＰＯやＪＩＣＡから講師を招へいし，オープンアクティビティー
（公開活動）に関する公開授業を２月３日に実施した。
【附属明石校園】
・幼稚園では「幼稚園教育を考える研究会」を３回開催した。
・小学校では，２月２日に明石市立教育研究所と合同で，「学習実践
交流会」を開催した。
・初任者，５年次，１０年次研修用の研修プログラムを作成し，県，
市，郡，町教育委員会に配布するとともに，研修者を幼稚園・小学
校・中学校がそれぞれ受け入れた。
【附属養護学校】
・「明石障害者地域生活ケアネットワーク」には継続的に参加し活動
した。
・明石市の「発達障害児(者)のライフステージを通じた支援体制を構
築するための検討会」に参画し，「療育ハンドブック(案)」の作成に

・学部附属交流会議を隔月で開催し情報交換をすると共に，学部・附
属コラボレーション委員会を引き続き設定し，小中合同で展開してい
る１０のプロジェクト研究において連携を図っている。
・学部・附属コラボレーション委員と連携し，１１月１９日に開催し
た第１７回障害児教育研究協議会の内容や，附属養護学校の研究の進
め方について協議を行った。

【附属住吉校】
・学部教員との共同研究であるプロジェクト研究において，小学校は
６月１０日に，中学校は６月２３日に新時代を拓く学校づくり「豊か
な文化を創造する子ども」を研究主題とする教育研究発表会を開催し
た。
・小中合同で展開する１０のプロジェクト研究の成果として「小中一
貫教育で実現する国際社会に生きる資質・能力の育成」をテーマに研
究協議会を平成１８年６月９日（金）に開催することとした。
【附属明石校園】
・開発指定研究の成果の一つである「学びの一覧表」をもとに，各校
種で実践を通しながら，１２ヶ年一貫型のカリキュラムの研究を進め
ている。特に，学部・附属コラボレーション委員と連携した研究に取
り組んでいる。
【附属養護学校】
・１１月１９日に第１７回障害児教育研究協議会を発達科学部と附属
養護学校の共催として，実施した。
・発達科学部教員が「県下の特別支援教育」に関するシンポジウム，
教育相談(発達障害児，不登校)を担当した。
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【５３－３】
・自己評価及び第三者評価の
システムを作る。

【５４－１】
・多様な児童・生徒の入学を
確保するため，選抜方法改善
するとともに，各校の教育方
針の周知を図る。

【５４－１－１】
・多様な児童・生徒の入学を確保するた
め，選抜方法を改善するとともに，募集
説明会の回数増及び入学願書受付日の複
数化の継続，ホームページの充実など各
校の教育方針の周知を図る。

【５３－３－１】
・自己評価及び第三者評価システムを作
るため，学校評価を中期目標・中期計画
に沿ったものとなるよう見直しを行い，
第三者評価は，学校評議員会等で検討を
行う。また，発達科学部年次報告書に各
年度の自己点検のための活動報告を記載
する。

【附属住吉校】
・言語，環境，表現，健康の多面的観点から選考し，多様な児童の入
学を確保した。募集説明会，願書受付の回数を増やし，プレゼンテー
ションを工夫し教育方針を周知した。
・中学校における受験機会の複数化を図った。
・連絡進学の９年一貫教育の趣旨に合う試験形態の見直しを行った。
・帰国子女学級児童に対して，中学校の一般入試への門戸開放を行っ
た。
【附属明石校園】
・幼稚園と小学校では，平成１８年度より抽選の改善等について検討
するために入学選考委員会を立ち上げ，抽選等について廃止や見直し
を行った。
【附属養護学校】
・ホームページでの募集要項の発表・開示を行った。学校見学会を６
月１３日，１０月１１日に実施した。参加者人数は両日で１２４人で
あった。入学説明会を１０月４日に実施し，関係市町の教育委員会指
導主事が出席し，募集要項を発表した。

【附属住吉校】
・教育研究発表会や授業研究会を開催して現職教員の研修の場を提供
するとともに，学校現場での講師依頼や学校訪問の要請に応えてい
る。
・学部教員と附属学校教員との共同研究であるプロジェクト研究にお

【５４】
○入学者選抜の改善に関する
具体的方策

【５５－１】
・市町教育委員会と連携して
行っている「研究交流制度」
を継続発展させ，現職教員の
研修の充実を図る。

【５５】
○公立学校との人事交流に対
応した体系的な教職員研修に
関する具体的方策

【５５－１－１】
・市町教育委員会と連携して行っている
「研究交流制度」を継続発展させるとと
もに，多様なプロジェクトを設定して現
職教員の研修の充実を図る。

協力した。また，「地域支援と高齢・障害の垣根を超えた社会保障を
考える会」（ＮＰＯ法人，神戸市）の設立に参画した。

【附属住吉校】
・内部評価と外部評価のシステムを構築し，「学校評議員会」におい
て検討を始めた。
【附属明石校園】
・学校運営の状況等の説明責任を果たしていく観点から，中学校では
昨年同様，自己評価・第三者評価を実施し，６月１６日の第１回学校
評議員会において意見を求めた。幼稚園や小学校においては平成１８
年度第三者評価実施に向けて，「評価対象・評価項目・実施方法及び
時期」の検討を行っている。第三者評価については，評価結果を基に
「学校評議員会」等で検討したいと考えている。
【附属養護学校】
・現在作成している「自己評価点検項目」の検討と合わせて，外部評
価に関する公立学校での資料を収集した。外部評価項目(保護者向け
アンケート)を作成した。
【附属学校共通】
・前年度に引き続き発達科学部年次報告書に活動報告を記載した。
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【５７－１】
・危機管理マニュアルに基づ
く点検・評価を行うととも
に，保護者及び地域の関係機
関等との連携を図る。

【５６－０－１】
○高校の新設を含む附属学校の在り方に
ついて，検討委員会で検討を行う。

【５６】
○高校の新設を含む附属学校
の在り方についての検討委員
会を発足させる。
【５７】
○安全確保に関する具体的方
策

いて，小学校は６月１０日に，中学校は６月２３日に新時代を拓く学
校づくり「豊かな文化を創造する子ども」を研究主題とする教育研究
発表会を開催した。
・中学校では，国語科総合単元学習授業研究発表会を１１月８日に開
催した。
・ＮＰＯやＪＩＣＡから講師を招へいし，オープンアクティビティー
（公開活動）に関する公開授業を２月３日に実施した。
・小中合同で展開する１０のプロジェクト研究において神戸大学以外
の研究協力者を受け入れた。
・派遣要請があった教育委員会及び小中学校へ講師を派遣した。
【附属明石校園】
・初任者・５年次・１０年次研修用の研修プログラムを作成し，県，
市，郡，町教育委員会に配布するとともに，研修者を幼稚園・小学
校・中学校がそれぞれ受け入れた。
・「研究交流制度」についは，今年も要請があり，実施した。また，
それらを通して，現職教員の研修プログラムを検討した。
・現職教員の研修については，「研究協議会」，「幼稚園教育を考え
る研究会」，「実践交流会」等，公開研究会を積み重ね，地域に貢献
した。
・小学校では，２月２日に明石市立教育研究所と合同で「学習実践交
流会」を開催した。
・幼稚園では「幼稚園教育を考える研究会」を３回開催した。
【附属養護学校】
・１１月１９日に発達科学部と附属養護学校の共催で，第１７回障害
児教育研究協議会を実施した。参加者総数は２５６人，北は北海道立
南幌養護学校，南は沖縄県立美咲養護学校からの参加があった。テー
マは「コミュニケーション的関係をひらく教育実践と特別支援教育-
人として豊かに育ち合う障害児教育の追求」。内容は，公開授業，全
体会，講演，分科会，シンポジウム，教育相談であった。

【附属住吉校】
・緊急避難体制及び組織の点検を管理マニュアルに基づき継続しなが
ら，具体的な不審者対応訓練や児童引き取り訓練を実施し，問題点を
確認しながら改善に努めている。
・東灘警察署連絡協議会に参加した。
・兵庫県防犯協会からのメールによる情報入手と指叉（さすまた），
防犯スプレー等を設置した。
・避難訓練を実施した。
・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置した。
・産業医巡視を実施し，安全衛生面での施設・設備の改善内容につい
て検討を進めている。
【附属明石校園】
・教育委員会や警察との連携を深め，不審者や安全についての情報を
速やかに入手できるようにし，それを直ちに保護者にも伝達するよう
にした。

【５７－１－１】
・危機管理マニュアルに基づく避難訓練
の実施，学校評議員会での点検・評価を
行うとともに，保護者及び地域の関係機
関等との連携を図る。

・役員会及び経営協議会での審議を経てプロジェクトを発足させ，プ
ロジェクト会議も複数回実施し検討を行っている。
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・不審電話への対応方法を掲示し，それを教職員に周知徹底を図っ
た。
・警備員の訪問者に対するあり方を検討し強化した。
・幼・小それぞれにおいて年2回防災だけでなく，安全も含めて避難
訓練を行った。
・中学校は，地震による火災発生を想定した避難訓練を行った。
・年度末に防犯及び自動体外式除細動器（ＡＥＤ）による救急救命の
研修を行った。
・産業医巡視を実施し，安全衛生面での施設・設備の改善内容につい
て検討を進めている。
【附属養護学校】
・平成１３年に作成した「不審者緊急対応マニュアル」を平成１６年
度に見直しさらに今年度改善した。それに沿って，地元警察生活安全
課と協力して，１２月２日に不審者対応防災訓練を実施した。
・毎月の安全点検を実施し，安全面での施設・設備の改善内容につい
て検討を進めている。
・通学安全対策については，通学経路の再確認と，危険箇所の点検ア
ンケートを保護者に対して行った。
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上
３　その他の目標
（５）附置研究所に関する目標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

・国際研究支援センターを設立した。
・ホームページを開設し，研究所の国際研究活動状況を公開してい
る。
・センターに所属する教員がレフリード・ジャーナルにＥＵ関係の論
文を３本掲載し，研究の面でも成果が出始めている。

【５８－１－３】
・国際会議，国際シンポジウム，外国人
研究者の受け入れ等国際的研究連携を支
援する「国際研究支援センター」を設置
する。

【５９－１－１】
・「連携・人事交流委員会」において関
連部局との連携・人事交流を推進するプ
ログラムを検討する。

・六甲台の関連部局との「連携・人事交流委員会」を立ち上げた。ま
た，文学部や医学部の研究者との人事交流を行うべく，実験経済学，
実験心理学，脳神経学の連携による環境情報を用いた人間の意思決定
研究を目指す学内共同研究プロジェクトを実施するため科学研究費を
申請した。

・国際的共同研究プロジェクトの中心となる教員に研究経費の重点配
分を行うとともに，学内研究資金獲得のための申請順位を優先させ，
２件の学内資金を獲得した。

○経済経営研究所は神戸大学における唯一の附置研究所であり，社会科学分野におけ
るわが国の研究拠点の一つとして，経済学と経営学の学際領域におけるフロンティア
研究とそれらの基礎的研究に基づく独創的な応用研究の実施を目標とする。

【５８－１】
・「２１世紀ＣＯＥプログラ
ム」の採択拠点として，国際
共同研究を推進し，わが国で
卓越した研究拠点としての役
割を果たすとともに国際的な
学術ネットワークの構築を図
り，その核となる「グローバ
ル経済研究室」（仮称）の設
置を検討する。

・「２１世紀ＣＯＥプログラム」によって国際コンファレンス・セミ
ナー等多数の共同研究会を開催し，そこからレフリード･ジャーナル
へ投稿した。

【５８】
○経済学と経営学における先
端研究と学際研究を推進する
ための方策

中
期
目
標

【５８－１－２】
・昨年度行った検討結果に基づき，国際
的共同研究プロジェクトを推進するた
め，中心となる教員に研究経費の重点配
分を行う。

【５９】
○学内研究連携促進のための
方策
【５９－１】
・経済学と経営学の学際的研
究を追及することにより，関
連部局と補完的な研究連携を
図る。そのために，研究所内
の研究部会を活用した学内共

【５８－１－１】
・平成１６年度に引き続き「２１世紀Ｃ
ＯＥプログラム」の採択拠点として，国
際経済学に関する世界の研究機関との国
際共同研究を実施する。
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・
・

・

【６０－１－１】
・企業データの高度利用と新たな国際的
研究（脳神経経済学的実験研究）による
社会的貢献について検討する。

・企業広報誌のデータベース化を継続しながら，企業環境データの収
集に向けて，公認会計士事務所とのタイアップを計った。
・ニューロエコノミクスのセミナーを開催し，新たな国際的研究によ
る社会的貢献を探っている。

・「研究所若手特別研究員（research fellow)」を設置した。
・「研究所若手特別研究員（research fellow)」に対して，資金の特
別配分を行った。そうした研究者の中から，レフリード･ジャーナル
に投稿・受理されるものが出始めている。

【６１－１－１】
・平成１６年度に引き続き，研究所独自
の教育機能の実現として，日本人，外国
人のポスドク・若手研究者を対象とした
「研究所若手特別研究員（research
fellow） （仮称）」のポストの設置を検
討し「研究者養成インターン・プログラ
ム（仮称）」に繋げる。

企業関係者に対してＭＯＴ関係のセミナーを年間４回開催した。
地方公共団体の職員を対象としてツーリズムに関するセミナーを
年間６回，コンファレンスを２回開催した。
ＥＵＩＪ関西と共同で，国際会計基準に関するシンポジウムを実
務家を対象として開催した。

・リエゾンセンターを中心に，３つのプロジェクトが実施された。

【６１－１】
・関連する研究科への教育参
加とともに，ポスドクを対象
とする高度研究者養成教育と
してＯＪＴ（職場研修）ベー
スでの「研究者養成インター
ン・プログラム」（仮称）の
実施を検討する。

【６０－１－２】
・平成１６年度に引き続き，産業界・官
界から採用した助教授２人を中心に，産
官学の共同研究プロジェクトを実施し，
産業，経済政策に関する政策評価と政策
提言を発信する。

【６１】
○高度研究者養成のための方
策

【６０－１】
・産官学による社会科学に関
する共同研究を「附属政策研
究リエゾンセンター」で実施
し，政策提言を積極的に発信
するとともに，国際的研究集
会やセミナーなどの開催によ
り，社会的貢献を図る。

同研究プロジェクトを実施す
る。
【６０】
○社会的貢献を促進するため
の方策
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Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

1.入学者の選抜に関する目標を達成するための特色ある取組 ・ＦＤ研修会，シンポジウム等の開催（国文，発達，法，経営，保健，海事，国コＣ）
(1)全学的ないし部局共通的な取組 ・教育優秀教員の顕彰（工，医）
①アドミッション・ポリシーに基づく学生募集と受入れ方策の充実 ②大学院教育充実のための取組
・ ・

・大学院共通教育プログラムとして「コアメニュー選択必修方式」を導入（医）
・世界銀行（ワシントンＤ.Ｃ.）との協力による遠隔授業の実施（国協）

・ ③アカデミック・アドバイジングの充実
・シラバスに「専修別履修モデル」を掲載（文）
・履修アドバイザー制度を発足させ，学生に履修アドバイスを実施（国文）
・新入生を対象とした「外国語オリエンテーション」を開催（国コＣ）

②高校教育と学士課程教育の円滑な接続のための工夫 ・
・

3.学生への就職支援の取組
(1)全学的ないし部局共通的な取組
①就職支援体制の充実

・ ・

・

・
・

・

②企業人を講師としたキャリア教育コースの開講
(2)個々の部局における特徴的取組 ・
①ＡＯ入試の導入
・

4.国際性豊かな人材を育成する取組
(1)全学的ないし部局共通的な取組

2.教育機能の充実に向けた取組 ①外国語教育の充実
(1)全学的ないし部局共通的な取組 ・
①教養教育等充実に向けての全学共通教育担当組織の改編
・

・

②特色ある教育改革の取組
・ ②国際インターンシップの実施

・

③大学院学生の海外派遣制度
(2)個々の部局における特徴的取組 ・
①授業改善と充実に向けた取組
・

④European Union Institute in Japan(ＥＵＩＪ)関西による講義の提供
・授業参観型のピアレビューの実施（国文） ・

本学の求める学生像に合った優秀な学生を全国から幅広く募集するために，全部局の
アドミッション・ポリシーと新たに作成した大学紹介の動画を本学ホームページに掲
載し，また，携帯電話サイト用の大学情報発信サイトを構築するなど，本学の教育研
究に関する情報を十分周知し，受験生に適切な進路選択を可能とする措置を講じた。

（社）日本経済研究センターとの学術交流協定を通じた前期課程スキルアップコースの充実
（経済）

予備校，新聞社等の開催する大学説明会とは別に，大学単独の説明会を名古屋（参加
者１４０人），東京（参加者７８人），広島（参加者２０３人），福岡（参加者９９
人），大阪（参加者３５人），神戸（参加者３８人）で開催した。また，岡山，山
口，鳥取大学との合同説明会を福岡で開催した。

卒業予定者に対して，１０月時点で単位取得状況を周知し，卒業に向けて履修指導を行った
（経営）学習歴の多様化，基礎学力の低下，大学進学動機の低下といった高大接続上の問題に

適切に対応し，新入生を大学教育に円滑に導くため，初年次における少人数の導入教
育（文，国協），転換教育の充実を更に図った。（発達，法，経済，経営，医，工，
海事）
高校生の適性や興味・関心に基づいた進路選択を支援し，強い学問的関心と高い学力
を有する高校生のために，兵庫県教育委員会と提携して開催してきた高大連携科目
を，今年度は私立高校の生徒も対象として夏季休業中に開講し（受講者６０人），更
に理学部，農学部，海事科学部，医学部保健学科では一部（合計２４科目）の授業科
目を高校生に開放し受講可能とした。

学生センターに設置した「就職支援室」に就職相談員を配置し，きめ細やかな個別の就職相
談に対応するとともに（７９２件），各種の就職セミナーを開催した。（２２回）
東京に「神戸大学東京オフィス」を設置し，首都圏での学生の就職活動の支援を行ってい
る。（来訪者２９０人）
社会科学系４学部・研究科では，学生の利便性を考慮してキャンパス内に六甲台就職情報セ
ンターを設置し，就職セミナーを開催するなど，学生の就職活動支援を行った。各学部では，高等学校からの依頼に応じて大学での教育研究の現状を広く高校生に理

解してもらうため，高等学校への「出前講義（出張講義）」（延べ６３回）や，大学
での「体験授業（模擬授業）」を多数開催している。（延べ４７回，延べ参加者１,９
６７人）

これら諸支援を通じて、就職率は９６.３％（平成１６年度）から９６.９％（平成１７年
度）と０.６ポイント上昇した。

学生の就業意欲を涵養し，現実的な進路選択が可能となるよう，キャリア教育の一環とし
て，企業等から招へいした講師による講義などを開催した。（国文，発達，経済，経営，
工，海事，法）多様な背景と能力を有した学生を積極的に受け入れるために，課題に対する解決能力

やプレゼンテーション能力を確認する等の個性豊かなＡＯ入試を医学部医学科，発達
科学部人間行動学科に加え，発達科学部人間環境学科，海事科学部でも導入した。

本学の教育目標の一つである国際性豊かな人材を育成するために，国際コミュニケーション
センターでは，学生の外国語学習を積極的に支援するために，「ランゲージハブ室」（利用
学生数月間延べ４５０−６００人），「ＣＡＬＬ教室」（利用学生月間延べ８００人）をそれ
ぞれ運営している。また，北京外国語大学，メルボルン大学に加えて，今年度はワシントン
大学でも語学研修を行った。（参加者合計７３人）

平成１７年７月に大学教育研究センターを大学教育推進機構に改組し，機構長に教育
担当理事を充て，責任体制を明確にするとともに，全学共通教育の実施に全部局から
の参加を得て実施する「全学共通教育部」と教育方法改善の企画や高等教育に関する
研究開発を行う「大学教育支援研究推進室」を設置し，全学共通教育組織を強化，拡
充した。

現代ＧＰ「ＰＥＰコース導入による先進的英語教育改革：総合大学におけるプロフェッショ
ナル・イングリッシュ・プレゼンテーション能力育成プログラムの開発」プロジェクトを通
じて，学生の英語によるコミュニケーション能力開発に積極的に取り組んでいる。

本学の学士課程及び大学院課程の教育改革への取組が高く評価され，魅力ある大学院
教育イニシアティブ（６件），現代的教育ニーズ取組支援プログラム（３件），法科
大学院等専門職大学院形成支援プログラム（２件）など，文部科学省の競争的プログ
ラムに採択された１３件の取組が実施されている。

国際的に活躍できる人材養成の一環として，シアトル兵庫県事務所（３人），パース兵庫県
事務所（２人）にそれぞれ学生を派遣した。

教育研究面において国際的に貢献できる人材を育成するために，大学独自の経費及び魅力あ
る大学院教育イニシアティブの経費などを活用して，海外での研究発表，調査研究，イン
ターンシップに対する支援事業として４９人に渡航費などの給付を行った。全学共通教育の電子シラバスに授業の達成目標と評価基準及び授業記録（授業の振り

返り）の欄を設け，授業担当者の記述を促進することにより授業の改善を図った。
ＥＵ諸国の文化・社会・経済の理解を深め，我が国との相互交流を促進するために，ＥＵに
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①国際的に卓越した研究プロジェクトへの重点的支援

5.教育研究を通じた地域貢献，国際交流の推進
(1)全学的ないし部局共通的な取組
①産学官民連携の総合窓口となる連携創造本部の設置
・

②学術研究推進室の設置
・

③ＩＣＴ（Information and Communication Technology）基盤の整備
・

②国際戦略実施の核となる国際交流推進本部の設置 ④若手研究者への積極的支援
・ ・

・

③ＥＵ研究教育拠点となるＥＵＩＪ関西の設置
・ ⑤教育研究活性化支援経費の充実

・

④ＥＵ　ＷＥＥＫの開催
・

⑥外部資金獲得の支援
・

⑤まちづくりのための自治体との連携
・

⑦産学官民連携や大学発ベンチャーなどに関するガイドラインの発行
・

・
・

(2)ＪＩＣＡや国際協力銀行等との連携による国際協力の取組
・

⑧産学官民連携の強化
・

・

・
・

・ ・

・

・ (2)個々の部局における特徴的取組
①部局長裁量経費による若手研究者支援

6.戦略的な教育研究支援 ・
(1)全学的ないし部局共通的な取組

関連する講義を本学，関西学院大学，大阪大学の学生を対象に開講している。（学
部，大学院向けに１１科目） 文部科学省の「２１世紀ＣＯＥプログラム」に採択された７件の研究拠点（平成１５年度採

択の６拠点は中間評価にて全てＡないしＢの評価を受けた）及び大型研究プロジェクト（科
研）２件に対して，引き続き全学拠出の学長裁量枠から教員を配置するとともに，新たに
「学内発の卓越した研究プロジェクト」を公募し，「バイオメンブレンシステムの総合的研
究」（医）など６プロジェクトに対して７人の教員を配置することを決め，大学の研究戦略
及び学長のリーダーシップの下で，重点的な支援を行っている。

産学官民連携活動組織の一元化，効率化，格段の活性化を図るため，１０月に３組織
を統合し連携創造本部を設置した。連携創造本部は，本学の先端的研究の調査・支援
等を担う「シーズ創出企画部門」，連携戦略の企画等を担う「産学官民連携推進部
門」，学内先端的研究の組織化等を担う「先端研究推進部門（ＶＢＬ）」，大学発ベ
ンチャーの起業・成長の支援等を行う「ベンチャー支援部門」及び知的財産戦略の企
画・立案等を行う「知的財産部門」の５部門を配置し，学内外に対する「産学官民連
携の総合窓口」として総合的な産学官民連携戦略を担当している。

大学の研究戦略の企画立案機能を強化するために，学術研究推進機構の下に，研究担当理事
を室長とする学術研究推進室を設置した。

詳細はⅡ2④参照

文部科学省が公募した「大学国際戦略本部強化事業」に採択され，平成１７年７月１
日に，戦略的な国際的活動を推進するために神戸大学国際交流推進本部を設置し，外
部から国際経験豊かな職員を採用するなど，本学国際化の企画立案及び実務能力強化
を図った。

若手研究者の育成を組織的に支援するために学内マッチング形式の「若手教員研究支援経
費」を創設し，７プロジェクトに総額9,750千円の支援を行った。
多岐に渡る分野で研究する若手研究者が自由に意見交換を行い，異なる分野間での交流を深
める 「若手フロンティア研究会２００５」を開催した。発表ポスターは３３件，参加者は１
０４人で，最優秀ポスター賞１件及び各部門の優秀ポスター賞３件を表彰した。

ＥＵの支援を受け，本学を幹事校として大阪大学，関西学院大学とコンソーシアムを
形成し，ＥＵに関する教育研究拠点としての活動を開始し，クライブ・ウィルキンソ
ン氏（欧州経済社会評議会副議長）などを招へいしたシンポジウムやセミナーを多数
開催した。

昨年度に引き続き，戦略的かつ独創的な教育研究を支援し，学際的な新領域を創出し，各分
野での教育研究活動を一層活性化させるために科学研究費補助金等の外部資金の間接経費等
を利用して，「教育研究活性化支援経費」を措置した。その一部を「戦略的・独創的教育研
究プロジェクト経費」として競争的な学内公募を通じて２９件採択し，総額50,300千円を配
分した。１０月１日から１０月５日までＥＵＩＪ関西と共同で「ＥＵ　ＷＥＥＫ　２００５」

を開催し，ＥＵをテーマとした国際シンポジウム，講演会，国際学生討論会，留学説
明会などを開催し，ＥＵと我が国との相互理解の促進に努めた。 教員による外部資金や競争的資金の獲得を支援するために，科学研究費補助金説明会を開催

するとともに，部局ごとに目標値を設定し大学のホームページなどを通じて申請の支援を
行った。その結果，採択件数は平成１７年度の７３６件から７５２件へと増加した。地域連携推進室を中心に，「歴史文化環境づくり」，「障害を持つ子ども達にやさし

い環境づくり」，「自然環境づくり」，「ヒューマンコミュニティづくり」に関して
地域の自治体，ＮＰＯ等との交流，融合，連携，支援を実施している。 産学官民連携や大学発ベンチャーを積極的に支援するとともに，利益相反などの発生を事前

に防ぐために，以下のようなハンドブック等を作成し，全教員に配布した。平成１７年１２月に兵庫県と協定を締結し，まちづくりに関する調査，研究等を通じ
て県下の自治体におけるまちづくりを積極的に支援することとした。 「共同研究等の産官学連携における研究成果，秘密情報等の管理に関するガイドライ

ン」，「神戸大学利益相反マネジメント」，「大学発ベンチャーの起業プロセス」，「知
的財産・協力研究ハンドブック」平成１６年度から５カ年にわたりＪＩＣＡから集団研修（「大都市地震災害軽減のた

めの総合戦略」）を受託し，平成１７年度には受け入れた研修生１０人に対して研修
を実施した（工，都市安Ｃ） 産学官民連携を一層推進するために，企業等からの要望に応じて積極的に教員が訪問し，本

学の研究活動を紹介する「一日神戸大学」を淡路，伊丹など県下と東京で計８回開催し，２
３件の技術相談を行った。

平成１６年度からＪＩＣＡから受託しているラオス国国立大学経済経営学部への教育
研究支援を再度受託し，平成１７年度から平成１８年度まで支援活動を実施すること
となった（国協） 連携創造本部において，各学部単位で開催していたフォーラムを一本化し，平成１７年度は

「神戸大学産学官民連携フォーラム」を１２月５日に開催し，企業ニーズと大学シーズとの
マッチングを図った。また，産業分野別のシーズ集を作成し，企業ニーズとのマッチング等
の取組みに活用することで，地域の産業との共同研究等に向けた技術相談が増大した。

平成１７年度より株式会社パデコとの共同事業としてＪＩＣＡとイエメン国タイズ州
女子教育向上計画プロジェクトに関して業務契約を締結し，専門家派遣等を通じて支
援を行っている（国協）

部局等においても，部局長等の裁量経費を若手教員に重点的に配分し，萌芽的研究の育成と
若手研究者支援を積極的に実施している。

平成１６年末に発生したインドネシア・スマトラ沖地震により被災したシアクアラ大
学の人材育成プログラムへの支援として，同大学所属講師３人を神戸大学招致留学生
として受け入れた（自然科学）

「神戸医療産業都市」（ポートアイランド）に先端融合領域の研究・人材育成拠点として
「神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター」を設置し，バイオテクノロジーの分野
において，先端融合領域の研究と人材育成を特定の研究領域や大学を超えた新たな組織形態
により推進している。また，インキュベーションセンターでは，本学発のベンチャー企業及
びベンチャー起業プロジェクトが６件入居し，起業マネージャーが支援活動を行い，ベン
チャー企業の創出，経営支援等に努めている。

インドネシア・スマトラ沖地震により，多大な津波被害を受けたアチェ州の復興支援
として現地の地盤調査を実施し資料をインドネシア政府に提供するとともに，復興に
関する国際セミナーなどを開催した（都市安Ｃ）
国際協力銀行の円借款事業「中国内陸部人材育成事業」を受託し，中国内陸部地域に
おけるＭＢＡ教育の水準向上の支援を行っている（経営）
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Ⅱ　業務運営の改善及び効率化
１　運営体制の改善に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・平成１７年度計画はなし

○学長がリーダーシップを発揮し，かつ学内コンセンサスの形成と機動的な意思決定がで
きる運営体制を整備する。
○教育研究活動の質を高め，国際的な競争力のある個性豊かな大学として発展するための
戦略的な学内資源配分方式を構築する。
○人材を学外から登用するとともに，大学運営に関する共通課題の解決に当たるために大
学間の連携・協力を図る。

【６２】
○全学的な経営戦略の確立に
関する具体的方策

中
期
目
標

進捗
状況

【６２－１】
・権限と責任が拡大する学長
を補佐するため，理事に業務
を分担させる。

【６２－１－１】
・学長を補佐するため，理事や学
長補佐に業務を分担させるととも
に，常に機動的な意思決定ができ
るよう，分担については必要に応
じて見直す。

ウェ
イト

・「ビジョン・政策策定プロジェクト」，「業務改善プロジェクト」
の業務を新たに理事，学長補佐に分担させるとともに，「神戸大学基
金」創設に向けて分担を検討中である。また，理事の分担を見直しな
がら理事の員数を減らせないか検討している。

【６２－３】
・効率的・機動的な運営を行
うために平成１６年度から戦
略企画室を設置し，担当理事
のもとで大学の理念や長期目
標に基づいた戦略を企画す
る。

【６２－２】
・平成１６年度から役員会を
補佐する審議機関として，部
局長会議を設置し，全学コン
センサスの形成に配慮しつつ
役員会の意思決定が行えるよ
うにする。

Ⅲ

・平成１７年１０月に学長補佐をリーダーとして企画広報室員，経営
評価室員，情報管理室員，事務職員が一体となったプロジェクトチー
ムを編成し，週２回の定例ミーティング，随時の打ち合わせ，各作業
を通してビジョン・政策策定を推進している。平成１７年度末現在，
環境認識の調査研究・分析（キーパーソン・インタビュー，経営環境
の分析，他大学の取り組み等）をほぼ完了し，基本理念（ミッショ
ン，シェアド・バリュー，ビジョン）のステートメントの作成に取り
かかっている。
・平成１７年３月に病院事業室を設置し，４月から８回にわたって会
議を開催し，病院の年度内事業及び将来の財務予測について検討を
行った。平成１７～２１年度の推計財務諸表を作成するとともに，月
次決算を作成することにより中期計画中の適正な病院経営に努めてい
る。また，慶應義塾大学附属病院とのベンチマーク比較を実施した。
さらに，レントゲンフィルムのフィルムレス化，医療材料のコスト削
減，ＤＰＣ分析による平均在院日数短縮及びクリニカルパスの推進に
ついて検討を行っている。

Ⅲ

【６２－３－１】
・戦略企画室を発展的かつ合理的
に再編した企画広報室を設置し，
引き続き大学の理念や長期目標に
基づいた戦略を企画する。また，
病院の経営改善を図るため病院事
業室を設置し，重点施策の企画等
を行う。

・月１回定例開催し、役員会からの付託事項審議、教育研究評議会の
審議事項の調整、全学のコンセンサスの形成と，役員会の意思決定の
迅速化に寄与している。
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【６５－１－１】
・平成１６年度に引き続き，全学
委員会に事務職員を参画させるな
ど，組織の統一的・一体的な運営
を図る。

【６４】
○学部長等を中心とした機動
的・戦略的な学部等運営に関
する具体的方策

【６２－４－１】
・平成１６年度決算結果を基に財
務分析を行い，監査法人等の指導
を受けつつ，今後の業務体制及び
経営方針の検討を進める。

【６５－１】
・全学委員会に事務職員が参
画するなど，一体的な運営を
図る。

【６３－１－１】
・平成１６年度に引き続き，役員
会は，社会の要請に迅速に対応で
きる体制を構築するため，経営協
議会，教育研究評議会，教授会，
全学委員会などの意思決定諸組
織・機関について効率的な運営体
制，相互協力関係，機能分担の在
り方を検討する。

【６４－１－１】
・平成１６年度に引き続き，学部
長等のリーダーシップ機能を高め
るため，各学部においてその補佐
体制の強化について検討する。

【６２－４】
・必要に応じ学外の監査法人
や経営に係る有識者から財
務，予算の執行状況について
意見を聞くなど，経営戦略上
のデータの収集に努める。

Ⅲ

Ⅲ

【６３－１】
・社会の要請に迅速に対応で
きる体制を構築するため，経
営協議会，教育研究評議会，
教授会，全学委員会などの意
思決定組織について点検評価
を行い，機能整備と効率的運
営を図る。

【６３】
○運営組織の効果的・機動的
な運営に関する具体的方策

【６４－１－２】
・平成１６年度に引き続き，学部
内の委員会等について，教員・事
務職員による一体的な運営を行う
とともに，その再編・縮小・廃止
等の見直しを行う。

【６４－１】
・全学的な運営方針を踏ま
え，学部等を機動的に運営す
るため，学部長等を中心とし
た学部等運営のほか，事務組
織の企画立案への積極的参
画，部局内委員会の役割の明
確化を図り，学部長等の補佐
体制を整備する。

【６５】
○教員及び事務職員等による
一体的な運営に関する具体的
方策

・教員・事務職員による一体的な運営については，３部局（文，発
達，文化）において実施した。また，６部局（理，農，海事，総合人
間，国協，都市安Ｃ）において学部内委員会の見直しを行った。

Ⅲ

・国際交流推進本部を設置し，教員・事務職員が一体的な運営を行
い，国際的に卓越した学術研究教育拠点の形成を図るための具体的方
策を策定することとした。
・学術研究推進委員会，EUIJ関西運営委員会の委員として事務職員を

・副学部長を置くなど４部局（文，国文，保健，文学）において新た
に学部長の補佐体制を整備し，運用している。

Ⅲ

・平成１６年度に引き続き会計監査人による期中監査等を実施し，期
中取引に係る内部統制及び実証性についての指導，助言に基づき会計
取引の適正化を進めた。
・貸借対照表をはじめ主要財務諸表から財務分析を行い，学長，役員
をはじめ教職員に財務状況の把握と理解を深めてもらうために，平成
１６年度財務諸表及びセグメント情報説明会等を実施した。
・文部科学省と財務マネジメントに関する調査研究の契約を締結し，
契約業務に係る本学の特性に応じたコスト管理や資源配分の在り方等
に関する分析手法のモデルの構築，業務の集約化・分散化・簡素化を
図りよりよい財務マネジメントの確立を推進した。

Ⅲ

・社会の要請に対し迅速に対応できる大学運営を行うため，役員会に
おいて， 経営協議会，教育研究評議会，全学委員会などにおける附
議案件の選別強化を行い，効率的な運営を図った。
・役員会の効率的な運営を行うため，具体の改善案をもとに見直しに
ついて意見交換を行い，要約した会議資料により審議すること及び会
議資料を事前に配付することなどにより説明時間の短縮を行う等の工
夫を図った。
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【６８－１】
・内部監査機能の強化を図る
ため，平成１６年度から「監
査室（仮称）」を設置する。

【６８－１－１】
・監査室は監事，会計監査人との
連携を進め，更に効率的な監査の
実施を図る。

【６８－１－２】
・内部監査のマニュアル化を推進
し，より効果的な監査の実施を図
る。

【６７－１】
・幹部職員として，経営コン
サルタントを登用するなど大
学経営等に精通した人材を外
部から採用することを検討す
る。

【６７】
○学外の有識者や専門家の登
用に関する具体的方策

【６７－１－１】
・学長の下に置く室の教員，幹部
職員について，大学経営等に精通
した人材を企業，私立大学等の外
部から登用するポスト及び登用方
法を検討する。

・実務を反映させ，改訂を行いながら内容を充実させている。

【６５－２－１】
・新規事業への迅速な対応を図る
ため，教員・事務職員一体の合
議・執行組織が柔軟に編成できる
ような体制を検討し，平成１８年
度に実施可能なものを選定する。

【６５－２】
・新規事業への迅速な対応を
図るため，教員及び事務職員
が一体となった組織が柔軟に
編成できる運営体制とする。

【６６】
○全学的視点からの戦略的な
学内資源配分に関する具体的
方策

・監事，会計監査人及び監査室が定期的に情報交換を行い，監査情報
の共有を行うことにより一定期間でより効率的な監査を行うために効
果を上げている。
・監査室を学長直属の独立組織とすることにより，より監査の独立
性・公正性が図られることとなった。

・国際交流推進本部を設置し，本部構成員を教員と事務職員で編成す
ることにより国際拠点形成への迅速な対応が図れる体制にするととも
に，国際・研究協力部から国際部を独立させ，国際企画，留学生関係
業務の強化を図った。

【６６－１－１】
・平成１６年度に引き続き，役員
会及び財務委員会において経営・
財務分析を行うとともに，大学予
算の編成方針の見直しを進め，教
育研究活動の活性化を図る。

Ⅲ

・人件費，収入予算及び部局配分済予算の見直しによる財源に基づ
き，病院収入の増減に対応するための保留分も含めて，第１次（１０
月）及び第２次（２月）補正予算の編成を行い，部局長裁量経費の第
１次，第２次配分，学内営繕費の追加配分，収入見合い経費の配分，
建物新営設備費の不足補填等戦略的な配分を行った。
・中期計画期間内の損益推計を作成し，経営・財務分析を進めた。
・目的積立金の扱い，政府の総人件費改革等の要因を踏まえ，来年度
予算編成方針を決定した。また，来年度の外国雑誌，電子ジャーナル
経費の全学経費負担方式を決定した。

Ⅲ

【６６－１】
・経営・財務分析を行うとと
もに，大学予算の学内配分方
式の見直しを行い，教育研究
活動の活性化を図る。

【６９】
○国立大学法人間の自主的な
連携と協力体制に関する具体
的方策

【６８】
○内部監査機能の充実に関す
る具体的方策

参画させるようにした。

Ⅲ

・基本的な目標である国際交流に関する組織の整備・拡充に関し，国
際交流推進本部などを設置し，海外経験の豊富な者を統括ディレク
ターに迎えた。
・法人運営に当たって経営・財務に関する専門的な助言を得るため，
企業経営経験者を，特別顧問に迎えた。

Ⅳ

Ⅲ
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【６９－１－１】
・平成１６年度に引き続き，各種
ブロック会議への参加や地域的な
共同研修，人事交流等を通じ，大
学運営に関する共通事項に関して
情報交換を行い，問題解決に当
たっての連携と協力を図る。

・国立大学協会近畿地区支部会議，国立大学図書館協会理事会，電子
ジャーナルコンソーシアム等の各種会議等への参加，兵庫県下事務系
職員研修，国大協近畿地区専門分野別研修，国立大学法人部長級研修
等への参加，また兵庫県下４機関との人事交流等により情報交換を行
うなど，問題解決に当たっての連携と協力を図った。また，大学図書
館近畿イニシアティブが組織され，運営委員館として活動した。

【６９－１】
・各種ブロック会議への参加
や共同研修，人事交流等を通
じ，大学運営に関する共通事
項に関して情報交換を行い，
問題解決に当たっての連携と
協力を図る。

Ⅳ
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Ⅱ　業務運営の改善及び効率化
２　教育研究組織の見直しに関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）
進捗
状況

ウェ
イト

【７０－１－１】
・自己点検・評価や第三者評価に
基づく教育研究組織の見直しの在
り方について，役員会等で検討を
開始する。 Ⅲ

Ⅲ

中
期
目
標

【７０】
○教育研究組織の編成・見直
しのシステムに関する具体的
方策
【７０－１】
・各教育研究組織ごとの中期
計画の達成状況等についての
「全学評価組織」等による評
価結果を踏まえ，役員会，経
営協議会，教育研究評議会に
おいて教育研究組織の見直
し，再編の検討を行う。

【７１】
○教育研究組織の見直しの方
向性

【７１－２】
・医学部保健学科を基礎に保
健学部（仮称）の設置を検討
することや，社会科学系学部
の夜間主コースの在り方につ
いて検討を進めるなど，教育
研究の進展や社会的要請に応
じ，既設の研究科，学部の組
織（学科，専攻等）の見直し
を行う。

【７１－２－１】
・医学部保健学科を基礎に保健学
部（仮称）の設置，社会科学系学
部の夜間主コースの在り方につい
て引き続き検討を進め，本年度中
に結論を得るよう検討する。

・社会的要請に応じ保健学研究科の設置について，平成１９年度実施
に向けて関係部局及び本省等と検討を開始した。なお，保健学部（仮
称）の設置については，その可能性について引き続き検討を進めるこ
ととした。
・平成１８年度から経営学部夜間主コースの廃止を決定した。なお，
経済学部の夜間主コースの廃止については，平成１８年度実施は見送
り，引き続き検討を行うこととした。

・「大型研究プロジェクト（科研）」に対し，助手を配置するととも
に，平成１８年度から「学内の卓越した研究プロジェクト」に対し，
教員を配置することとした。
・「国際拠点形成への配置（国際交流部門の強化）」に関し，平成１
７年７月１日設置の国際戦略本部の副本部長として，１０月１日から
教授１人を配置した。

・各種研修，セミナー，シンポジウム等への参加を通じて自己評価及
び第三者評価［平成２０年度実施予定の法人評価（教育研究について
の達成状況），機関別認証評価等］の評価結果及びその改善状況を教
育研究組織の見直しに反映させる方法の検討を進めている。
　また，学内共同利用施設の見直しについて検討を行った結果，時限
を設定する等の取扱を策定した。

【７１－１－１】
・教育研究の進展や社会的要請に
対応するために，教員の一定数
（平成１５年度末定員の５％ ）を
大学全体で柔軟に運用する仕組み
を活用し，大学の運営方針に基づ
いた教員の配置を検討し，平成１
８年度の配置案を作成する。

Ⅲ

【７１－１】
・教育研究の進展や社会的要
請に応じ，既設の研究科，学
部の教員定員の見直しを行う
とともに，新しい学問分野形
成やセンター等の設置に対応
するため，平成１６年度から
教員数の一定数（平成１５年
度末定員の５％）を大学全体
で運用する仕組みを確立す
る。

○教育研究の進展や社会的要請に応じ，適切な評価に基づき，教育研究組織の弾力的な設
計と改組転換を進める。
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Ⅱ　業務運営の改善及び効率化
３　人事の適正化に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・平成１７年度計画はなし

ウェ
イト

【７４－１】
・教員については現行の勤務
時間制度を見直し，裁量労働
制の導入等の勤務形態を検討
する。

【７４】
○柔軟で多様な人事制度の構
築に関する具体的方策

【７３－１－１】
・組織の再編等に質量ともに柔軟
に対応できる人員配置が行えるよ
う，学長裁量枠（平成１５年度末
定員の５％）の活用方法について
検討する。

【７３】
○中長期的な観点に立った適
切な人員（人件費）管理に関
する具体的方策
【７３－１】
・学長裁量枠（平成１５年度
末定員の５％）を設けるな
ど，組織の再編等に当たって
は，質量共に柔軟に対応でき
る人員配置を検討する。

【７２－２】
・職責，能力，業績を適切に
反映できる給与基準等の整備
について検討を行う。

○教員の流動性を向上させるとともに，教員組織の多様化を推進する。また，事務職員の
専門性の向上を図る。

【７２】
○人事評価システムの整備と
活用に関する具体的方策

Ⅳ

・卓越した研究プロジェクトへの重点的支援を行うため，「ＣＯＥプ
ログラム」７拠点に加えて「特別推進研究」など大型研究プロジェク
ト（科研）に学長裁量教員枠から教員を配置するとともに「学内発の
卓越した研究プロジェクト」６件に平成１８年度からの教員配置を決
定した。
・「国際拠点形成への配置（国際交流部門の強化）」に関し，平成１
７年７月１日設置の国際交流推進本部に学長裁量枠から教員定員を配
置した。

Ⅲ

【７２－２－１】
・職責，能力，業績を適切に反映
できる給与基準等について検討す
る。

Ⅲ

・国の給与構造の見直しを参考に，俸給表の改定，昇給制度の見直し
等について平成１８年４月から実施することとした。なお，今後も
「事務組織・人事制度デザインワーキンググループ」において継続し
て人事制度の見直しについて検討を行うこととした。

【７２－１】
・階層別評価の見直し及び職
務成果による評価について検
討する。

【７２－１－１】
・平成１６年度に引き続き，現行
評価制度の見直し及び職務評価に
係る検討体制を整備し，検討を開
始する。

○多岐にわたる人事制度を適切に評価し，活力ある組織に向けて人事の適正化を図る。

・「事務組織・人事制度デザインワーキンググループ」及び業務改善
プロジェクトを設置し検討を開始した。また，評価制度に係る基本的
考え方の検討に着手した。

進捗
状況

中
期
目
標

・平成１６年度から研究の業務の従事する教員及び研究員等を対象に
裁量労働制を導入したが、本制度の運用に関し各部局に設置した苦情
窓口への申し出もなく順調に実施出来ている。
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【７７－１－１】
・特別な知識等を必要とする者

【７６－１】
・採用及び人事施策にジェン
ダーバランスに配慮すること
を検討する。

Ⅳ

【７６－１－１】
・採用及び人事施策についてジェ
ンダーバランスを考慮し，女性教
員の比率を上げる方策を検討す
る。

【７６】
○外国人や女性の採用及び人
事施策に関する具体的方策

【７４－３】
・特別研究員制度（サバティ
カル制度）の導入について検
討する。

Ⅲ

【７４－３－１】
・サバティカル制度の導入につい
て検討する。

【７４－２－１】
・定年年齢の延長措置又は継続雇
用制度の在り方について検討し，
基準を策定する。

【７５－２－１】
・他大学，国内外研究機関，民間
企業等との人事交流を積極的に行
い，教育と研究の活性化を図る。

【７４－２】
・定年後の再雇用を視野に入
れた人事管理を行う。

【７５－１】
・公募制については，各研究
分野の特質にも配慮しつつ更
に導入を進める。任期制につ
いても分野，職種等を考慮し
て，プロジェクト研究など必
要に応じ，更に導入を進め
る。

【７７－１】
・特別な知識を必要とする者

【７６－２】
・外国人教員及び研究者をよ
り柔軟に雇用できるよう年俸
制等の導入を検討する。

【７７】
○事務職員等の採用，養成，
人事交流に関する具体的方策

・複数の部局において女性教員の採用人事を行った。

・サバティカル制度の導入に係る基本的な考え方を構築するため必要
な情報収集を行っている。また，経営学研究科では授業負担と管理運
営業務から開放して研究活動に専念させる特別研究員制度を設け２人
の教授に実施した。

【７５－２】
・他大学，国内外研究機関，
民間企業等との人事交流を積
極的に行い，教育と研究の活
性化を図る。

【７５－１－１】
・公募制の採用については,各分野
の特質にも配慮しつつ，任期制に
ついては,教育研究分野，職種の状
況を考慮して,規模の拡充について
の検討を行う。また，特任教員制
度を実施する。

【７５】
○公募制や任期制の導入など
教員の流動性向上に関する具
体的方策

・「事務組織・人事制度デザインワーキンググループ」において継続
雇用制度の在り方について，基準策定の検討を行っている。

・障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく法定雇用率を達成する
ため雇用計画を策定し，計画に沿って雇用した。

【７６－１－２】
・障害者の法定雇用率達成のため
の具体的方策を策定し，実行に移
す。

・寄附金等の外部資金により雇用する特命職員制度を設け，研究者及
び外国人教員等をより柔軟に雇用できるよう年俸制を導入した。

・公募制については特定の分野や一部の職種に限ってはすべての部局
で実施した。
・特任教員制度に基づき任期を付した教員９人を雇用した。
・寄附金等の外部資金で，期間を定めて年俸制により雇用する特命職
員制度及び看護師等の医療職員について病院における収入見合い経費
で期間を定めて雇用する特定有期雇用医療職員制度を設けた。

・文学部，国際文化学部及び文化学研究科においては教員の採用に当
たり，出身大学に偏らない方針のもとに教員の多様性に配慮する人事
制度を継続した。経営学研究科においては新規に２人の社会人助教授
を雇用した。

Ⅳ

Ⅱ

Ⅲ

【７６－２－１】
・外国人教員及び外国人研究者を
より柔軟に雇用するための方策に
ついて検討する。

Ⅲ

・平成１６年度に設置した「事務組織効率化・高度化プロジェクト」
踏 務 務

Ⅲ
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【７７－２】
・専門性の向上を図るための
専門研修の実施等について検
討する。

（例えば情報関係，特許関係，国
際関係，訴訟関係，診療報酬請求
関係，労務管理関係等）の採用に
ついて，具体的職種及び選考方法
について検討する。

（例えば情報関係，特許関
係，訴訟関係，診療報酬請求
関係，労務管理関係等）の採
用方法等を検討する。

Ⅲ

【７７－２－１】
・専門性の向上を図るための階層
別研修及び専門研修等を実施す
る。

・職員の資質向上のため，会計事務，情報処理，語学，接遇マナー研
修等を実施している。また，他機関が実施している専門別分野研修
（学生支援・教務，労務管理，国際交流・留学生，産学連携・知財，
施設・環境）等にも積極的に参加している。さらに管理職員を対象に
リーダーとしての力量の形成を図ることを目的とする研修の実施も検
討している。

Ⅳ

の検討を踏まえて，事務処理の更なる効率化と合理化，事務組織の横
断的かつ総合的なサービス機能を発揮できる体制を検討するため「業
務改善プロジェクト」を立ち上げ，その報告を基に「事務組織・人事
制度デザインワーキンググループ」において検討することとした。
・国際交流推進本部の設置に併せて，国際競争力のある教育研究環境
の実現という課題を実現するため，外国政府機関において勤務経験の
ある交流コーディネーターを公募で外部から登用し，海外諸大学との
ネットワーク構築，国際担当職員研修の企画及び海外諸大学のファン
ドの情報収集等を更に積極的に推進した。
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Ⅱ　業務運営の改善及び効率化
４　事務等の効率化・合理化に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・

・

・

・

・国際・研究協力部を国際部と研究推進部に改編した。

・

業務リストの作成，現行業務フローの作成，業務量調査，現行シ
ステム調査，業務担当者へのインタビューにより現状の事務組
織・業務について調査を行い，現状の個別課題・改善策について
分析を行った。

・本学にとって重要な課題である，国際交流事業及び産学連携事業を
より強力に進めていくため及び監査の中立性を確保するために平成１
７年１０月に下記のとおり一部前倒して改編し，事務組織がより専門
職能集団として役割が果たせるようにした。

・国際・研究協力部を国際部と研究推進部に改編したことにより，業
務の専門性や効率性が向上されるとともに部局教員とのプロジェクト
チームを編成するなど部局との連携もより図れるような体制とした。
・各種の専門分野研修の参加やパソコン研修等を行うことなどにより

務

【７８－１】
・役員会を中心とする機動的
な大学運営に当たって，事務
組織に関する自己点検と評価
を実施し，より専門職能集団
としての役割を果たすことが
できるよう，組織の再編を平
成１８年度に整備することを
目途に検討を進める。

監査室を事務組織から外して学長の指示により監査業務を行う組
織とした。

中
期
目
標

○業務の効率化を図るため，「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」を踏ま
えて，「業務・システム最適化計画」を策定する。

学内プロジェクトメンバーや，各理事，部局長，事務局部長等へ
インタビューを行うことにより現状の事務組織・業務の主要課題
を抽出し，事務改革の方向性について検討した。

Ⅳ

【７８】
○事務組織の機能の見直しに
関する具体的方策

進捗
状況

○機動的な大学運営を支援するため，事務処理の効率化・合理化，事務組織の整備と再編
を進める。

事務改革の方向性検討結果，現状調査・分析結果を基に，事務組
織・業務のあるべき姿について検討した。
事務改革の方向性検討結果，現状調査・分析結果を基に，事務組
織・業務のあるべき姿の到達時の効果（定量効果，定性効果）を
算定した。

・平成１８年度の事務組織の再編に向けて，理事をリーダーとする学
内プロジェクトチームと外部コンサルタントによる協同プロジェクト
チーム（業務改善プロジェクト）を発足し，次の作業を進めた。

ウェ
イト

【７８－２】
・業務の専門性や効率性を向
上させるとともに，大学運営
を的確に推進するため，戦略
企画室や学部との連携を密に

務

【７８－２－１】
・業務の専門性や効率性を向上さ
せるとともに，大学運営を的確に
推進するため，企画広報室，経営
評価室及び情報管理室や部局等と

務

【７８－１－１】
・役員会を中心とする機動的な大
学運営に当たって，事務組織に関
する自己点検・評価を実施し，よ
り専門職能集団としての役割を果
たすことができるよう，本年度中
に組織の再編について検討をす
る。
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・

・

・

・

・教務システムの新たな教員・学生への機能である「履修登録」，
「履修登録確認」，「成績確認」を平成１８年度の本稼働に向けて現
在仮運用中である。また，運用に関する検討事項もシステム仕様の確
定と併せて教務システム専門委員会及び教務システム開発ワーキング
においてＷｅｂ機能の円滑な導入の検討を行い，これらを踏まえて平
成１８年３月下旬からＷｅｂ機能を公開している。
・財務会計システムについては，平成１７年度において機能強化，改
善を行う予定であったが，部局から改善要望のあった事項について，
費用対効果等の精査を行い，平成１８年度に機能強化・改善を行うこ
ととした。
・新人事・給与事務システムのワーキンググループにおいて，導入時
期及び機能要件等の検討を行い事務情報化推進プロジェクトに中間報
告を行った。さらに，引き続き現行の業務分析を行っている。
・新グループウェアの導入については，平成１６年度に行った新グ
ループウェア検討ワーキンググループの見直し結果を踏まえ，引き続
き情報企画課で検討を行った。また，ＩＴ戦略検討プロジェクトから
学長へ答申，決定された「ＩＴ戦略」に，ポータル型グループウェア
の導入についての提言を盛り込むなど，早期導入に向けて検討を行っ

【７９】
○事務処理の効率化と合理化
に関する具体的方策

・「業務改善プロジェクト」及び「ビジョン・政策策定プロジェク
ト」を立ち上げ，理事及び学長補佐をそれぞれのプロジェクトのリー
ダーとして，教員と事務職員が一体となったプロジェクト・チームを
編成し，共同して作業を推進した。

Ⅳ

事務改革の方向性を検討した結果，現状調査・分析結果を基に，
事務組織・業務のあるべき姿の到達時の効果（定量効果，定性効
果）を算定した。

・事務組織の横断的かつ総合的なサービス機能を発揮できる体制を検
討するため業務改善プロジェクトにより次の作業を進めた。

学内プロジェクトメンバーや，各理事・部局長・事務局部長等へ
インタビューを行うことにより現状の事務組織・業務の主要課題
を抽出し，事務改革の方向性について検討した。
業務リストの作成，現行業務フローの作成，業務量調査，現行シ
ステム調査，業務担当者へのインタビューにより現状の事務組
織・業務について調査を行い，現状の個別課題・改善策について
分析を行った。
事務改革の方向性を検討した結果，現状調査・分析結果を基に，
事務組織・業務のあるべき姿について検討した。

業務の専門性や効率性を向上させた。
・業務の専門性や効率性を向上させるとともに，大学運営を的確に推
進するため，企画広報室，経営評価室及び情報管理室や部局等との連
携を密にした事務体制を，「業務改善プロジェクト」において検討し
た。
・「ビジョン・政策策定プロジェクト」においては，学長補佐をリー
ダーとして企画広報室員，経営評価室員，情報管理室員，事務職員が
一体となったプロジェクトチームを編成した。

した事務体制に整備する。

【７９－１】
・各種事務処理を見直すとと
もに，平成１７年度以降に学
内ネットワークのアップグ
レードにより情報の共有化を
図り，文書管理，会議の開催
通知，会議室の予約管理など
事務処理の簡素化と迅速化を
図る。

【７８－３】
・事務の一元化・集中化と並
行して，事務組織の横断的か
つ総合的なサービス機能を発
揮できる体制について検討す
る。

【７８－４】
・弾力的な業務運営のため，
必要に応じて教員と連携した
プロジェクト・チーム制を導
入する。

【７９－１－１】
・教務事務システムのグレード
アップ及び財務会計システムの機
能強化・改善を行う。また，他の
事務支援システムについては，平
成１６年度に引き続きグレード
アップの検討を行う。

【７８－４－１】
・弾力的な業務運営のため，必要
に応じて教員と連携したプロジェ
クト・チーム制の導入について検
討する。

Ⅲ

Ⅳ

【７８－３－１】
・事務組織の横断的かつ総合的な
サービス機能を発揮できる体制に
ついて検討する。

の連携を密にした事務体制に整備
することについて検討する。

Ⅲ

         - 71 -



神戸大学

・平成１７年度計画はなし

・財務会計システムの運用については，購買管理ワーキンググループ
での検討により，立替払請求書添付書類を削減すること等により事務
の簡素化を図ることとした。また，学会参加費等に含まれる食事代相
当分の控除方法についても取扱基準を策定した。

ている。

【８０】
○業務の外部委託等に関する
具体的方策

【７９－１－２】
・平成１６年度の検討を踏まえ，
財務会計システムの運用について
各事項ごとに立ち上げたワーキン
ググループを中心として，制定し
た要項の取扱，新たな要項制定に
向けての検討等を行い，より合理
的，効果的なシステムの活用を図
る。

Ⅲ

【８０－１】
・業務処理の点検を行い，職
員の業務を分析し，費用対効
果を考量して業務の外部委託
を実施し，業務の合理化に努
める。

【８１】
○「業務・システム最適化計
画」の策定に関する具体的方
策
【８１－１】
・業務の効率化を図るため情
報通信技術の活用とこれに併
せた業務の見直し，簡素化及
び効率化並びに費用軽減化な
どの向上を図るための「業
務・システム最適化計画」を
策定する。

・外部委託については，事務局における車輌管理，複数部局における
ファイリング業務，図書館における外部からの依頼による文献複写業
務等について合理化，費用対効果の検討を進め，車輌管理を除いて外
部委託が実施された。また，既に外部委託されている警備業務をＰＦ
Ｉ事業に包括することにより業務の軽減を図ることとしている。な
お，車輌管理については，検討の結果，運転手の在職中は外部委託を
行わないこととされたものである。

【８０－１－１】
・外部委託については，組織の現
状，今後の状況を踏まえ，事務
局，部局の連携を図り業務の選別
及び導入の可能性等についての検
討を進める。

Ⅲ

・平成１８年３月に中期目標、中期計画として新たに策定したため、
未実施。
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Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

1.戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 ・
(1)全学的ないし部局共通的な特徴的取組
①神戸大学のミッション・ビジョン・長期戦略の抜本的改定
・

②「神戸大学教育研究活性化支援経費」の活用状況
・

②事務業務の高度化・効率化を目指した業務改善プロジェクト
・ ③特命職員制度・年俸制等の導入

・

③戦略的意思決定の確立に向けた体制整備 ・
・

④ＩＣＴ基盤の統合のための「統合認証システム」の導入
・

④委員会整備による運営合理化
・

3.資源配分の修正，及び中間評価・事後評価の実施状況
(1)全学的ないし部局共通的な特徴的取組

⑤「学術研究推進戦略」策定のための体制構築 ①共同利用施設の時限の設定と内容の見直し
・ ・

・
⑥国際交流促進に向けた体制整備
・

(2)個々の部局等における特徴的取組
①教育資源の有効活用によるＭＢＡプログラムの充実

(2)個々の部局等における特徴的取組 ・
①執行部と委員会組織の効率的活用
・

②迅速な意思決定を行う体制の確立
・ 4.業務運営の効率化に向けた取組

(1)全学的ないし部局共通的な特徴的取組
①国際部の新設等事務局組織の改編

③産学官民連携強化のための取組 ・
・詳細はⅠ5(1)①参照。

・
2.戦略的・効果的な資源配分の実施状況
①卓越した研究プロジェクト等への学長裁量枠定員の戦略的措置 ・

全国的に人員不足の状態となり優秀な人材が得難い状況となっている医療職員を確保する
ために「医学部附属病院特定有期雇用医療職員制度」を設け，患者サービスの向上，診療
体制の充実を図った。

学内の共同利用施設の時限の取り扱いを定めた。今後，学内の共同利用施設は中期計画期
間(６年)内に施設の評価を実施した上で，必要に応じて見直しを図る。

寄附金等の外部資金により，国内外の特に優れた能力又は高度の専門的な技能又は資格を
有する者を期間を定めて雇用する「特命職員制度」を設置した。さらに，当制度により研
究者及び外国人教員等を柔軟に雇用できるよう年俸制を導入した。

事務組織再編・整備及び事務業務改善のため，外部のコンサルティング・ファームと協同
で「業務改善プロジェクト」を設置した。現在，業務量調査を実施しており，今後は調査
結果に基づいて，人材育成や対価効果を考慮しつつ，アウトソーシング等も視野に入れな
がら，業務内容の見直し，改善を行うこととしている。

平成１７年４月，「学術研究推進機構」の下に「学術研究推進室」を設置し，国際的競争
力のある学術研究活動に資するため，「研究設備の整備に関するマスタープラン（案）」
の策定作業を開始した。

中期計画等を審議する将来計画委員会とその進捗状況を点検・評価する評価委員会の委員
を部局等の長に統一することで，運営の合理化を図った。また，将来計画委員会に，学内
教育研究施設等のセンター長をオブザーバーとして参加させ，大学の戦略を決定する過程
で各センターの意見を反映させるとともに，意思決定の透明性も高めた。

学部，研究科内の執行部体制と各種委員会の有機的な活用により役割分担の明確化，運営
の効率化，会議開催頻度，会議時間の削減等を図った（経営，保健，海事）

企画部社会連携課において神戸大学基金を専属で担当する職員を配置し円滑な基金の導入

国立大学法人化を契機として，基本理念（ミッション，シェアド・バリュー，ビジョン）
の明文化，長期戦略の策定を行うため，外部コンサルティングファームとの協同プロジェ
クトを立ち上げた。現在，環境認識の調査研究・分析（キーパーソン・インタビュー，経
営環境の分析，他大学の取り組み等）をほぼ完了し，基本理念のステートメントの作成に
取り掛かっている。

戦略的な法人運営体制を確立するため，種々の案件を将来計画委員会，評価委員会，部局
長会議，教育研究評議会及び経営協議会等において審議し，学長のリーダシップの下に，
各委員会及び会議等にて意見調整を行った上，役員会において最終決定した。それぞれの
会議における付議案件については，役員会において選別・強化を行い，会議の効果的かつ
効率的運営を図った。また，学長・学長補佐会議においては役員会における学長提案の支
援を行った。

平成１８年１月の統合情報基盤計算機システムを神戸大学におけるＩＣＴ基盤の統合の第
一歩ととらえ，統合認証システムを導入し，全学の主要な情報システムのユーザ・パス
ワード管理を統合した。情報教育用端末を１,２１５台導入し，全学における情報処理教
育環境を整備した。

学長裁量枠（平成１５年度末教員定員の５％）により，新たに「国際交流推進本部」に教
授１人(副本部長)，「大型研究プロジェクト（科研）」に助手２人を配置した。また，
「学内初の卓越した研究プロジェクト」を学内公募し，役員会で審査を行い，学長裁量枠
から，６プロジェクトに７人の配置を決定した。

科学研究費補助金，共同研究，受託研究その他の競争的資金の間接経費，及び寄附金の管
理費等を財源とする｢教育研究活性化支援経費｣（186,000千円）から「戦略的・独創的教
育研究プロジェクト経費」として，本年度は50,300千円を，学内の競争的環境の下で財務
資源を戦略的に配分した。

学部長を中心とした学部長補佐体制（国文，海事），学部長・評議員・学科長等からなる
執行部体制（理）の構築及び委員会の統合（国協）により迅速な意思決定，機動的・戦略
的な学部，研究科運営を行った。

都市安全研究センターの改組計画は，平成１７年１２月の神戸大学役員会で認められ，平
成１８年度から６年間の時限で新しい研究体制が発足することになった。外部評価で指摘
された意見を強く反映し，迅速な救急医療支援・科学的な災害調査・復興支援強化を図る
ための「救急医学・支援特別部門」を新設し，防災に加えて減災の研究を目的とする体制
へ移行することとした。

国際・研究協力部を国際部と研究推進部に分離し，神戸大学が重視する国際化への対応が
迅速に行える体制を整備した。

「戦略企画室」，「情報・評価室」及び「広報室」を「企画広報室」，「情報管理室」及
び「経営評価室」に再編し，学長のリーダーシップの下でより効率的なマネジメントが出
来る体制を整備した。

経営学研究科において，平成１８年度から学部夜間主コースの新規募集を停止し，限りあ
る教育資源を社会人ＭＢＡプログラムに振り換えることにより，産業界からの要請が強い
専門職大学院の充実を図ることとした。

本学が重視している国際性豊かな教育研究をより一層促進させるために，事務局の「国
際・研究協力部」から「国際部」を独立させた。更に，交流コーディネーター（外国政府
機関における勤務経験者）の登用により，海外諸大学とのネットワーク構築として本年度
は２０の協定を締結するとともに，国際担当職員研修の企画及び海外諸大学のファンドの
情報収集等を積極的に推進した。
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②産業界や官界等との人事交流の促進
・ ・
(2)個々の部局等における特徴的取組
①複数組織の協同による機動的・効率的運営
・ ・

②ペーパレス化による事務資料の省略化
・ 7.監査機能の充実について

①独立性・公正性を維持するための体制整備
③病院経営に関する改善 ・
・

②三者懇談会の開催による情報共有
・

・
③監査報告書の学内公開

・ ・

・
・看護補助業務要員を２４人増員し，看護師の業務の充実を図った。

④監査実績
・以下の監事監査及び内部監査を実施した。

5.収容定員の充足率について ・
・

・会計監査人監査については期中監査を２回，期末監査を１回実施した。
・監査により改善された主な事例
・

6.外部有識者の活用状況
(1)全学的ないし部局共通的な特徴的取組 ・監事の意見により改善が進んでいる主な事例
①経営協議会の活用 ・
・経営協議会では，以下の案件を審議し，大学運営の方向性を策定する際の指針とした。
・

・
②外部有識者の特別顧問への任用
・

(2)個々の部局等における特徴的取組
①外部有識者の任命と活用
・

・

・

管理事務が行える体制を構築した。

定員充足率は，学士課程が１１５.５％，修士（博士前期課程）が１１９.０％，博士後期
課程が１２７.９％，博士一貫課程が１４１.４％，専門職学位課程が１０７.８％であ
る。（詳細は巻末の別紙参照）

平成１６年度の業務実績及び決算，平成１８年度概算要求，人事院勧告への対応，事務
組織・人事制度デザイン，国立大学法人評価委員会の評価結果，神戸大学基金，監査室
の見直し，中期目標・中期計画の変更，平成１８年度年度計画，平成１８年度予算編成
方針など

外来化学療法室を設置したことが入院患者の在院日数の減少（平成１６年度：２３.６日
→平成１７年度：２２.０日），及び患者のＱＯＬの改善に寄与した。

医学部附属病院において，昨年設置された「病院アドバイザリー・ボード」の外部監査員
に加え非常勤の特別顧問から，病院経営の在り方について具体的な助言を得ている。

経済経営研究所においては，ＥＵＩＪ関西を支援するための「国際研究支援センター」と
「ＣＯＥ事務室」を統合した「グローバル国際経済経営研究サポート室」を開設すること
によって，海外の研究者の招へいや研究活動の成果報告作成等の事務が効率的に行えるよ
うになった。

附属病院において，退院患者に関わるカルテ返却システムを整備し，カルテの集中管理を
徹底した。

平成１６年度に設置した「病院経営戦略会議」に加え，病院経営に関する意思決定機関で
ある「病院執行部会議」，及び重要事項の諮問・答申を行う「病院運営審議会」を設置
し，病院担当理事が主宰する既設の「病院事業室」，「病院経営会議」との連携の下に，
病院運営に万全を期した。

電子情報等を利用しペーパレス化を図ることによって，印刷経費の節減及び事務職員の資
料作成等の業務軽減を図ることができた。(文化，工，理，医）

「社会人助教授任用制度」を積極的に活用し，民間企業及び財務省から招へいした社会人
出身教員５人が，研究・教育の両面のみならず，大学と産業界・官界との持続的・発展的
な連携に寄与している。（経営）
ＹＬＰ（Young Leaders' Program）の教科内容を充実させるため，総務省から地方行政担
当官を教授として招へいしており，外務省との人事交流を含めて，研究科独自の教育プロ
グラムを強力に推進している。（国協）

監事・監査室・会計監査人の三者が連携し，毎月１回「三者懇談会」を開き，情報交換し
監査情報の共有を行い，効率的で効果的な監査に資している。また，定期的に学長を含め
た懇談会を開き意見交換を行っている。

平成１７年度から「監査室」を学長直属の組織とし，監査における独立性・公正性を確保
した。

社会科学系学部等事務部を改編・合理化し，学生の利便性とサービス向上を図った。

的確な診療報酬請求が行えるように，各病棟に専任クラークを延べ１２人配置した。

労務管理，科学研究費補助金，内部統制，安全管理・危機管理，個人情報管理（監事・
内部合同），資産管理（内部），環境管理（監事）

小型舟艇の監査において，監事は舟艇を利用する課外活動団体に対する安全対策等につ
いて，監査室は，舟艇の適正な管理について，それぞれ改善対応報告書を提出させ，そ
の後フォローアップを行い対応の完了を確認した。

「学術におけるミスコンダクト防止について（提案）」において，①研究における全学
を対象とする倫理綱領の制定　②上記倫理綱領を踏まえて，四大学術系列個々に適合し
た研究行動指針の制定　③研究のミスコンダクトに伴う仲裁・裁定機関設置，について
の意見表示に対して，現在担当理事の下に「研究活動規範検討委員会」を立ち上げて，
検討している。
平成１６年度のハラスメントの防止体制についての監事意見に基づき，セクシュアル･
ハラスメントだけではなく，パワーハラスメントやアカデミックハラスメントを包含し
た内容にすることにより，従来からあったハラスメント防止体制を更に拡充した。日本企業の海外拠点での統括経験を持つ特別顧問を迎え，法人運営に当たって，経営・財

務に関する専門的な立場から助言を得ている。

経営学研究科において，企業のトップマネジメント経験者等から構成される「アドバイザ
リー・ボード」を設置し，専門職大学院（ビジネススクール）を主たる対象にしつつ，研
究科の教育・研究・社会連携の諸活動や組織運営の全般について産業界からの外部点検・
評価を受けるとともに，高度専門職業人（経営のプロフェッショナル）養成に対する産業
界からの支援体制の充実を図った。

附属病院において，病院経営に造詣が深い公認会計士と共同して経営分析を実施し，中期
計画期間中の推計財務諸表を作成した。

監査の実施後，監査結果を学内文書管理システムに登録の上，全職員が閲覧可能とし，改
善が必要な部署からは改善対応報告を受けるとともに随時，フォローアップを行ってい
る。また，会計監査人監査については，期中・期末監査を実施の都度，監査結果につい
て，説明会を開催し，会計経理の適正化を図っている。
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Ⅲ　財務内容の改善に関する目標
１　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

○科学研究費補助金など外部研究資金その他の自己収入の増加を図る。

【８２－１】
・全学的に意識の向上を図る
取り組みとして，産学官民連
携研修会，科学研究費補助金
説明会等を開催し，学長等に
より外部資金獲得の促進を要
請している。今後，さらにこ
れらの取り組みの充実強化を
図る。

・本学教員に対し，１０月からホームページに競争的資金一覧（国・
政府系関係機関）を開設するなど最新情報を提供した。
・産学連携コーディネータと連携して申請するシーズ育成では５０件
申請し７件採択されるとともに，ＮＥＤＯのマッチングファンド，地
域創成コンソーシアム形成などで競争的資金を獲得するなど教員に対
する支援を積極的に行った。
・各部局においても積極的な応募支援に取り組んでおり，教授会等で
情報の徹底と外部資金獲得の奨励を行っている。国際文化学部，発達
科学部においては，教授会等を通じた周知徹底のほか，記載方法の助
言も行っている。

・本学における知的財産及び協力研究の取扱いについて職員の理解，
意識向上を図るため，「知的財産・協力研究ハンドブック」を作成
し，産学官民連携活動，知的財産活動の手引きとしての利用を図っ
た。
この結果，共同研究２１７件（604,865千円），受託研究１５５件
（867,183千円）の受入を行っており，前年度に比べ件数で約８．
５％，受入金額で約１３．０％増となった。
・産学官民連携の活動から必然的に発生する利益相反がより深刻な事
態に陥ることを未然に防ぐため，「神戸大学利益相反マネジメント」
を作成し，各部局において説明会を開催した。

【８２】
○自己収入の増加に関する具
体的方策

ウェ
イト

・役員会，部局長会議等に定期的に外部資金獲得状況を報告し点検・
評価（問題点・課題の分析）を実施している。
・本学教員に対し，１０月からホームページに競争的資金一覧（国・
政府系関係機関）を開設するなど最新情報を提供している。また，連
携創造本部の専任教員や産学連携コーディネーターが中心となり，応
募の支援を行っている。

Ⅲ

【８２－２－１】
・競争的資金等に関する情報を提
供するとともに，プロジェクトの
申請に向けた研究グループのコー
ディネート，申請書の内容及び記
載方法に対する助言等，積極的な
応募支援を行う。

【８２－３－１】
・競争的資金の公募情報の分析と
教員への応募の働きかけととも
に，外部資金の獲得状況をフォ
ローアップし，獲得のための方策
に反映させる体制を整える。

Ⅲ

【８２－２】
・競争的資金等に関する情報
を提供するとともに，申請書
の内容及び記載方法に対する
助言等，積極的な応募支援を
行う。

進捗
状況

【８２－３】
・外部資金の獲得状況を常に
点検，評価し，外部資金獲得
の向上に資する。

【８２－１－１】
・産学官民連携研修会，科学研究
費補助金説明会等において，外部
資金獲得に関する情報や申請のた
めの具体的な手法等を提供し積極
的な応募を支援するとともに，競
争的資金の獲得に向け，産学官民
連携に関する具体的数値目標を提
示するなど，その実現に向けた全
学的な取り組みを強化する。

中
期
目
標

Ⅲ
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【８３－１－１】
・研究成果を知的財産として機関
管理するに当たり，有用な発明の
発掘，迅速な特許等出願に努め，
効率的な出願・権利維持管理を行
う（発明届出目標１００件，出願
目標８０件）。また，ＴＬＯ等を
活用して権利活用を推進する。

・発明の発掘や権利の維持管理活動を行った結果，平成１７年度実績
として，発明届出１１６件，出願８８件に達した。また，権利活用に
ついては，ＴＬＯと連携して活動している。
・大学の知的財産の譲渡により1,250千円，発明の実施許諾による実
施料として，304千円，合計1,554千円を得た。

・科学技術振興機構の特許出願経費支援制度を利用し申請を行い，４
件全てが承認された。その結果，平成１７年度は1,235千円の経費が
削減された。

Ⅲ

【８３－３－１】
・平成１６年度に引き続き，公開
講座等の自己収入確保に対しイン
センティブが働く方式を検討す
る。

Ⅲ

【８３－２】
・大学発ベンチャーの増加を
図り，社会貢献を果たす。

【８３－１】
・特許取得を進め，出願件数
を増加させる。

【８３－１－２】
・外国出願は，イノベーション支
援本部が出願の可否を精査し，必
要に応じて科学技術振興機構の特
許出願経費支援制度を有効に活用
し，経費の削減を図る。

・前年度と同様に講習料，財産貸付料等について自己収入確保に対し
インセンティブが働く方式として収入額の８０％を予算配分した。ま
た，学生納付金に各部局収入目標額を設定し，達成超過額等にインセ
ンティブを働かすことについて検討内容を踏まえて，平成１８年度
早々に審議し決定していくこととした。

Ⅲ

・「ベンチャー支援部門」及び「神戸ベンチャー支援＆研究会」にお
いて，起業準備段階から起業後の企業運営まで支援している。今年度
起業相談１３件を行った結果，３件の本学発ベンチャー（ＮＰＯを含
む）が設立された。
・本学の教員や学生が大学発ベンチャーを起業する場合に，必要な起
業プロセスについてイメージを持ってもらうため，「大学発ベン
チャーの起業プロセス」を作成し，大学発ベンチャー起業支援活動の
手引きとして利用を図った。
・インキュベーションセンターには，本学発ベンチャー企業等が６室
入居しベンチャー企業の開発試作等の場として提供している。
・農学部では，「神戸大学ビーフ」，「神大のちょっと変わったばれ
いしょ」，「神大のなし」等が有名百貨店で販売され，３月には産学
官連携で生まれた清酒「神戸の香」の販売も開始した。

【８２－３－２】
・平成１７年度計画にはなし ・学長を中心として，基金創設に向け検討を重ねている。創設予定に

ついては，学長が学内外においてアナウンスを行っており，基金への
寄附の意向も示されている。

【８３】
○収入を伴う事業の実施に関
する具体的方策

Ⅲ

【８３－３】
・学内における収入見合事業
の実施を図る。

【８３－２－１】
・研究シーズの事業化を支援し，
大学発ベンチャーの増加に努め
る。

Ⅳ
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Ⅲ　財務内容の改善に関する目標
２　経費抑制に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・平成１７年度計画はなし

ウェ
イト

○「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件
費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組を行う。

Ⅲ

【８４】
○管理的経費の抑制に関する
具体的方策

進捗
状況

【８４－１－１】
・業務内容の見直しによるアウト
ソーシングの検討を行い，人件費
の削減を行う。

【８４－２－１】
・平成１６年度に引き続き，電子
化等を推進することによる印刷
物，定期刊行物等の経費の削減を
行う。

【８５】
○人件費削減の取組に関する
具体的方策

【８４－２】
・印刷物のＷｅｂ化を検討
し，印刷経費を削減する。

【８５－１】
・総人件費改革の実行計画を
踏まえ，平成２１年度までに
概ね４％の人件費削減を図

・平成１８年３月に中期目標、中期計画として新たに策定したため、
未実施。

・平成１７年度にＷｅｂ・電子化を実施し，印刷物を廃止・部数削減
したものは次のとおりである。
印刷物廃止 ： 図書館要覧，発達科学部シラバス（Ｗｅｂ化は平成１
６年度から），医学部学部案内，海事科学部内規集・委員会名簿
印刷物部数削減 ： 施設概算要求説明資料，図書館利用案内，国際文
化学部・理学部・医学部会議資料，海事科学部シラバス
上記印刷物以外においてもＷｅｂ・電子化を行い，印刷物廃止・部数
削減に，積極的に取り組んでいる。
なお，参考までにＷｅｂ・電子化による主たる印刷物の経費は，平成
１６年度実績と比較して約４６０万円削減できた。

中
期
目
標

・外部のコンサルティング・ファームと協同で「業務改善プロジェク
ト」を設置し検討を行っている。

・雇用についての基本方針に基づき担当授業科目，担当時間数等雇用
計画を見直し実施した。Ⅲ

Ⅲ

○大学運営全般にわたり，財務状況の分析を行い，効率的，効果的に経費削減を図る。

【８４－１－２】
・非常勤講師任用についての基本
方針を策定する。

【８４－１】
・人件費の削減，非常勤講師
経費の節減，非常勤職員経費
の節減等を平成１７年度から
実施する。
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Ⅲ　財務内容の改善に関する目標
３　資産の運用管理に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・平成１７年度計画はなし

・国立大学法人神戸大学施設使用基準において，使用料を減額できる
範囲等の取扱いを定め，資産の有効利用を図ることとした。

【８６－１－１】
・平成１６年度決算を踏まえた運
営費交付金及び寄附金等の資金の
効果的な活用を図るとともに，資
金の運用環境の分析を行い，国債
等の金融商品への資金運用等の再
検討を行う。

中
期
目
標

【８６－１】
・運営費交付金及び奨学寄附
金等の資金の効果的な活用を
図る。

【８６】
○資産の効率的運用を図るた
めの具体的方策

Ⅲ

【８６－２】
・土地及び建物施設の適正な
利用料金等の検討を行い，資
産の有効活用を図る。

【８６－２－１】
・大学発ベンチャー，ベンチャー
起業プロジェクトが本学施設・設
備を使用する場合に廉価で使用す
ることができる取扱いを検討す
る。

進捗
状況

○全学的かつ経営的視点に立った資産（土地，施設，設備等）の効率的な運用を図る。

【８６－３】
・継続的な施設の点検と評価
を踏まえ，教育研究活動に応
じた効果的なスペース配分な
ど，施設の有効活用を推進す
る全学的方針の確立を図る。

・工学部学生食堂の整備に当たり、２７８㎡、１９０席の老朽化施設
（昭和４８年築）に隣接する形で「学生ホール」１５１㎡、１３３席
を増築し、食堂機能を拡充するとともに，学習・情報・交流の場とし
て利用することとした。

・計画どおり国債の購入（２５億円）及び大口定期預金（５億円）で
資金運用を行っているところであるが，更に見直しを図り運用資金の
増額並びに超短期の運用を目指す。

ウェ
イト

Ⅲ
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Ⅲ　財務内容の改善に関する特記事項

1.平成１７年度の財務の概況 ・
・ (単位:百万円 百万円未満切捨)

・

・
3.学長裁量予算枠の確保とその戦略的活用
①学長裁量予算枠の重点配分
・

・部局長裁量経費：各部局における年次計画の達成促進等 178,177千円
・学生支援経費：学生用図書の増額整備 20,000千円
・研究支援経費：ＲＡ経費，若手教員の研究支援，電子ジャーナル特別措置 122,185千円
・研究環境改善経費：外国人研究者等宿泊施設の確保 46,299千円
・施設改修関係経費：学内営繕事業，建物新営設備費，移転費等 380,798千円
・収入見合経費：講習料，財産貸付料，農場収入等の実績に応じた配分 133,169千円

・ 4.経費の節減に関する取組
①管理運営費の節減と事業経費の拡充
・

②分散型健康診断の導入による経費節減
・

③医療経費節減
・

5.自己収入の増加に関する取組
①自己収入の推移

2.予算制度の改革 ・
①補正予算制度の導入
・

②予算編成方針の修正
・

【平成１７年度自己収入内訳】

目的積立金（428,065千円）：　翌事業年度の当初予算配分には組み入れず，必要に応
じて大学の運営改善のために執行する。

経常収益については，自己収
入の増加（附属病院収益：前
年比1,355百万円）及び外部
研究資金の増加（受託研究等
収益：55百万円，受託事業等
収益：124百万円，補助金等
収益：242百万円，寄附金収
益：108百万円）により，運
営費交付金収益に係る効率化
係数を吸収した。

外部研究資金獲得の支援策として、競争的資
金一覧（国・政府系関係機関）をホームペー
ジ上（学内限定）で公開することにより、受
託研究（含む受託事業）（前年比42,434千円
（3.2%））、共同研究（前年比196,135千円
（48.0%））、科学研究費補助金（前年比
199,761千円（8.6％））の獲得額の増加につ
ながった。また、COE補助金（前年比55,000
千円（7.2％））、その他補助金（前年比
89,954千円（19.5％））においても増額と
なった。

経常費用については，附属病
院における診療経費（前年比
302百万円）を抑制するとと
もに，教育研究について，従
来の一律配分型研究経費（前
年比55百万円）を抑制し，教
育研究支援経費（前年比223
百万円）を増加させること
で，有力な教育研究への重点
配分へ転換し，競争的環境下
における資源の有効配分を
行った。

本学の「中期目標」及び「中
期計画」に明記している「財
務内容の改善」を達成すべ
く，経常収益の増加及び経常
費用の抑制に努めた。

平成１７年度においても平成16年度と同様に，学長裁量経費(30,000千円)及び病院長裁量
経費とは別に，学長リーダーシップの下本学の特徴を生かせる事項に重点的に配分した。

平成１８年度の予算編成方針・配分方式については，平成１６年度及び平成１７年度にお
ける基本方針を継承しつつ，大学運営に新たに生じた影響要因を踏まえて修正を行った。
主要な修正は，次の２点である。

政府の総人件費改革：　従来は人件費見込額を最優先で確保し，残額を物件費として配
分していたが，政府による総人件費改革を踏まえ，運営費交付金算定上の額（効率化係
数を反映）を基本とした予算枠（大学分 20,756,823千円，附属病院分 7,415,507千
円）を設定し，「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づい
て，本学で策定する計画等の状況に応じて修正することとした。（特記事項「Ⅲ７①」
参照）

附属図書館において，賃金（業務合理化・効率化による非常勤職員雇用の抑制），印刷費
（図書館要覧・利用案内のＷｅｂ化等），光熱水費の節減（契約単価の低減効果），消耗
品費・旅費の節減等により，法人化後の２年間で管理的経費を総額で５％節減し，これを
事業経費に充当することにより，サービスの向上を図った。

保健管理センターにおいて，従来，六甲台地区職員の一般定期健康診断は９月の３日間及
び１１月の４日間で計７日間の集中型であったが，平成１７年度より，９月から２月まで
の毎週火・木曜日の分散型に改めることにより，部局からの当該健康診断実施に伴う派遣
要員（平成１６年度では４時間×４９人）を廃止するとともに，受検者の拘束時間を平均
２時間から３０分へと大幅に短縮し，大学全体としての機会損失の軽減を図った。

附属病院において，臨床検査システムの更新により，検査試薬の消費額の節減を図った
（55,602千円）。

予算の合理的な配分と執行を目的として，平成１７年度から補正予算制度を導入した。具
体的には，年度途中における人件費と自己収入の実績及び配分済み予算不要額の調査に基
づく補正予算に，病院収入の増減に対応するための保留分も含めて，平成１７年１０月に
第一次補正予算，平成１８年２月に第二次補正予算の編成を行い，予算配分の修正・追加
を実施した。

経常費用経常収益

【平成１６年度】

経常費用経常収益

【平成１７年度】

教育経費 2,479

研究経費 3,140

診療経費 13,893

教育研究支援経費 770

受託研究費 1,397

受託事業費 157

役員人件費 218

教員人件費 18,189

職員人件費 12,626

一般管理費 1,288

財務費用 867

経常費用合計 55,031

受託事業
4%

科学研究費
補助金

35%

受託研究
14% 共同研究

8%

寄附金
20%その他

補助金
8%

COE補助金
11%

教育経費 2,549

研究経費 3,085

診療経費 13,591

教育研究支援経費 993

受託研究費 1,398

受託事業費 285

役員人件費 224

教員人件費 18,466

職員人件費 13,083

一般管理費 1,436

財務費用 787

雑損 4

経常費用合計 55,908

運営費交付金収益 22,899

授業料収益 8,559

入学金収益 1,287

講習料収益 4

検定料収益 384

手数料収益 13

附属病院収益 18,502

受託研究等収益 1,459

受託事業等収益 295

補助金等収益 242

施設費収益 58

寄附金収益 1,460

資産見返負債戻入 1,101

財務収益 0

雑益 513

経常収益合計 56,782

運営費交付金収益 22,975

授業料収益 7,985

入学金収益 1,284

講習料収益 4

検定料収益 358

手数料収益 3

附属病院収益 17,147

受託研究等収益 1,404

受託事業等収益 171

補助金等収益 0

施設費収益 112

寄附金収益 1,352

資産見返負債戻入 1,083

財務収益 0

雑益 435

経常収益合計 54,319
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②文部科学省の教育支援策の活用 ④その他外部資金の獲得
・ ・

⑤医療収入の増加
・「２１世紀ＣＯＥプログラム」（５分野，７拠点: 計823,200千円） ・
・「魅力ある大学院教育イニシアティブ」（６プログラム: 計104,651千円）
・「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」（３プログラム: 計51,150千円）
・「大学教育の国際化推進プログラム」（戦略的国際連携支援他: 計 57,837千円）
・「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム」（２プログラム: 計49,998千円）
・

6.財務情報に基づく財務内容の把握と改善への取組
・ ①財務分析の実施と戦略的活用

・

③受託研究，受託事業，共同研究による外部資金獲得
・

・

・

・他の大学附属病院とのベンチマーク比較： 慶応義塾大学附属病院との比較分析
・

7.人件費削減等に関する取組
①人件費改革を踏まえた予算配分方法の見直し
・

・

・ ・

・ ・医療技術職員・看護師については，特定有期雇用医療職員制度の導入を図る。
・

②非常勤講師の勤務時間抑制
・

・

・
8.資産の運用管理に関する取組
①資金運用に係る意識改革
・

・

・

ＥＵＩＪ関西（大阪大学及び関西学院大学との３大学でコンソーシアムを形成）におい
て，ＥＵからの受託事業として，ＥＵに関する教育研究の拠点として，国際的に有用な
人材の養成，ＥＵに関する広報・啓蒙活動，ヨーロッパ諸機関との国際的な共同研究・
交流に関するプログラムを推進した（ＥＵ負担30,466千円）（ＥＵＩＪ関西については
「特記事項」Ⅰ４(1)④，同５(1)③等を参照）。

「大学国際戦略本部強化事業」(14,835千円)に採択され，国際戦略構想の策定・公表・海
外重点協力大学の選定調査等，国際研究教育活動の戦略確立に向けて活動を実施した。ま
た，平成１７年度から採用した交流コーディネーター等により，専門的人材及び国際交流
を支える広範な人材養成のための研修を実施し，国際交流業務の更なる強化を図った。

大学教育改革支援に伴う文部科学省の各支援事業については，各部局等に対して学内研修
や会議等のあらゆる機会を通じて積極的に申請するように働き掛けるとともに，具体的な
申請に当たっては，役員会等でヒアリングを行うことにより，内容の充実を図った。この
ことにより，以下の補助金を獲得し，教育研究活動の更なる展開を実施することができ
た。

海事科学部において，日本財団・文化庁・日本学術振興会から「海事科学部附属海事博
物館」の設備充実とデジタル化のための資金を獲得した（13,800千円）。

財務部において，財務情報の分析を実施し，経年比較できる体制が整備された。これに伴
い，中期計画期間（平成１６～２１年度）内での損益推計を行い，経営・財務分析を実施
した。平成２１年度までの人件費所要見込額（給与構造改革の基本給△４．８％を勘案）
等を基に，大学分，附属病院分，合算の損益を試算した結果，大学分では平成２１年度ま
で損失が発生するが，物件費予算配分を抑制して損益の均衡を図ることとした。
平成１６年度設置の「病院事業室」において，平成１７年４月から８回にわたって会議を
開催し，病院の年度内事業及び将来の財務予測について検討を行った。

非常勤講師の任用計画（担当授業科目，担当時間数等）の見直しを行い，非常勤講師の雇
用は専任教員によって補えない分野や，先端研究の一端を知らしめるための講義などに関
するものとし，非常勤講師経費の削減を図った。（本部経理支出額で対前年度比１１％
減）具体例として，理学部においては，平成１６年度には１,１７０時間であった非常勤
講師勤務時間を，平成１７年度は９９０時間に抑制することにより経費の節減に努めた。

資金を運用するに当たり，三井住友銀行，東京三菱銀行（現：三菱東京ＵＦＪ銀行），日
興コーディアル証券の３金融機関による説明会を開催し，役員会並びに財務委員会におい
て今後の資金運用及び管理についての検討を行った。

このうち，平成１７年度に見られる特徴ある受託研究等を示せば，例えば，以下のものが
挙げられる。

「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」（１プログラム: 計
30,000千円）

文学部において，日本財団からの研究助成金により，「海港都市文化学の創成」を目指
した海港都市研究センターの活動を推進した（6,400千円）。

附属病院において，医師と看護師の増員及び待遇改善により，病床稼働率（平成１６年度
８０.９６％→平成１７年度８３.２２％），１日当たり外来患者数（平成１６年度１,６
１５人→平成１７年度１,６７４人），医療収入（平成１６年度16,922,439千円→平成１
７年度18,186,198千円）といずれも前年度を上回る成果を達成した。また，診療放射線技
師・言語療法士・歯科衛生士の増員により関連収入の増加を実現した。（2,605千円/月）

「行政改革の重要方針」において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減
の取組みとして，平成１８年度から平成２１年度まで，概ね４％の人件費の削減を図るこ
ととし，以下の削減方針の他，具体的削減方法について検討を進めている。

農学部附属食資源教育研究センターにおいては，「神戸大学ブランド」を冠した生産物，
具体的には，牛肉（「神戸大学ビーフ」）やジャガイモ，なし，日本酒（「神戸の香」）
を販売し，長年の研究成果を市場で公開するとともに，部局の自己収入の増加にもつなげ
た。（9,500千円の増）

実施事項： 平成１６年度～平成２１年度の推計財務諸表の作成（月次決算を作成する
ことにより中期計画中の病院経営の適正化を図る）

国際協力研究科において，ＪＩＣＡの国際協力援助プログラムのうち「ラオス国国立大
学経済経営学部支援事業の延長プログラム」（21,546千円）と「イエメン国タイズ州地
域女子教育向上プログラム」（株式会社パデコと共同）（3,275千円）の２件を受注
し，それぞれの業務遂行とともに，研究科の教育環境を改善する上で有効に活用した。

経営学研究科において，国際協力銀行の円借款事業「中国内陸部・人材育成事業」のう
ち，『企業管理人材（ＭＢＡ）教育方法をテーマにした「中国内陸部人材育成事業」特
設研修コース開発に関わる提案型調査』を受託し，企業経営にとって重要な会計・金
融・流通・物流などを含めたＭＢＡ教育について十分な教育サービスが提供されていな
い中国内陸部大学を対象に，企業人材育成の現状と課題について調査を実施することに
より，神戸大学の専門性や特徴を活かした特設研修コースの開発とその実行可能性等に
ついて知見を得た（15,921千円）。

受託研究等（100万円以上）について，部局等別の件数は，文学部４件，国際文化学部１
件，発達科学部３件，附属学校園１件，経済学研究科１件，経営学研究科３件，理学部１
１件，医学系研究科・医学部１６件，医学部保健学科２件，附属病院５４件，工学部２９
件，農学部１０件，海事科学部９件，自然科学研究科１７件，国際協力研究科２件，経済
経営研究所２件，遺伝子実験センター５件，バイオシグナル研究センター１件，内海域環
境教育研究センター２件，都市安全研究センター１件，分子フォトサイエンス研究セン
ター１件，イノベーション支援本部２件となる。
　また，共同研究（100万円以上）についても，部局等別の件数は，文学部２件，理学部
４件，医学系研究科・医学部１９件，医学部保健学科２件，附属病院３件，工学部３９
件，農学部１１件，海事科学部７件，自然科学研究科１１件，経済経営研究所１件，連携
創造センター６件，バイオシグナル研究センター２件，内海域環境教育研究センター１
件，都市安全研究センター１件となる。

検討事項： 医療経費の節減方策（Ｘ線フィルムのフィルムレス化，医療材料のコスト
削減，ＤＰＣ分析による平均在院日数短縮及びクリニカルパスの推進等）

事務・技術職員については，現在鋭意進めている「業務改善プロジェクト」の検討結果
を踏まえて削減目標を達成する。

平成１７年度において，役員及び職員の各俸給表の水準について０．３％の引下げを実
施した。

財務部において，現在は短・中期国債等で25億円及び大口定期預金で5億円を運用してい
るところであるが，更に短期の運用を図ることも検討している。
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Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
１　評価の基本的な目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）
進捗
状況

中
期
目
標

  ＊基礎指標：個人の研究業
績，教育業務，定員充足率，
学位授与率，科学研究費補助
金獲得額，産学官民連携や国
際交流の事業展開等の基礎的
課題を指標化し，達成度を明
らかにする。

  ＊部局の重点課題：学生に
よる授業評価など部局が重点
的に設定した教育改革課題，
研究プロジェクト，社会貢献
事業等についての達成度を明
らかにする。
  ＊全学的重点課題：２１世
紀ＣＯＥプログラム，大型研
究プロジェクト，全学共通授
業改革等の全学的重点課題に
ついて，関係部局の評価を踏
まえて全学的な立場での評価
を行う。

【８７－１－１】
・基礎指標の評価については，達
成指標(performance indicators)
等の開発を推進するとともに，神
戸大学情報データベース（ＫＵＩ
Ｄ）を活用して試行的に達成度の
評価を実施する。また，部局等に
おける重点的な評価活動及び全学
的な重点課題の評価の際にはこの
データベースを有効に活用する。

【８７】
○現状と到達点を適正に評価
する基準の策定

Ⅲ

○教育，研究，社会貢献，国際交流等の現状と到達点を適正に評価する基準を策定する。

・　神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の個人別データ項目及び
デ

○評価の結果を改善のために有効に利用する方法論を確立する。　

・神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の個人別データ項目及び組
織別データ項目の策定に当たっては，教育研究活動を中心とする大学
全体のさまざまな活動の達成度の把握とその評価を前提として行っ
た。また，既存データを中心に行った遡及入力の結果を基に，試行的
にＫＵＩＤを運用した。

【８７－２－１】
・教育研究活動を総合的，客観的

【８７－１】
・評価の対象を３つの局面に
分け，これらを有機的に関連
させて評価を行う。

ウェ
イト

【８７－２】
・基礎指標について，研究の

デ

○評価を適正かつ効率的に実施できる合理的な評価システムを形成する。
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＊全学レベル：全学的重点課
題について，「全学評価組
織」を平成１６年度に編成し
て全学的な観点から中期目標
期間中に評価を行う。「全学
評価組織」は，各学術系列に
おける教育研究の専門性を踏
まえながら，評価に関わって
実際に判断を行う組織「評価
委員会」，評価システムを研
究開発しデータの分析と集計
作業を行う組織「情報・評価
室」を分業的に内部編成する
などして，評価の合理性と効
率性を実現する。

【８７－３】
・評価に際しては，長期にわ
たる基盤的研究などの在り方
に対応できる評価方法を策定
する。

・自己評価及び第三者評価（法人評価と認証評価）を念頭に，「神戸
大学における点検・評価の基本的な考え方」にしたがった大学全体と
しての評価指針「神戸大学自己点検・評価指針（案）」を策定した。
・神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の個人別及び組織別データ
項目については，これらの項目が評価の基礎資料を提供するものであ
ることを前提としてその策定作業を行った。
・上記の指針やデータ項目の策定の過程においては，多様な教育研究
支援活動にかかわるデータ項目を含めて，各部局等の意見を聴取しな
がら，それぞれの活動の特性を活かす形でその達成度を把握し評価で
きるように検討を行った。

組織別データ項目を策定し，ＫＵＩＤの基本的フレームを構築した。
その過程において，学内に既存の個人別及び組織別データのデータ
ベース化を行うとともに，特に研究業績を中心とする個人別データ項
目等のＫＵＩＤへの遡及入力を実施した。また，将来の第三者評価
（認証評価）を念頭に，大学評価・学位授与機構（ＮＩＡＤ-ＵＥ）
のデータ項目との整合性を図ることにより，ＮＩＡＤ-ＵＥが提示す
る評価基準や各種観点の自己点検・評価への活用を検討した。

＊部局レベル：部局において
「評価委員会」を設置し，個
人や部局の基礎指標並びに部
局の重点課題について評価を
行う。

【８８】
○合理的な評価システムを形
成するための具体的方策

Ⅳ

に把握するために，神戸大学情報
データベース（ＫＵＩＤ）を構築
する。

【８７－３－１】
・教育研究の特性に配慮した点
検・評価の指針等を策定する。

【８８－１－１】
・全学及び部局レベルでの評価を
継続し，更に合理的，効率的な評
価システムを検討する。このため
に「情報・評価室」を「経営評価
室」及び「情報管理室」に再編す
る。

【８８－１】
・評価のレベルを次のように
分け，これらを重層的に進め
て評価を行う。

・既設の「情報・評価室」を，「経営評価室」と「情報管理室」に再
編し，特に前者の大学評価に対する機能を明確にした。また，平成１
８年１月から，全学の評価委員会の委員を部局等の長に改めることに
より，評価に関し部局内での意思疎通の迅速化を図るとともに，今後
の全学的な自己評価と第三者評価（法人評価と認証評価）に対するよ
り合理的かつ効率的な実施体制を整備した。

Ⅲ

Ⅲ

専門性に基づきながら，デー
タベースを作成する。
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【８９－１】
・部局においては，部局並び
に全学の評価結果に基づい
て，計画作成者と評価者の間
で十分な検討を行い，具体的
に改善を進め，次期計画の作
成においてそれを活かす。

【８９】
○評価結果を改善に有効に利
用するための具体的方策

＊中期計画に沿った評価と改
善を行うために，４年間の総
括的な評価を５年次に行い，
その評価結果を次の中期計画
を改善するために活かす。

【８９－４】
・中期計画の年次進行に適合
した評価を行い，改善を進め
る。

＊総括的な評価を有効に行う

Ⅲ

【８９－３】
・「全学評価組織」は，評価
結果を有効に利用するために
評価結果と改善点を役員会に
報告する。また，その報告内
容については，その事項に関
係する部局・部門にも知らせ
る。

【８８－３－１】
・評価結果の公表基準について検
討する。

・適切な外部評価を実施するために，「神戸大学における点検・評価
の基本的な考え方」に従った大学全体としての評価指針「神戸大学自
己点検・評価指針（案）」を作成した。

【８８－３】
・評価結果については，適切
な基準を定めて公表する。

Ⅲ

Ⅲ

【８８－２】
・原則としてそれぞれのレベ
ルにおいて外部評価を行う。

【８８－２－１】
・より良い外部評価を行うため
に，全学的な指針を定める。

【８９－２】
・全学的な評価事項において
は，「全学評価組織」がそれ
ぞれの事項について評価を踏
まえた改善点を整理し，関係
部局・部門に提示する。

【８９－１－１】
・各部局において，年次計画の達
成状況を確認・点検・評価した上
で，次年度の計画の策定に活用す
る。

・当面，法人評価に伴う実績報告書に関しては，その要旨を含めて，
ホームページ上で公開するとともに，各部局等における自己点検・評
価の結果についても最終的にとりまとめられた報告書についてはホー
ムページないし冊子形態で公開することを原則とした。その他の個別
研究プロジェクト等にかかる評価結果についても原則公開とすること
で検討を進めている。

Ⅲ

Ⅲ

・平成１７年度の上半期が経過した時点で当該年度計画の実施状況を
確認・点検した上で，その結果を，平成１７年度年度計画の達成度評
価や，平成１８年度年度計画の策定等に反映させた。

【８９－４－１】
・企画広報室，経営評価室におい
て年度計画の実施状況の定期的点
検を行うことを通じて年度実績評
価を着実に実施し，その結果を次
年度の年度評価や次期中期目標・
計画の策定に確実に反映させる。

【８９－２－１】
・「経営評価室」において，中期
計画の年次進行に適合した評価を
行い，改善を進めるための仕組み
を引き続き検討する。

Ⅲ

【８９－３－１】
・「全学評価組織」は, 評価結果
を有効に利用するために評価結果
と改善点を役員会に報告する。ま
た, その報告内容については，そ
の事項に関係する部局・部門にも
知らせる。

・平成１７年度の上半期が経過した時点で当該年度計画の実施状況を
確認・点検した上で，平成１８年度の年度計画の策定に有効活用でき
るように当該情報を各部局等にフィードバックした。

・「経営評価室」では，中期計画及びこれに基づく年度計画の実施状
況を把握するとともに点検・評価を円滑に実施できるように，各種セ
ミナー等で収集した情報・知見等を各部局等に周知し，全学的な情報
の共有を図った。

・年度実績にかかる法人評価委員会の評価結果や２１世紀ＣＯＥプロ
グラムの中間評価に伴う評価結果と今後の改善点等について，全学の
評価委員会を中心に検討を行い，役員会，各部局の長，その他大学の
構成員全体への周知と情報共有を図った。
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【８９－５－１】
・点検・評価の指針等において異
議申し立ての取扱いを定める。

【８９－６】
・評価に基づく資源配分につ
いては，配分の基準，配分内
容に関し，役員会を中心とし
て合理的な決定手段を整備す
る。

【８９－５】
・この報告内容について異議
がある場合には，それを申し
立てる仕組みを作る。

ために，２年毎あるいは１年
毎の評価を積み上げていく。

Ⅲ

Ⅲ

・諸種の資源配分については，現在は学長のもとに各施策毎に委員会
等を設けて独自の評価と配分を実施している。教育研究活動等に関す
る評価結果を今後の学内資源の配分にどのように反映させるか，その
配分の基準や内容等を決定する手段については，役員会を中心に，全
学の評価委員会等で検討を進めているところである。

・大学全体としての評価指針「神戸大学自己点検・評価指針（案）」
を策定する過程において，評価対象となる個人及び組織からの異議申
し立てについても慎重に検討し，規定した。

【８９－６－１】
・評価に基づく資源配分について
は，配分の基準，配分内容に関
し，役員会を中心として合理的な
決定手段を検討する。
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Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
２　情報公開等の推進に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・平成１７年度計画はなし

【９０－４】
・大学情報のデータベース化
を推進し，データの収集，蓄
積，一元管理を行う。

○大学の社会的な使命と責務を果たすため，教育，研究，社会貢献に関する情報提供の充
実を図る。

【９０－１】
・長期目標，中期目標，中期
計画をホームページ等で公表
する。

【９０】
○大学情報の公開・提供及び
広報に関する具体的方策

【９０－２】
・年度計画，財務内容，管理
運営状況等について公表す
る。

中
期
目
標

【９０－３】
・点検及び評価結果の概要を
公表する。

平成１６年度財務内容及び管理運営状況等について，ホームページ等
で公表した。平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書，平
成１６年度に係る業務の実績に関する評価結果，平成１６事業年度に
係る業務の実績に関する概要及び平成１７年度年度計画をホームペー
ジで公表した。

・「情報管理室」では，「経営評価室」と共同して，神戸大学情報
データベース（ＫＵＩＤ）の個人別データ項目及び組織別データ項目
を策定し，ＫＵＩＤの基本的フレームを構築した。その過程におい
て，学内に既存の個人別及び組織別データのデータベース化を行うと
ともに，特に研究業績を中心とする個人別データ項目等のＫＵＩＤへ
の遡及入力を実施した。同時に，将来の認証評価を念頭に，大学評
価・学位授与機構（ＮＩＡＤ-ＵＥ）のデータ項目との整合性を図る
ために，上記機構が実施した機構固有のデータベースに対する試行入
力に協力した。
　また，ＫＵＩＤへのデータ入力に関しては，「情報管理室」が中心
となってデータの収集と管理を行った。さらに，ＫＵＩＤの管理・運
用に関して，「経営評価室」と共同して，「ＫＵＩＤ管理・運用内
規」の策定とその改訂を行った。

・情報セキュリティポリシーに規定する実施手順等のうち、未完成の
ものは、次のとおりである。
　・入試情報の管理に関する事項に係る実施手順
　・医学部附属病院における医療情報の管理に関する事項に係る実施

・引き続き，長期目標，中期目標，中期計画をホームページで公表し
ている。

Ⅲ

Ⅲ

ウェ
イト

【９０－４－２】
・個人情報保護法の趣旨を踏ま
え，情報セキュリティポリシー実
施手順の未策定部分の作成を進め
るとともに，実施状況の評価を行

進捗
状況

【９０－４－１】
・情報管理室において，神戸大学
情報データベース（ＫＵＩＤ）を
構築し，データの収集，蓄積，一
元管理を行う。

【９０－２－１,９０－３－１】
・年度実績報告を始めとする点
検・評価に関する情報等をホーム
ページ等で公表する。
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Ⅲ

【９０－５－１】
・企画広報室において，利用者の
要望を考慮して，より便利なホー
ムページの充実を図る。特に，本
部ホームページの各階層のスタイ
ルの改善を行う。また，各部局等
のホームページの改善を援助す
る。広報誌においてもより一層充
実した誌面展開を図る。

【９０－５－２】
・平成１６年度に引き続き,「神戸
大学東京オフィス」において，首
都圏における広報活動・情報収
集・就職支援を行う。

Ⅳ

　　手順
　・発達科学部附属学校における情報の管理に関する事項に係る実施
　　手順

　このうち、策定が完了している「発達科学部附属学校における情報
の管理に関する事項に係る実施手順」については、発達科学部教授会
の審議を、同じく、「入試情報の管理に関する事項に係る実施手順」
については、入学試験機械化委員会等の審議を、それぞれ経たうえ
で、情報セキュリティ委員会に提出する段階である。
　また、「医学部附属病院における医療情報の管理に関する事項に係
る実施手順」については、策定中である。

・神戸大学ホームページにおけるトップページの「お知らせ」及び
「研究会・イベント情報」を英語版で常時掲載した。
・動画版大学案内「神戸からの風」，広報誌２誌（神戸大学最前線：
１号～４号，KOBE university STYLE)，阪神淡路大震災１０周年事業
報告書全５冊をホームページに掲載し，問い合わせ，マップなどを目
立つようにホームページの改善に努めた。
・広報委員会を１月２７日に開催し，各部局のホームページにおける
現状，改善，要望，問題点等を聴取した。今後，ホームページ上の各
項目については，各部局間及び担当部署とも調整しながら必要な項目
と形式の統一を図っていくこととした。
・広報委員会委員を対象にした広報研修会（テーマ：民間企業におけ
る広報部の役割，講師：丸紅㈱広報部長）を開催して広報の役割等に
ついて意見交換を行った。
・報道関係者幹部クラスとの懇談会を開催した。（１１月１４日）
・報道関係者（記者）との懇談会を開催した。（１２月７日）

【９０－５】
・平成１６年度から「広報
室」を設置し，広報業務の一
元的管理を行うとともに，部
局や事務局を包含した全学的
広報活動の強化拡充を図る。

Ⅲ

・昨年度に比べ利用者数の増加及び本学の首都圏における知名度も高
まっており，新聞社，出版社等とも密接な関わりができ活発な広報活
動を展開した。
・首都圏における就職相談等を充実させ，本学学生の訪問利用者も増
加している。

い，情報セキュリティポリシーの
改善を進める｡
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Ⅳ　自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項

1.評価の基本的な目標を達成するための取組 2.業務実績の評価結果の活用について
①自己点検・評価体制の整備 ①評価結果の法人内での共有や活用のための方策
・ ・

・

・

・

・ 3.情報公開等の推進に関する取組
①神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の試行的運用

・ ・
・

・

・
②外部評価体制の強化
・

②稀少資料の公開と配布
・

・

・ ③全学的広報体制の整備
・

・

③点検・評価の指針や方法の開発・策定等
・

・

・各部局等においても，以下に記すような部局独自の評価システムを構築した。 ・
・

・
・

・ ④マスメディア及びセミナー等における広報活動
・経済学研究科において，リクルート社発行の「ケイコとマナブ」（Web，雑誌）や「経済

自然科学研究科において，平成１３年度開始の１６プロジェクト研究が平成１７年度１１
月に外部評価を受けた。

医学系研究科においても，各分野別の業績のインパクトファクターデータを初めて記載
した。

平成１６年度の業務実績に関する評価結果について，役員会や全学の評価委員会等の場で
説明して評価結果に関する情報共有を図るとともに，平成１７年１２月には全学的な説明
会を別途開催することにより構成員全員への評価結果の周知徹底を図った。

経営学研究科において，教育研究活動全般に対する産業人等の外部有識者による点検・評
価と情報共有を目的として設置したアドバイザリー・ボードにおいて，専門職大学院（社
会人ＭＢＡプログラム）の拡充と学部（夜間主コース）の募集停止等を中心とする平成１
７年度の活動状況について点検・評価を受けた。また，今後とも外部有識者による点検・
評価を継続して実施するため，３年の任期が満了した委員に代わる新たな委員の選任を
行った。

既設の「情報・評価室」を平成１７年４月から「経営評価室」と「情報管理室」に再編し
た。

経済経営研究所附属政策研究リエゾンセンターにおいては，企業が公表する経営報告書を
はじめ各種小冊子を電子媒体に変換し，約２００社分，２万件をインターネットを通じて
公開している。さらに，世界的に見ても稀有な手書きの経営資料である「兼松」の資料
を，多くの経営学分野の研究者が容易に解読できるように活字体で復刻出版し，全国の図
書館に無料で配布している。

国際文化学部において，教育能力評価システムの整備のために昨年度より試験的に導入し
ていた「授業参観型ピアレビュー」を，今年度は前期に１０科目，後期に１２科目にわ
たって本格的に実施した。

報道関係者との懇談会・意見交換会を実施し，広報活動の在り方等について助言を受けつ
つ相互交流を深めた。

平成１６年度策定の「神戸大学における点検・評価の基本的な考え方」に従って，点検・
評価に関する具体的な指針を盛り込んだ「神戸大学自己点検・評価指針（案）」を策定し
た。

海事科学部において，総合的な教員の業績評価システムを構築するため，公表論文を質
的に幾つかのジャンルに分類する方法を確立し，研究の質の評価方法を構築した。

国際文化学部において，学部独自のデータベースシステムを完成させ，教員の業績デー
タの入力を終え，分析・評価を行った。

法学研究科において，自己点検・評価を従来の３年単位から２年単位に改めるととも
に，報告書の様式等の見直しを行い，新たな方針に従ってその作成に着手している。

経済学研究科において，評議員を委員長とする評価委員会を設けるとともに，その下に
「シラバス委員会」，「ＦＤ委員会」，「自己評価・外部評価委員会」を組織して，学
部・大学院の統一的な点検・評価体制を構築した。 　また，データ項目の策定を踏まえて，個人の研究業績を中心とした既存データの遡及入

力を実施し，データベースの試行的運用を開始した。同時に，試行入力のツールを部局等
に配付し，ユーザーからの改善要望や問題点などのフィードバックを受け，システムの改
善を行った。更に，学内に存在する様々な情報を一括して収集するための仕組みを継続し
て整備するなど，ＫＵＩＤの平成１８年度中の本格稼動に向けた様々な活動を実施した。

平成１６年度から着手した「神戸大学情報データベース」（ＫＵＩＤ）の構築に当たって
は，ＫＵＩＤに収集・入力される個人別データ項目及び組織別データ項目が自己点検・評
価の基礎資料になることを前提に，評価結果を教育研究活動の発展に向けた諸施策の策定
や資源配分等への反映の問題を含めて，役員会や全学の評価委員会等で慎重に検討を行い
ながらこれらの項目を策定した。

入試広報活動に特化した部署として複数の専任職員を配置した｢入試情報室｣を新たに設置
し，大学として重要性が増しつつある入試広報活動を戦略的かつ積極的に展開するための
体制を整備することとした。

Ⅱ４(1)①にて記載した社会科学系部局の事務部を部局別に改編・合理化し，各部局にお
ける予算・決算及び計画・評価を行っていく過程での意思決定の迅速化を図った。

国際協力研究科において，外部評価委員会を１１月に開催し，「自己点検・評価報告書」
を２年に１度作成していることが高く評価された。

平成１８年１月から全学の評価委員会の委員を部局等の長に統一し，点検・評価に関する
学内的意思疎通の迅速化を図った。

各部局等，例えば，以下の部局において自己点検・評価体制の整備が行われた。

研究基盤センターにおいて，自己評価項目を策定した。

平成１６年度に引き続き，「企画広報室」にてホームページの定期的な更新を行うととも
に，広報誌として研究・教育・産学官連携紹介誌「神戸大学最前線」（３千部，年２
回），受験生・保護者・新入生等向けの「KOBE university STYLE」（３万部，年２
回），及び「神戸大学案内」（３万部，年２回）を発行し，さらに動画による大学案内を
ホームページ上に掲載するなどして，本学に関連する情報を継続的に発信している。

広報委員会を対象にした広報研修会（テーマ：「民間企業における広報部の役割」，講
師：丸紅（株）広報部長）を開催し，広報の役割について意見交換を行った。

各部局において，年次計画の進捗状況を確認し，その状況を確認・点検・評価した上で，
次年度の年次計画作成に活用できるようフィードバックを行った。

「経営評価室」については，教育研究活動やこれを支える経営管理活動等の点検・評価
に関する学内外の情報の収集と分析，及び評価システムの研究開発等を室の機能とし，
「情報管理室」については，自己点検・評価に関する基礎資料を提供する「神戸大学情
報データベース」（ＫＵＩＤ）に対するデータ収集と入力，及びシステムの管理運営等
を室の機能とし，それぞれの室の機能を明確化することにより，自己点検・評価の効率
的実施に向けた全学的体制を整備した。

「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書」，「平成１６年度事業活動の概
要」及び「国立大学法人神戸大学の平成１６年度に係る業務の実績に関する評価結果」を
ホームページにて公表した。
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⑤自己点検・評価報告書の積極的な公開
・

・

⑥外部評価報告書の刊行
・

⑦調査結果の積極的情報発信
・

・

・

⑧外部資金の積極的取得に向けた学内情報共有体制の整備
・

⑨ホームページを通じた情報発信体制の整備・強化
・

・

・

・

保健管理センターにおいて，「新入生と新入生以外の活動性肺結核患者の発生状況」につ
いて全国調査を実施し，平成１７年４月の学校保健法施行規則の改定に伴う問題点につい
て明らかにするとともに，全国大学保健管理研究集会において情報提供を行った。

法学研究科において，ホームページを通じて，研究科の現在の活動状況，入試について情
報提供を行った。

分子フォトサイエンス研究センターにおいて，昨年度に開催された外部評価委員会で受け
たセンターの運営・指針に関する評価結果を取りまとめ，「外部評価報告書」を刊行し
た。

附属図書館において，学生対象の利用者アンケート調査を平成１７年１０月に実施し，
２，５０９人（全学生の１４．３％）から回答を得た。集計及び分析結果を報告書にまと
め，附属図書館のホームページ上で公開（平成１８年３月）するとともに，アンケートに
寄せられた学生の意見を基に逐次サービスの向上に努めている。

学務部において，平成１６年度に実施した学生生活実態調査の結果に基づき，学生の要望
に順次対応し，併せてその結果をホームページにて公開した。

連携創造本部において，平成１７年１０月からホームページ内に競争的資金一覧（国・政
府系関係機関）を掲載し，常時更新を行うとともに，産学官民連携に関する情報をメール
マガジンにより６回発信した。

経営学研究科において，学部・研究科の紹介とは別に，「ＭＢＡプログラム（専門職学位
課程）」に関する独立のホームページを設け，ＭＢＡプログラムの概要やシラバス，入試
等に関する一般的情報のみならず，在学生や修了生の声を掲載したコーナー，ビジネス
キーワードや推薦図書，ＭＢＡ論文賞などを紹介した「ＭＢＡSquare」等を設けて，これ
からＭＢＡの取得を目指すビジネスパーソンを対象に経営学研究科の「社会人ＭＢＡプロ
グラム」について積極的な情報発信を行っている。

理学部において，１９９９～２００３年度の教育研究活動の自己点検報告書を作成し，
ホームページ上で公開した。

セミナー」誌（２００５年７月号）を活用して経済学研究科の入試情報やスキルアップ
コースについて広報活動を行った。

医学部保健学科において，ホームページ上で学生向けに疫学週報，及び地域住民に対して
市民講座の情報を提供している。

海事科学部において，学部内の広報・社会交流推進委員会にワーキング・グループを立ち
上げ，デザインのリニューアル，研究者紹介などのコンテンツの充実，定期刊行メールマ
ガジンの充実，高校生等からのメールによる質問コーナーの設置など，学部ホームページ
の内容の充実化を図った。

遺伝子実験センターにおいて，平成18年度に予定されている「ピア・レビュー委員会（仮
称）」による外部評価に備えるため，センター改組後４年間の教育研究活動状況をまと
め，「神戸大学遺伝子実験センター教育研究活動報告書」として刊行するとともにホーム
ページ上でも公開した。
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Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標
１　施設設備の整備と活用等に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・平成１７年度計画はなし

ウェ
イト

【９１－２－１】
・施設マネジメント委員会の部会
において施設の点検と評価を継続
的に進める。

【９１－２】
・施設の点検と評価を継続的
に実施することにより既存施
設の有効活用を図る。

Ⅳ

○施設設備等の機能の充実に関する目標

進捗
状況

・教育研究の進展の状況と既存施設の点検と評価を踏まえ，全学的及び長期的視点に立っ
て，必要となるスペースの確保を図る。

・平成１７年１０月末から１１月末にかけて，施設環境担当理事，施
設部長，施設部各課長等で各部局（学内共同教育研究施設等を含む）
のキャラバンを実施した。
・施設保全調査（ひさし・とい，バルコニー，屋外階段，外部建具
等）を行い点検評価結果をカルテ化した。
・鶴甲１団地において，点検・評価，スペースマネジメントを行うた
め，稼働率及び充足率の調査を行った。

【９１】
○施設設備の有効活用に関す
る具体的方策

・長期間にわたって施設設備を良好で安全な状態に保つ。

・教育研究活動に応じて，全学的視野に立った施設整備の有効活用を図る。

【９１－１】
・施設等の有効活用を図るた
め，施設及び設備を担当する
組織を平成１６年度に設置す
る。

中
期
目
標

・教育研究の進展に対応する施設水準を確保する。

○施設設備の有効活用に関する目標

○施設設備の機能保全と維持管理に関する目標

施設マネジメントを確実に実施するため，施設環境担当理事及び施設
部による全部局の巡視を行うとともに，施設部長特命ワーキング・グ
ループを立ち上げ，「施設マネジメント委員会」をバックアップして
いる。
　本学における施設マネジメントの取り組みについて，本学の「客観
性・公平性を確保した計画的な修繕事業の実施」が「今後の国立大学
等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議」監修の『大学の活力
ある発展と施設運営コストの最適化　知の拠点－大学の戦略的施設マ
ネジメント』の中で，９大学の「大学施設のコストマネジメントにお
けるグッドプラクティス」の事例の一つとして，平成１７年７月に紹
介された。また，本学の「カルテ方式による客観性と公平性を確保し
た修繕業務計画の策定」が，文部科学省監修の『知の拠点－大学の戦
略的マネジメント　国立大学等における施設マネジメントの取り組み
と成果　～施設運営のコストマネジメントにおけるグッドプラクティ
ス～』の中で全国１１大学の先進事例の一つとして，平成１８年１月
に紹介された。
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Ⅲ

・ハザードマップ，サイン計画，ダーティマップ，パーキングマップ
の各ワーキンググループを設置し，現況調査を行い報告書を作成し
た。
・各部局に維持管理に関するアンケートを実施した。

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

・平成１８年２月２８日に完成した。

・大学教育推進機構理科棟（Ｃ・Ｄ棟）教室等改修工事（鶴甲１団
育

Ⅲ

・建物の外部点検を実施した。
・アスベスト対策として，吹き付けアスベスト含有材の使用実態調査
を実施し，実態把握するとともに，調査結果をホームページに公開し
た。また，利用実態を考慮し，附属学校のアスベスト除去等の対策を
実施した。
・ビル管理法（延べ面積８，０００㎡以上の建物（附属病院は除
く））に基づく点検保守を実施した。
・六甲台１団地，六甲台２団地，深江団地，ポートアイランド２団
地，楠団地，名谷地区に設置されている，ガスヒートポンプエアコン
の点検保全を実施した。
・消防設備及び受水槽清掃について各部局の報告書を収集し一覧表を
作成した。

・附属明石中学校防煙シャッター改修他工事が，平成１７年８月３０
日に完成したことにより，既存施設の安全性の向上を図った。
・大学教育推進機構教室棟等便所改修工事が，平成１７年１０月２８
日に完成したことにより，既存施設の機能再生を図った。
・文学部新館便所改修工事が，平成１７年９月３０日に完成したこと
により，既存施設の機能再生を図った。
・（六甲台２）総合研究棟（工学系・Ⅱ期）改修工事が，平成１８年
２月２８日に完成したことにより，教育環境の改善・充実を図った。
・理学部温室の再整備が，平成１８年３月１７日に完成したことによ
り，教育研究環境の改善・充実を図った。

・データベースワーキンググループを設置し，施設関係データの管理
システムの構築に向けたアクションプログラムを策定した。

・特定建築物等定期報告制度の平成１７年度対象建物（医学部，附属
病院）等について，有資格者を含めた６グループ２４人体制で調査を
実施した。

Ⅲ

【９２－３－１】
・プリメンテナンス，エネルギー
管理，環境管理，安全管理等の施
設マネジメントを推進する。

【９３】
○施設設備等の機能の充実に
関する具体的方策

【９３－１－１】
・既存施設の安全性の向上と機能
再生を計画的に進め，教育研究環
境の改善，充実を図る。

【９２－３】
・プリメンテナンス，エネル
ギー管理，環境管理，安全管
理等の施設マネジメントは平
成２１年度までに確実に推進
する。

【９３－１】
・既存施設の安全性の向上と
機能再生を計画的に進め，教
育研究環境の改善充実を図
る。

【９３－２－１】
・教育研究の必要に応じたスペー

【９３－２】
・教育研究に応じたスペース

【９３－１－２】
・総合研究棟改修事業を確実に推
進する（工学系）

【９２－２】
・緑地の維持保全など屋外環
境の維持管理の一元化を進め
る。

【９１－３】
・施設関係データの管理シス
テムの構築を図り，施設利用
状況の的確な把握をもとに有
効活用の推進を図る。

【９２－１】
・施設の定期的な点検保守の
計画的な維持管理の実施を図
る。

【９１－３－１】
・施設関係データの管理システム
の構築を図るため，施設部におい
て調査・研究を行う。

【９２】
○施設設備の機能保全と維持
管理に関する具体的方策

【９２－２－１】
・緑地の維持保全など屋外環境の
維持管理の一元化に向けデータ収
集・分析を進める。

【９２－１－１】
・施設の定期的な点検保守，その
計画的な維持管理を図る。
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・学生寮（国維寮・住吉寮）の改修整備と併せ留学生，外国人研究者
宿舎の整備について施設部，学務部，国際部が共同で改修再整備の方
針を策定するため検討を進めている。また，住吉寮を留学生用宿舎と
しても利用するための改修整備計画を策定した。

Ⅲ
地）が，平成１７年１０月１４日に完成したことにより，教育研究ス
ペースの確保・充実を図った。
・（六甲台２）総合研究棟（工学系・Ⅱ期）改修工事が，平成１８年
２月２８日に完成したことにより，教育研究スペースの確保・充実を
図った。

・平成１８年３月２７日に事業契約を締結した。

【９３－７－１】
・国際交流の推進のため，研究者
宿泊施設の充実に向け調査検討を
行う。

【９３－７】
・国際交流の推進を行うため
の研究者宿泊施設の充実を図
る。

【９３－４－１】
・環境に配慮した施設計画及びイ
ンフラを構築し，バリアフリー対
策を推進する。

【９３－５】
・ＰＦＩ方式，寄附方式など
整備手法の導入を検討する。

Ⅲ

Ⅲ

【９３－５－１】
・寄附方式など新たな整備手法の
導入を検討する。

【９３－６】
・医学部附属病院立体駐車場
施設整備等事業及び農学系総
合研究棟改修事業をＰＦＩ事
業として確実に推進する。

【９３－６－１】
・総合研究棟改修（農学系）事業
をＰＦＩ事業として確実に推進す
る。

・附属住吉校運動場整備工事が，平成１７年９月１日に完成したこと
により，学生生活支援（授業・課外活動）のスペースの充実を図っ
た。
・工学部学生ホールの整備が，平成１８年２月２８日に完成したこと
により，学生生活支援のスペース拡大と充実を図った。

・施設部内において，特定目的会社方式（ＳＰＣ方式），ＰＦＩ方
式，民間金融機関からの長期借入金の活用など，整備手法としての導
入可能性について，国維寮をモデルとして検討を進めている。

・バリアフリーワーキンググループを設置し，バリアフリー対策の計
画立案に向けて検討を開始した。
・（六甲台２）総合研究棟改修工事が，平成１８年２月２８日に完成
したことにより，「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法
律」に基づく環境に配慮した計画は達成された。また，１階にスロー
プを新しく取り設けバリアフリー化を図った。
・兼松記念館トイレ改修工事に伴い，トイレ内の段差を無くしバリア
フリー化を図った。
・総合図書館の階段の昇降機設置が，平成１８年３月３０日に完成し
たことにより，バリアフリー化を図った。
・工学部学生ホールの整備に伴い，スロープを設置しバリアフリー化
を図った。

Ⅲ

Ⅲ

【９３－３－１】
・学生生活支援のスペースの確保
と充実を計画的に推進する。

【９３－３】
・学生生活支援のスペースの
確保と充実を計画的に推進す
る。

スの確保，充実を計画的に推進す
る。

の確保，充実を計画的に推進
する。

Ⅲ

【９３－４】
・環境に配慮した施設計画及
びインフラを構築し，バリア
フリー対策を推進する。
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Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標
２　安全管理に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・平成１７年度計画はなし

○有害物質（劇物，薬物），放射線等を利用する実験による事故の徹底防止を図る。

・産業医の巡視等に基づき，実験室等の安全点検を定期的に実施し，
補

【９４－４－１】
・平成１６年度に引き続き，実験

・安全衛生委員会において，それぞれの週間の趣旨を周知徹底させる
とともに，講演会を開催し啓発活動の推進を図った。

○実験系研究室における実験排気や排水等の自主管理による環境保全の徹底を図る。

【９４－２－１】
・安全衛生管理の有資格者（産業
医，衛生管理者，衛生工学衛生管
理者）の在り方について検討す
る。
【９４－３－１】
・平成１６年度に引き続き，安全
衛生管理のための衛生管理者の受
験準備講習会，新任衛生管理者等
の実務研修会，管理者研修会，救
急講習会，メンタルヘルス講習会
等の在り方の見直しを図る。

【９４－３－２】
・安全週間，労働衛生週間，防災
週間において講演会を実施する等
の安全衛生に係る啓発活動の推進
を図る。

【９４－１】
・平成１６年度に，事業所ご
との安全衛生委員会の設置を
始めとした安全衛生管理等に
関する組織の整備を図る。

ウェ
イト

Ⅲ

Ⅲ

・精神科医の産業医を増員するとともに，各部局の実状にあった衛生
管理者，衛生工学衛生管理者，衛生推進者を適正配置できるよう措置
した。

・安全衛生管理のための衛生管理者の受験準備講習会，新任衛生管理
者等の実務研修会，管理者研修会，救急講習会等の開催を増やすとと
もに，新たにメンタルヘルス講習会を実施した。

Ⅳ

・平成１６年度に設置した安全衛生室は，本学の安全衛生管理体制の
中核を担う機能であり，平成１７年度においても，安全衛生計画及び
年間安全衛生目標の策定に始まり，安全衛生委員会，職場巡視，各種
健康診断，安全衛生教育・研究・啓蒙活動，作業環境測定等の業務を
産業医，衛生管理者，作業主任者等の部局に配置される関係者と有機
的に連携し，遂行した。

○教育研究環境の安全の確保と衛生管理に関する体制の整備を図る。

進捗
状況

【９４－４】
・実験室等の安全点検を定期

補

【９４－２】
・安全衛生管理の有資格者の
増員を図る。

【９４－３】
・安全衛生管理のための学内
研修の充実を図る。

【９４】
○労働安全衛生法，学校保健
法等を踏まえた安全衛生管
理，保健管理及び事故防止に
関する具体的方策

中
期
目
標
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必要な補修，改修，更新を行った。併せて，巡視に基づく改善状況を
安全衛生委員会に報告する仕組みとし，より迅速な対応を図ることと
した。また，「危機管理ライブラリー」を設置し予防措置及び発生時
に迅速に対応できる体制を整備した。

・放射線等の取扱い（受入・払出）については，各放射線施設の放射
線取扱主任者の管理の下，一元管理を行っている。併せて各地区の放
射線障害防止委員会による監視体制をとるとともに法改正に伴う放射
線等の取扱いについてのアンケート調査を実施した。
・六甲台地区においては，ＲＩの取扱い講習会として定例２回，臨時
講習会を８回実施した。また，寒剤利用講習会を２回開催するととも
に臨時に適宜安全講習会を開催した。今後も継続して開催していく。
・放射線取扱い施設の安全管理のため作業環境測定と汚染検査を毎月
１回実施している。
・病原性微生物等の適正な管理について，７月に学内保有状況及び管
理状況等の調査を行うとともに適正な管理の徹底を図った。
・遺伝子組換え実験安全委員会において，７月，９月に遺伝子組換え
実験に関し，法令遵守の徹底と諸手続様式を整備し，改善を図った。
・１１月に「危機管理体制等構築検討プロジェクト」が立ち上がり，
危機管理体制等を構築するための検討が開始された。

【９６－１－１】
・平成１６年度に引き続き，有害
物質及び放射性同位元素等の適正
管理を図るとともに，放射性同位
元素等の全学的な管理体制の構築
に向けての検討を行う。

Ⅲ

室等の安全点検を定期的に実施
し，必要な補修，改修，更新等を
行う。

【９５－１ー１】
・安全管理マニュアル等を充実さ
せ，その周知徹底を図る。

【９５－１】
・学生実験における取り扱い
マニュアル，指導マニュアル
を充実し，それに基づく指導
を行う。

・特別健康診断の実施に際し，完全実施を目指し受検予定者への周知
徹底を図った（前期：６月実施，後期：１１月実施。）。実施期間の
都合により受検できない場合は，保健管理センターと調整の上，事前
受検できる体制を整えた。また，未受検者には学外医療機関での受検
を義務付け，その上での未受検者に対しては放射線等の取扱いの停止
措置を講じている。
・一般定期健康診断の完全受検を目指し，６月間の受検日を設け部局
毎に割り振り受検希望日を調整するなど実施方法を見直した。また，
特別健康診断（放射線業務従事者）の未受検者に対しては取扱停止の
措置を講じた。

Ⅳ

Ⅲ

【９６－３】
・取り扱い教育訓練を実施す
る。未受講者に対しては取り
扱い停止などの措置を講ず
る。

【９６－３－１】
・平成１６年度に引き続き，放射
性同位元素取り扱いの教育訓練を
実施する。未受講者に対しては取
り扱い停止などの措置を講ずる。

・各地区放射線障害防止委員会で放射線ＲＩ講習会の開催を年２回と
し，それ以外にも臨時の講習会を随時開催している。個別教育訓練に
ついては，取扱主任者，指導教員により各グループ毎に日程を調整の
上，随時実施している。

【９６－２】
・健康診断の完全受検を目指
し，未受検者に対しては取り
扱い停止などの措置を講ず
る。

【９６－２－１】
・平成１６年度に引き続き，健康
診断の完全受検を目指し，放射性
同位元素取扱者の未受検者に対し
ては取り扱い停止などの措置を講
ずる。

【９５】
○学生等の安全確保等に関す
る具体的方策

Ⅲ

Ⅳ

・安全管理マニュアルを作成し，学生・教職員に配布し，周知徹底を
図っている。また，実験室に防護用設備を整え，安全面で強化し，薬
品の数の整理・保管にも万全を期している。

的に実施し，必要な補修，改
修，更新等の処置を実施す
る。

【９６－１】
・有害物質及び放射線等の管
理体制の強化を図る。

【９６】
○有害物質等を利用する実験
による事故防止のための具体
的方策
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Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標
３　環境保全に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

・実験系廃棄物（医療用廃棄物，感染性廃棄物に類似したものを含
む。）の廃棄方法の策定のため，学内において実験系プラスチックゴ
ミの実地検証調査を行なった。この調査を踏まえて全学的に統一され
た廃棄方法を確立するための検討を開始した。

Ⅳ

・六甲祭において，学生に付近住民を戸別訪問させ，挨拶するととも
にパンフレット及び模擬店共通券を配布した。
・厳夜祭において，付近住民に新聞４紙によるチラシで案内を行うと
ともに，来場者には協賛企業の飲み物を配布した。
・年史編集委員会主催の特別展示において，付近住民に対して新聞チ
ラシで案内を行った。
・駐輪場の新設において付近住民と話し合いを行うほか環境に関する
講演会を一般市民の方を対象として開催した。
また，周辺地域に配慮した排水管理を行っているとして，神戸市から
モデルケースに選ばれた。

・平成１７年度に大学教育推進機構及び工学部に自動採水器を設置し
た。また曝気槽および各所に設置されたｐＨセンサーの値を学内ＬＡ
Ｎを通じセンターのパソコンで常時監視できるモニタリングシステム
を設置した。（曝気槽３ヶ所，ｐＨセンサー３ヶ所）これにより排水
異常時での迅速な対応が可能となった。
・監視体制を強化するため工学部応用化学科棟にｐＨセンサーを新設
した。

中
期
目
標

ウェ
イト

○教育環境の保全のための全学的な取り組みを推進する。

・平成１７年度より環境教育ライブラリー及び検索コーナーを開設し
た。３年計画の蔵書の整備も２年目に入り順調に進んでいる。また，
学生に利用されている。
・教職員・学生・一般市民を対象に平成１７年７月に「廃棄物処理と
リサイクルについて」，平成１８年３月に「人の住むところの生態
系」の講演会を開催した。

Ⅲ

【９７－１】
・平成１６年度に「環境管理
センター」を設置し，環境保
全教育の充実を図る。

【９７－１－１】
・環境管理センターに環境教育ラ
イブラリー（環境問題に関する書
籍，映像資料を収集）を開設し，
学生及び研究者に対し環境教育・
研究の支援を行う。また，環境問
題に関するセミナーなども行う。

【９７－２－１】
・有害廃棄物，有害排出物の規制
に関する管理体制の構築を行う。

【９７－３】
・有害排出物の除害施設や設
備等の整備方針の策定及びそ
の段階的整備を図る。

【９７－３－１】
・有害排出物の除害施設（中和・
曝気槽）や設備等の段階的整備を
推進する。

【９７－４－１】
・大学周辺の環境美化に努めるな
ど大学周辺住民との調和に配慮す
る。

【９７－４】
・住民との懇談会を開催する
など，大学周辺の住民との調
和に配慮する。

【９７－２】
・有害廃棄物，有害排出物の
規制に関する全学的基準や規
則の策定及び管理体制を構築
する。

Ⅲ

Ⅳ

【９７】
○教育研究環境の保全のため
の具体的方策

進捗
状況
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・平成１７年度に環境管理ガイドブックを作成し，在学生及び教職員
全員に配布した。Ⅲ

Ⅲ

・省エネを図るための全学を対象としたアンケートを実施し，現在
データの集計，分析等を行っている。
・夏季及び冬季における省エネ啓発（週間電気予報・クールビズの推
進をホームページ掲載，省エネ啓発ポスターの掲示）を行った。

【９７－５－２】
・廃棄物の再利用を促進するた
め，全学統一の廃棄物処理マニュ
アル作成を進める。

【９７－５】
・省資源，省エネルギー推進
を図る。

【９７－５－１】
・平成１６年度に引き続き，省エ
ネルギー等の啓発を行う。また，
エネルギー消費量を定期的に調査
し，省エネルギー方策を策定す
る。
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Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標
４　大学支援組織等との連携強化に関する目標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）
進捗
状況

Ⅲ

・本年度に参加した日本留学フェア（台湾，マレーシア，韓国）にお
いて，同窓会組織や帰国留学生と情報交換を行い，帰国留学生ネット
ワーク構築の協力を要請した。
・台湾，韓国，マレーシアでは同窓会に説明会場で通訳として協力を
得た。

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

・各同窓会に学内情報（広報誌等）を提供し連携・強化を図ってい
る。
・各同窓会のホームページで大学へリンクされていないのは，理学
部，医学部保健学科，農学部の同窓会であり，学友会を介して依頼し
ている。
・同窓会連合体である学友会とは連絡会を開催し卒業生名簿のデータ
ベース構築以外にも情報交換を密に行った。
・平成１８年９月３０日（土）に第１回ホームカミングデイを開催す
る予定であり，既に協力依頼を行っている。

ウェ
イト

【９９】
○現在，学系あるいは学部，
学科単位で５つの後援会組織
が設置されており，それに応
じた支援を得ている。目標期
間前半に，各部局単位に後援
会組織を整備することを目指
し，特に教育あるいは国際交
流に重点をおいた施策展開の
支援を得るように努力する。

【９８－０－２】
・国内外で活躍中の元留学生との
ネットワークを構築するため，グ
リーティングカード等により情報
発信，情報収集に努める。

【９９－０－２】
・卒業（帰国）留学生の同窓会

【９９－０－１】
・各同窓会に学内の情報（ホーム
ページ・広報誌等）を提供するこ
とにより，同窓会組織との連携・
強化を図る。

【９８－０－３】
・海外で開催される日本留学フェ
アの機会を利用し，協定校との交
流や元留学生との交流を深める。

・平成１７年１２月に，元本学留学生１,５４９人（海外１,３１９
人，国内２３０人）にグリーティングカード（本学の近況及び本人の
近況を知らせるための返信はがきを含む。）を送付した。

中
期
目
標

○在校生の保護者組織及び卒業生の同窓会組織の強化と教育，研究，社会貢献等の大学の
諸活動への支援及び助言を得る仕組みを確立する。

・平成１６年度の第２回留学生ホームカミングデーでつくられた人的

【９８－０－１】
・育友会に対して，広報誌，ホー
ムページ等により大学の諸行事等
の情報を随時伝え，育友会との連
携を一層強化する。

・大学の広報誌「KOBE university STYLE」を年２回発行し，父母等
に対し，大学の情報を提供した。
・大学のホームページで，父母等に対して入学式への参列を呼びかけ
た。

【９８】
○在校生保護者により組織さ
れる育友会は，既に大学の諸
活動（特に学生の活動）に対
し支援を行ってきたが，この
組織と大学との連携を更に強
化する。留学生の保護者への
情報発信，情報収集をはじ
め，国際的連携方策の可能性
についての検討を始める。
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【１０１】
○平成１４年に学友会及び大
学教員の有志により，大学を
外部から強力にこれを支援し
うる組織として，神戸学術事
業会が設置された。これによ
りすでに同窓会と大学を結ぶ
情報基盤（kobe-u.com）の開
設，大学諸事業の外部委託へ
の対応等の事業展開を進めて
いる。今後，この組織との連
携強化を図る。

【１０１－０－１】
・同窓生名簿のデータベースの具
体的な管理・運用面について，学
友会等とも調整しながら個人情報
保護に配慮の上，検討を進めてい
く。

・平成１８年卒業生進路先情報のデータベース構築に向けワーキング
グループを設置し，維持管理，運営体制の検討（２回開催）を開始し
ている。
・学友会との連絡会を４回開催して，情報提供同意者のデータのセ
キュリティーに関しては本学と学友会との間で覚書を締結して責任体
制を明確にした。（殆どの単位同窓会は大学と同様に学友会と覚書を
締結している。）

今後の進め方に関して，協議中である。
【１０１－１】
・兵庫県と連携して兵庫県学術
ネットワークの運営形態の検討を
行う｡

Ⅱ

・首都圏における就職相談等を充実させ，本学学生の訪問利用者も増
加している。
・昨年度に比べ利用者数の増加及び本学の首都圏における知名度も高
まっており，新聞社，出版社等とも密接な関わりができ活発な広報活
動を展開した。

【１００】
○さまざまな分野における学
生の活動は大学の存在感を示
し，同時に大学の活性化に
とって重要であるとの認識に
より，かかる後援会組織ある
いは同窓会組織による学生の
課外活動を強力に支援するた
めの仕組みを構築する。

Ⅲ

Ⅲ

ネットワークを構築するため，卒
業留学生データベースの更新・充
実を図る。

【１００－０－１】
・後援会組織あるいは同窓会組織
による学生の課外活動の支援の仕
組みの構築に向けて，更に関係機
関の実情把握を行い，検討する。

・学生の課外活動への支援は，在校生の父母等を会員として組織され
る育友会（学生後援会の一種）から各種の活動及び諸行事に対して積
極的に行われている。平成１７年度は，後援会組織あるいは同窓会組
織による課外活動支援制度の構築に向けて，他大学における実情調査
を行い，検討した。

【１０１－０－２】
・平成１６年度に引き続き，「神
戸大学東京オフィス」において，
首都圏における広報活動・情報収
集・就職支援を行う。

Ⅲ

ネットワークを生かし，平成１８年度の第３回留学生ホームカミング
デーの更なる発展に向けて，卒業留学生のデータ整備・充実を図りな
がら，準備を進めている。
・東京において８月２６日に「中国人卒業留学生会の立ち上げのため
の協議会」を開き，中国における同門会立ち上げ準備を始めた。
・次年度の留学生ホームカミングデーに向け，卒業留学生同窓会ネッ
トワーク構築のため，日本在住の本学卒業生と在学留学生とを交え
「卒業留学生同窓会連絡協議会」を設置した。
・この連絡協議会には，５か国の卒業留学生が参加し，本学が帰国留
学生のデータベース構築において不通となっている留学生の消息確認
作業の協力体制を確立した。

Ⅲ
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Ⅴ　その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項

1.施設マネジメント等について
(1)施設マネジメント実施体制
①施設部ワーキンググループの立ち上げ
・

②施設相談窓口の有効活用
・

【写真４】外観 【写真５】内観１ 【写真６】内観２

③既存施設の改修工事
・

・
③戦略的施設マネジメントのグッドプラクティス事例
・ ・

・

(2)学舎等の整備
①図書館施設の改装工事
・ 【写真７】兼松記念館のトイレ改修 【写真８】総合図書館のバリアフリー化

【写真９】附属住吉校の運動場整備

(3)施設・設備の有効活用の促進
①サテライト施設の活用
・

②学生ホールの新設工事 ・
・

兼松記念館のトイレ改修工事及びバリアフリー化，鶴甲1団地総合図書館に階段昇降機を
設置し，車椅子での移動もできるようバリアフリー化が図られた。（写真７，８）

平成１６年度から施設マネジメント室に設置された「施設相談窓口」（相談窓口の一元
化）が全学に浸透し，迅速な対応（学内電子掲示板「Webly Go」による依頼書の受付，回
答），データ管理の効率化を図ることにより，今まで以上に施設利用者へのサービス向上
に繋がった。その結果，当窓口における相談依頼件数は３０７件（平成１８年２月末現
在: 前年度２４７件）に増加し，相談２１５件（前年度１５６件），工事依頼９２件（前
年度９１件）とも前年度を上回った。

施設マネジメントを確実に実施するため，施設環境担当理事及び施設部による全部局の巡
視を行うとともに，施設部長特命ワーキング・グループを立ち上げ，平成１６年度に設置
した「施設マネジメント委員会」を強力にバックアップしている。

本学における施設マネジメントの取り組みについて，本学の「客観性・公平性を確保した
計画的な修繕事業の実施」が「今後の国立大学等施設の整備充実に関する調査研究協力者
会議」監修の『大学の活力ある発展と施設運営コストの最適化　知の拠点－大学の戦略的
施設マネジメント』の中で，９大学の「大学施設のコストマネジメントにおけるグッドプ
ラクティス」の事例の一つとして，平成１７年７月に紹介された。また，本学の「カルテ
方式による客観性と公平性を確保した修繕業務計画の策定」が，文部科学省監修の『知の
拠点－大学の戦略的マネジメント　国立大学等における施設マネジメントの取り組みと成
果　～施設運営のコストマネジメントにおけるグッドプラクティス～』の中で全国１１大
学の先進事例の一つとして，平成１８年１月に紹介された。

【写真１０】サテライト施設（のびやかス
ペースあーち）

附属住吉校においては，運動場整備工事を行い，授業及び課外活動の充実を図った。（写
真９）

経営学研究科において，大阪府立中之島図書館別館に設置したサテライト教室（「大阪経
営教育センター」）は，専門職大学院（社会人ＭＢＡプログラム）の就学生（ビジネス
パーソン主体）の通学の便宜等を考慮した夜間開講講義の場としてのみならず，産業人等
との連携による各種研究会（社会人教育）の場としても有効に活用されている。
発達科学部において，地域と連携したヒューマンコミュニティ創成研究センターのサテラ
イト施設「のびやかスペースあーち」（旧灘区役所庁舎）を，教職課程を履修している学
生に対する準備教育，フォローアップ教育の場として，また，博物館学芸員資格取得をめ
ざす学生の博物館実習の場として平成１７年９月から活用している。更に，学生ボラン
ティア体験の場として日常的に開かれており，多くの学生がそれぞれの関心から「あー
ち」の運営，プログラムに関わっている。（写真１０）

自然科学系図書館の既設スペースの用途を見直し，学生へのサービスエリアを拡充した。
これによりサービススペースは１，３７３㎡から１，５７７㎡へ，閲覧座席数は１８１席
から２１５席へ，利用者用パソコンは２８台から４２台へ，開架書架収容力は６８，００
０冊から８８，０００冊へとそれぞれ増加した。（写真１，２，３）

留学生の寮であるインターナショナル・レジデンスのトイレを改修し，居住環境の改善も
図られた。
都市安全研究センターにおいて，研究棟内女子トイレに警報ベルを設置し，防犯対策を講
じるとともに，実験棟内トンネルへの階段ステップに滑り止め加工を施し，事故防止のた
めの工事を行った。

【写真１】２階旧サービスカ
ウンターを書架に改修

【写真２】同２階情報検索
コーナーの床をＯＡフロアー
に改修し，利用者ＰＣを増設

【写真３】１階ロビーをサー
ビスカウンターとして活用

工学部の学生食堂は昭和４８年に建築され施設の老朽化が進んでいた。また，２７８㎡に
１９０席を設けていたが，学生の総定員が３,０００人を超える現在では手狭となってい
た。そのため，学生食堂の床及び壁を一新する改修工事を実施するとともに，同施設に隣
接する形で「学生ホール」を整備（増築）した。学生ホールは１５１㎡の広さに１３３席
を確保し，総計３２３席で食堂機能を拡充することで混雑を緩和するとともに，学習・情
報・交流の場として多面的に利用されている。（写真４，５，６）
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②屋外実習施設の整備 3.環境保全体制の整備
・ ①衛生安全のための体制整備

・

(4)施設維持管理の計画的実施 ②神戸市より優良事業とされた環境保全に関する取組
①アスベスト対策 【写真１１】屋外実習施設の整備 ・
・

・
2.危機管理への対応策について
(1)危機管理の体制
①危機管理ライブラリーの設置
・

・

(2)危機管理マニュアルの策定
①個人情報の取り扱いに関する資料作成
・ 4.大学支援組織等との連携強化

①保護者との連携の強化
・ ・

②感染症に関する情報の周知・徹底
・ ②神戸大学東京オフィスの設置

・
(3)ハラスメント体制の整備
・

③学外組織との連携
・

(4)不適切な事象の発生と事後的対応
・

④卒業留学生とのネットワーク構築
・ ・

・

・

・

・

環境管理センターでは，周辺地域に配慮した良好な排水管理を行っている優良事業とし
て，神戸市より排水管理講習会用の教材ビデオの撮影が行われ，神戸市が行っている排水
管理責任者を対象とした講習会で使用されている。また，同じく神戸市が行っている排水
管理責任者向けの講習会において，環境管理センターの副センター長が講師として招へい
され，講演を行った。

保健管理センターの産業医による巡視等に基づき学内諸施設の安全点検を定期的に実施
し，必要な補修，改修，更新を行い，併せて巡視に基づく指摘事項に対する改善状況を安
全衛生委員会で報告する仕組とし，より迅速な対応を図ることとした。

内海域環境教育研究センターにおいて，マリ
ンサイトにおける屋外実習施設の整備を行
い，雨天時を含めより効率的な実習，野外活
動が行えるようになった。（写真１１）

附属病院における医療過誤（腎動脈血管手術で女性患者が意識障害）の件については，既
定の対応指針に基づき迅速に対応した。

学部前期日程試験の合格発表においてホームページ上での開示ミスを引き起こした件につ
いては，入試情報にホームページ更新の方策について徹底するよう指導を行った。

大学に無断で講演などの兼業を行った件については，部局等の長を通じて無断兼業の禁止
の徹底を図った。

留学生センターにおいて，平成１６年度に引き続き，海外より卒業生を講演者として招い
て「神戸大学留学生ホームカミングデー」を実施し，諸外国の学生，教職員との交流を通
じて学術的交流の質的・量的の充実を図った。また，平成１７年１２月現在，９４の国へ
帰国している留学生は３，５７９人を数えており，彼らとのネットワーク構築のため，卒
業留学生の指導教員及び同窓会等の協力により，名簿のデータベース化にも着手した。

学術情報基盤センターにおいて，個人情報保護を啓発するため，「大学における個人情報
の取り扱い」を作成し，各部局の教授会で説明会を実施した。
情報管理室において，経営評価室と共同して，神戸大学情報データベース（ＫＵＩＤ）の
管理・運用に関連して，個人情報保護の観点も念頭に置きながら，「ＫＵＩＤ管理・運用
内規」の策定と改訂を行った。

遺伝子組み替え動物で不適切な扱いがあった件については，遺伝子組み替え動物移動時の
書類記載例を改めて配布しその徹底について指導・通知を行った。

男性職員が親睦会積立金等約10,380千円を着服し自殺した件及び附属校園の教諭が生徒の
学習成果報告書の作成費等約2,711千円を着服した件については，事務局長名で資金管理
の徹底について指導・通知を行った。

文学部，附属住吉小学校，附属明石中学校，附属養護学校，医学部基礎校舎南棟，ひよど
り台職員宿舎２号棟において，一部アスベスト含有材が使用されていることが判明したた
め，該当箇所の改修工事を実施し，学生，教職員及び住居者の安全の確保が図られた。

附属病院において患者情報を記録したＵＳＢメモリを紛失した件及び個人情報を記録した
学外持ち出し禁止のＰＣが自宅で盗難された件については，情報管理室長名で情報管理の
徹底について指導・通知を行った。

危機管理の一貫として，実験・実習中の事故を未然に防ぐための措置，あるいは災害等不
慮の事故が発生した際の対応などについて，各種規程，マニュアル等に定めているが，当
該資料を職員が効果的に利用できるようにするため，各部局に「危機管理ライブラリー
（保管場所）」を設置することとした。また，大学全体の状況を把握し適切に対応してい
くとともに，今後の改善に資するため，総務部に総合的なライブラリーを設置した。

ＳＡＲＳ，鳥インフルエンザ等への対策として，教職員及び学生に対して，流行国及び感
染が疑われる場合の診察等について情報を提供した。

平成１６年度に監事から「セクシャル・ハラスメントだけでなく，パワーハラスメントや
アカデミック・ハラスメントを包含した防止体制に拡充すべし」という指摘があったこと
を承けて，平成１７年度から従前のハラスメント防止体制を更に拡充・整備した。 外国人研究者及び留学生の異文化不適応等による悩みや精神疾患等，日本における事件・

事故については，留学生課の職員と各部局の指導教員が学内（保健管理センター）及び警
察等と連携を図り対応している。また，新入留学生に対する全学オリエンテーション実施
時には，警察署から担当官を招き，交通安全について説明している。

工学部において，受託研究，共同研究等の外部資金の獲得を大幅に増加させ，それに伴
い，工学部で獲得した間接費も増大した。この間接経費を，従前面積案分していた電力使
用量に関して各学科・各棟別に実績使用量が判るシステムの導入経費に充てることによ
り，より一層の省エネと経費節減を図ることとした。

六甲台２団地各所に設置されている排水処理，監視設備である曝気槽，pH計が異常値を示
した場合，迅速に対応することを目的として環境管理センター内のパソコンで常時pH値を
モニタリングできるシステムを一部導入した。曝気槽３ヵ所，pH計３ヵ所。工学部応用科
学棟にpH計を設置することで，排除基準値を超えた排水の学外流出を未然に防ぐ体制が一
部整った。

保護者に対して，本学の現状と課題について説明・報告するために，「神戸大学育友会」
の役員及び大学役員との懇談会を開催した。また，育友会が平成１７年度から設置した地
区支部会（東日本，中部，中国・四国・九州地区）に，大学側から学長をはじめ担当理事
が参加し，保護者（１７９人参加）との意見交換を行った。

平成１７年４月から，既設の「神戸大学東京オフィス開設準備室」を正式に「神戸大学東
京オフィス」として設置し，首都圏における同窓会，同窓生との連携を図るとともに，首
都圏での情報発信と情報収集，学生の就職活動支援，本学の活動支援等を実施している。
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Ⅵ　予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅶ　短期借入金の限度額

Ⅷ　重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

高磁場ＭＲ装置 210,000千円

Ⅸ　剰　余　金　の　使　途

１ 短期借入金の限度額

　　６２億円

２ 想定される理由
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生
等により緊急に必要となる対策費として借り
入れすることも想定される。

附属病院の設備の整備に必要となる経費の長
期借入れに伴い，本学病院の敷地及び建物を
担保に供する。

中　期　計　画 年　度　計　画 実　績

中　期　計　画 年　度　計　画 実　績

　
　　該　当　な　し

平成１７事業年度長期借入金償還計画の認可
に基づき，次の設備を附属病院の土地を担保
に供し，購入した。

　決算において剰余金が発生した場合は，次
の使途に充てる。

・教育研究の質の向上及び組織運営の改善

中　期　計　画 年　度　計　画

１ 短期借入金の限度額

　　６２億円

２ 想定される理由
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生
等により緊急に必要となる対策費として借り
入れすることも想定される。

附属病院の設備の整備に必要となる経費の長
期借入れに伴い，本学病院の敷地及び建物を
担保に供する。

　決算において剰余金が発生した場合は，次
の使途に充てる。

・教育研究の質の向上及び組織運営の改善

　
　　該　当　な　し

実　績
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Ⅹ　そ　の　他　　　　１　施設・設備に関する計画

○　計画の実施状況等

（六甲１）総合研究棟改修（工学系）
平成１８年２月２８日に工事が完成した。

（六甲２）総合研究棟改修（農学系）（PFI事業）
平成１８年３月２７日に事業契約を締結した。

アスベスト対策事業
平成１８年２月３日付けで，施設整備費補助事業として決定通知があった。
発達科学部附属明石中学校玄関天井改修工事は平成１７年１２月１９日に完成した。
発達科学部附属養護学校２階美術室他天井改修工事は平成１８年１月１０日に完成した。
ひよどり台職員宿舎２号棟天井他改修工事は平成１８年１月１０日に完成した。
医学部基礎校舎南棟アスベスト撤去工事は平成１８年３月７日に完成した。
発達科学部附属養護学校アスベスト撤去工事は平成１８年３月３０日に完成した。

高磁場ＭＲ装置
平成１８年３月２２日に計画どおり完成した。

小規模工事
（鶴甲１）教室棟等便所他改修工事は平成１７年９月２１日に完成した。
（都市安全）実験棟改修電気設備工事は平成１７年１０月１８日に完成した。
（鶴甲１）教室棟等便所他改修工事（その２）は平成１７年１０月２８日に完成した。
（都市安全）実験棟屋根改修工事は平成１７年１２月１４日に完成した。
（医病）外来診療棟非常放送施設設備改修工事は平成１８年３月７日に完成した。
（六甲台２）理学部温室改修工事は平成１８年３月１７日に完成した。
（六甲台２）文学部本館屋上防水工事は平成１８年３月３０日に完成した。

総額
　　　　　　967

施設整備費補助金
　　　　　　　　(  670)
船舶建造費補助金
　　　　　　　　(     )
長期借入金
　　　　　　　　(  210)
国立大学財務・経営セン
ター施設費交付金
　　　　　　　　(   87)

（注１）施設整備補助金による「アスベスト対策事業」に
ついては，平成１７年度の補正にて措置された事業であり
年度計画に比べ増額となっている。

(六甲１)総合研究棟(仕上)
(六甲２)総合研究棟改修
新臨床検査システム
循環器デジタル画像診断シス
テム
小規模改修
災害復旧工

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成す
るために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の
整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ
れることもある。

総額
　　　　　3,197

施設整備補助金
　　　　　　　　(1,274)
船舶建造費補助金
　　　　　　　　(     )
長期借入金
　　　　　　　　(  919)
国立大学財務・経営セン
ター施設費交付金
　　　　　　　　(1,004)

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額
として試算している。なお，各事業年度の施設整備費補助
金，国立大学財務・経営センター施設費交付金，長期借入
金については，事業の進展等により所要額の変動が予想さ
れるため，具体的な額については，各事業年度の予算編成
過程等において決定される。

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成す
るために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の
整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ
れることもある。

実　績年　度　計　画

財　源予定額(百万円) 施設・設備の内容 予定額(百万円) 財　源

(六甲2）総合研究棟改修
　　　　　　（工学系）
(六甲2）総合研究棟改修
　　　(農学系）（PFI事業）
高磁場MR装置
小規模改修
アスベスト対策

中　期　計　画

施設・設備の内容施設・設備の内容 予定額(百万円) 財　源

(六甲2）総合研究棟改修
　　　　　　（工学系）
(六甲2）総合研究棟改修
　　　(農学系）（PFI事業）
高磁場MR装置
小規模改修

施設整備費補助金
　　　　　　　　(  644)
長期借入金
　　　　　　　　(  210)
国立大学財務・経営セン
ター施設費交付金
　　　　　　　　(   87)

総額
　　　　　　941
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Ⅹ　そ　の　他　　　　２　人事に関する計画

・「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」Ｐ６８参照

・「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」Ｐ６８参照

・「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」Ｐ６９参照・事務職員等については、客観性、公平性及び透明性により
採用を行う。専門性の向上を図るため研修を実施するととも
に、他大学等との計画的な人事交流及び在職年数にとらわれ
ない適材適所による人材の有効活用を図る。

・教員については、他大学、国内外の研究機関、民間企業等
との人事交流を積極的に行い、教育研究の活性化を図る。

・公募制については、各研究分野の特性にも配慮しつつ、又
任期制については、分野、職種等を考慮して、プロジェクト
研究など必要に応じ、導入を進める。

中　期　計　画 実　績

・教員については，他大学，国内外の研究機関，民間企業等
との人事交流を積極的に行い，教育研究の活性化を図る。

・公募制については，各研究分野の特性にも配慮しつつ，ま
た，任期制については，分野，職種等を考慮して，プロジェ
クト研究など，必要に応じ，導入を進める。

・事務職員等については，客観性，公平性及び透明性を基本
にして採用を行う。専門性の向上を図るため研修を実施する
とともに，他大学等との計画的な人事交流及び在職年数にと
らわれない適材適所の配置により，人材の有効活用を図る。

年　度　計　画
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○　別　表　　（学部の学科，研究科の専攻等）

理学部

数学科 100 134 134.0
物理学科 140 178 127.1

(人） (人） (%) 化学科 100 129 129.0
文学部 生物学科 80 111 138.8
人文学科 460 521 113.3 地球惑星科学科 140 173 123.6
哲学科 （注１） 10 - 各学科共通 （注２） 50
史学科 （注１） 11 - 理学部計 610 725 118.9
文学科 （注１） 4 -

文学部計 460 546 118.7
医学部
医学科 590 606 102.7

国際文化学部 保健学科 690 719 104.2
国際文化学科 140 149 106.4 医学部計 1,280 1,325 103.5
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 210 244 116.2
地域文化学科 210 247 117.6

国際文化学部計 560 640 114.3 工学部
建設学科 600 674 112.3
電気電子工学科 360 434 120.6

発達科学部 機械工学科 400 487 121.8
人間形成学科 90 94 104.4 応用化学科 400 445 111.3
人間行動学科 50 53 106.0 情報知能工学科 400 480 120.0
人間表現学科 40 41 102.5 各学科共通 （注２） 40
人間環境学科 100 105 105.0 工学部計 2,200 2,520 114.5
人間発達科学科 360 411 114.2
人間環境科学科 300 341 113.7
人間行動・表現学科 180 209 116.1 農学部
各学科共通　（注２） 20 応用動物学科 100 116 116.0

発達科学部計 1,140 1,254 110.0 植物資源学科 132 156 118.2
生物環境制御学科 136 159 116.9
生物機能化学科 120 140 116.7

法学部 食料生産環境工学科 112 135 120.5
法律学科 920 1,145 124.5 各学科共通 （注２） 40

法学部計 920 1,145 124.5 農学部計 640 706 110.3

経済学部 海事科学部
経済学科 1,320 1,582 119.8 海事技術マネジメント学課程 (180) -

経済学部計 1,320 1,582 119.8 海上輸送システム学課程 (100) -
マリンエンジニアリング課程 (120) -
教養課程　（注３） 400 409 102.3

経営学部 商船システム学課程 180 258 143.3
経営学科 1,160 1,414 121.9 輸送情報システム工学課程 80 106 132.5
会計学科 （注１） 1 - 海洋電子機械工学課程 80 106 132.5
市場ｼｽﾃﾑ学科 （注１） 2 - 動力システム工学課程 60 89 148.3
国際経営環境学科 （注１） 1 - 各学科共通 （注２） 20

経営学部計 1,160 1,418 122.2 海事科学部計 820 968 118.0

収容定員

学部の学科，研究科の専攻等名

定員充足率収容数学部の学科，研究科の専攻等名

収容定員 収容数 定員充足率
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(人） (人） (%) 経済学研究科
経済システム分析専攻 (博士前期課程) 68 48 70.6

乗船実習科 90 41 45.6 総合経済政策専攻 ( 　 〃　　 ) 68 97 142.6
経済システム分析専攻 (博士後期課程） 51 44 86.3
総合経済政策専攻 ( 　 〃　　 ) 51 69 135.3

文学研究科 経済学・経済政策専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 3 -
文化基礎専攻 (修士課程) 20 13 65.0 国際経済専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 2 -
文化動態専攻 ( 〃　　) 30 33 110.0 経済学研究科計 238 263 110.5
哲学専攻 ( 〃　　) 8 7 87.5
芸術学芸術史専攻 ( 〃　　) 4 8 200.0
社会学専攻 ( 〃　　) 6 11 183.3 経営学研究科
史学専攻 ( 〃　　) 14 23 164.3 マネジメント・システム専攻 (博士前期課程) 34 41 120.6
国文学専攻 ( 〃　　) 8 14 175.0 会計システム専攻 ( 　 〃　　 ) 28 22 78.6
英米文学専攻 ( 〃　　) 10 8 80.0 市場科学専攻 ( 　 〃　　 ) 40 21 52.5

文学研究科計 100 117 117.0 現代経営学専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 5 -
マネジメント・システム専攻 (博士後期課程) 27 38 140.7
会計システム専攻 ( 　 〃　　 ) 21 21 100.0

総合人間科学研究科 市場科学専攻 ( 　 〃　　 ) 30 25 83.3
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻 (博士前期課程） 48 62 129.2 現代経営学専攻 ( 　 〃　　 ) 24 17 70.8
地域文化学専攻 ( 　 〃　　 ) 52 75 144.2 企業システム専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 1 -
人間発達科学専攻 ( 　 〃　　 ) 77 99 128.6 経営総合分析専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 1 -
人間環境科学専攻 ( 　 〃　　 ) 70 84 120.0 日本企業経営専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 1 -
人間行動・表現学専攻 ( 　 〃　　 ) 30 37 123.3 現代経営学専攻 (専門職学位課程) 108 139 128.7
人間形成科学専攻 (博士後期課程） 24 62 258.3 経営学研究科計 312 332 106.4
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科学専攻 ( 　 〃　　 ) 18 39 216.7
人間文化科学専攻 ( 　 〃　　 ) 18 55 305.6

総合人間科学研究科計 337 513 152.2 医学系研究科
バイオメディカルサイエンス専攻 (修士課程) 40 81 202.5
保健学専攻 (博士前期課程) 112 120 107.1

法学研究科 保健学専攻 (博士後期課程) 75 103 137.3
経済関係法専攻 (博士前期課程) （注１） 13 - 病理学系専攻 (博士課程） （注１） 1 -
公共関係法専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 10 - 社会医学系専攻 (   〃   ) （注１） 2 -
政治社会科学専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 9 - 外科学系専攻 (   〃   ) （注１） 3 -
理論法学専攻 ( 　 〃　　 ) 56 36 64.3 医科学専攻 (   〃   ) 312 387 124.0
政治学専攻 ( 　 〃　　 ) 24 32 133.3 医学系研究科計 539 697 129.3
公法専攻 (博士後期課程) （注１） 3 -
法政策専攻 ( 　 〃　　 ) （注１） 7 -
経済関係法専攻 ( 　 〃　　 ) 15 29 193.3 文化学研究科
公共関係法専攻 ( 　 〃　　 ) 14 16 114.3 文化構造専攻 (博士課程） 30 59 196.7
政治社会科学専攻 ( 　 〃　　 ) 11 4 36.4 社会文化専攻 (   〃   ) 30 74 246.7
理論法学専攻 ( 　 〃　　 ) 28 22 78.6 文化学研究科計 60 133 221.7
政治学専攻 ( 　 〃　　 ) 12 8 66.7
実務法律専攻 (専門職学位課程） 200 193 96.5

法学研究科計 360 382 106.1

収容定員 定員充足率収容数学部の学科，研究科の専攻等名学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率
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(人） (人） (%) 国際協力研究科
自然科学研究科 国際開発政策専攻 (博士前期課程) 44 60 136.4
数学専攻 (博士前期課程) 36 45 125.0 国際協力政策専攻 ( 　 〃　　 ) 50 68 136.0
物理学専攻 (　　 〃　　 ) 40 48 120.0 地域協力政策専攻 ( 　 〃　　 ) 36 68 188.9
化学専攻 (　　 〃　　 ) 46 55 119.6 国際開発政策専攻 (博士後期課程) 33 43 130.3
生物学専攻 (　　 〃　　 ) 44 48 109.1 国際協力政策専攻 ( 　 〃　　 ) 30 53 176.7
地球惑星科学専攻 (　　 〃　　 ) 42 52 123.8 地域協力政策専攻 ( 　 〃　　 ) 27 51 188.9
建設学専攻 (　　 〃　　 ) 212 236 111.3 国際協力研究科計 220 343 155.9
電気電子工学専攻 (　　 〃　　 ) 128 118 92.2
機械工学専攻 (　　 〃　　 ) 132 158 119.7
応用化学専攻 (　　 〃　　 ) 126 154 122.2 附属住吉小学校 765 689 90.1
情報知能工学専攻 (　　 〃　　 ) 148 160 108.1 附属明石小学校 480 476 99.2
応用動物学専攻 (　　 〃　　 ) 36 47 130.6 附属住吉中学校 405 373 92.1
植物資源学専攻 (　　 〃　　 ) 56 61 108.9 附属明石中学校 360 360 100.0
生物環境制御学専攻 (　　 〃　　 ) 44 61 138.6 附属養護学校 60 54 90.0
生物機能化学専攻 (　　 〃　　 ) 42 61 145.2 附属幼稚園 160 170 106.3
食料生産環境工学専攻 (　　 〃　　 ) 30 31 103.3

商船システム学専攻 (　　 〃　　 ) （注１） 2 -
輸送情報システム工学専攻 (　　 〃　　 ) （注１） 2 - 学士合計 11,110 12,829 115.5
海洋電子機械工学専攻 (　　 〃　　 ) （注１） 1 - 博士前期課程（修士含）合計 2,227 2,651 119.0
海事技術マネジメント学専攻 (　　 〃　　 ) 24 28 116.7 博士後期課程合計 953 1,219 127.9
海上輸送システム学専攻 (　　 〃　　 ) 32 42 131.3 博士(一貫)課程合計 372 526 141.4
マリンエンジニアリング専攻 (　　 〃　　 ) 32 36 112.5 専門職学位合計 308 332 107.8
生産科学専攻 (博士後期課程) （注１） 1 -
情報メディア科学専攻 (　　 〃　　 ) 21 26 123.8 神戸大学合計 （注４） 14,970 17,557 117.3
分子集合科学専攻 (　　 〃　　 ) 19 24 126.3
地球環境科学専攻 (　　 〃　　 ) 18 47 261.1
構造科学専攻 (　　 〃　　 ) 20 16 80.0 注１

資源エネルギー科学専攻 (　　 〃　　 ) 18 27 150.0
システム機能科学専攻 (　　 〃　　 ) 21 15 71.4 注２

生命科学専攻 (　　 〃　　 ) 19 25 131.6
海上輸送システム科学専攻 (　　 〃　　 ) 4 17 425.0
海洋機械エネルギー工学専攻 (　　 〃　　 ) 4 10 250.0 注３

数物科学専攻 (　　 〃　　 ) 26 17 65.4
分子物質科学専攻 (　　 〃　　 ) 42 38 90.5
地球惑星システム科学専攻 (　　 〃　　 ) 28 35 125.0
情報・電子科学専攻 (　　 〃　　 ) 34 25 73.5
機械・システム科学専攻 (　　 〃　　 ) 36 34 94.4
地域空間創生科学専攻 (　　 〃　　 ) 34 31 91.2
食料フィールド科学専攻 (　　 〃　　 ) 12 15 125.0 注４ 乗船実習科，附属学校園分は除く。

海事科学専攻 (　　 〃　　 ) 22 36 163.6
生命機構科学専攻 (　　 〃　　 ) 30 35 116.7
資源生命科学専攻 (　　 〃　　 ) 36 28 77.8

自然科学研究科計 1,694 1,948 115.5

収容定員

学科，専攻等の収容定員のうち改組等により学生を受け入れてない学科，専攻等については
収容定員を記載していない。

発達科学部，工学部，農学部に記載した「各学科共通」及び海事科学部に記載した「各課程
共通」の収容定員は３年次編入学定員を表す。３年次編入学生は入学と同時に各学科又は各
課程に配属となるため，各学科等の収容数に参入されている。

旧神戸商船大学との統合（平成１５年１０月）により新設された海事科学部では，平成１６
年度以降の入学生全員（定員２００名）が，１年半後に新設の３課程（海事技術マネジメン
ト学課程，海上輸送システム学課程，マリンエンジニアリング課程）にそれぞれ配属され
る。専門課程に配属されるまでの期間をここでは便宜上，「教養課程」と呼ぶ。平成１７年
度は２年目であるが，定員充足率を算出した５月１日時点では前述３課程にまだ配属されて
いないため，この３課程には収容者数が算入されず，旧神戸商船大学に入学した学生が，旧
来の４課程の収容者数として算入される。

学部の学科，研究科の専攻等名 学部の学科，研究科の専攻等名 定員充足率収容数収容定員 収容数 定員充足率
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○　計画の実施状況等
乗船実習科

(2) 研究科

文学研究科
①

②

③

総合人間科学研究科
①

(1) 学部 ②

文学部
③

国際文化学部
④ 後期課程については，論文執筆のために海外調査・留学等で留年する学生がいるため。

法学研究科
① 前期課程においては国家試験等の準備のための留年者がいるため，定員充足率が高くなっている。

②

発達科学部
③

経済学研究科

法学部 経営学研究科
①

経済学部
②

経営学部 医学系研究科
①

理学部 ②

文化学研究科
① 外国人留学生を多く受け入れているため，定員充足率が高くなっている。

② 論文執筆のために海外留学（休学）する者が多いため，定員充足率が高くなっている。

工学部 ③ 国家試験等の就職活動のために留年する者がいるため，定員充足率が高くなっている。

自然科学研究科
① 前期課程

農学部

海事科学部

修士課程，博士課程（医博）：社会的需要が高く，入学後の指導体制も対応可能であることか
ら，定員を超える学生を入学させている。

博士後期課程（保健）：標準修業年限超過者は主に社会人学生であり，勤務の都合による休学者
が多い。

1)理学系専攻：需要が高く一定レベル以上の学生が多いことと，留学生を定員外で受け入れてい
ることによるが，研究指導体制に問題はない。

2)工学系専攻：需要が高く一定レベル以上の学生が多いことと，留年者の増加によるが，研究指
導体制に問題はない。

後期課程においては，専攻間でアンバランスはあるが課程全体では適切な範囲に収まっており，
研究指導体制に問題はない。

予め専攻を定めずに学生募集をしているので，専攻間でアンバランスが生じており，また学位取得
のための留年者や海外留学のための休学者などがいるため定員充足率がやや高くなっているが，全
体としては適切な充足率に収まっており，研究指導体制に問題はない。

予め専攻を定めずに学生募集をしているので，専攻間でアンバランスが生じているが，全体とし
ては適切な定員充足率に収まっており，研究指導体制に問題はない。

専門職課程は，社会的需要が高く成績優秀な学生も多いことから，ニーズに応えるために定員を
超えて社会人学生を入学させている。

前期課程・後期課程とも留学生を積極的に受け入れていることによる。

後期課程の定員充足率が非常に高くなっているのは，後期課程発足時点に予想していた状況を大
きく上回る需要が存在しており，優秀な学生も多いことから多めに受け入れていることによる。

前期課程においては「社会人特別選抜」の枠組みを設定しており，後期課程においても社会人選
抜の枠組みは設定していないが，社会人の入学を積極的に推進していることによる。

また，同課程では勤務の都合上標準修業年限で終了が困難な社会人学生も多数受け入れており，
定員充足率が高くなっているが，研究指導体制に問題はない。

文化基礎専攻は学科改組後初年度であり，歩留まりを推定する材料に乏しかったため，定員充足
率が低くなった。

他の６専攻では修士論文作成，留学による休学，博士課程進学準備のための留年者が多い。

定員充足率が低い専攻では，入学志願者はいるものの研究水準に達している志願者が少ないこと
などによる。

船舶職員養成施設として登録された商船システム学課程の卒業後に進学（外部からは入学できな
い）しているが，海事科学部におけるキャップ制の導入による影響及び，大学院への進学者増が主
な原因である。

各学科共通定員（３年次編入２０名）を定員充足率の計算に当たり，各学科に振り分けることがで
きないため，見掛け上充足率が高くなっている。編入分を除いた定員充足率は人間発達科学科，人
間環境科学科，人間行動・表現科学がそれぞれ，110.3％，111.7％，112.8％であり，適切な範囲に
ある。また，３年次編入は社会的需要が高く，定員の１０倍程度の志願者数に達しており，その中
でも優秀な学生が多いため定員を超える人数を受け入れているが，まだ需要には応じ切れていない
と思われる。

各学科共通定員（３年次編入４０名）を定員充足率の計算に当たり，各学科に振り分けることがで
きないため，見掛け上充足率が高くなっている。

平成１３年度の旧神戸商船大学における新カリキュラム導入と同時に適用したキャップ制が影響を
及ぼしている。

志願者が多数おり優秀な学生が多くいたことと，教育及び研究の指導体制に支障がないことを考慮
して多めに学生を受け入れたことが主な理由である。また，経済的な理由による休学者や単位取得
不足による留年者もいる。必修科目を多く設定している学科については，平成１８年度から履修用
件の見直しの改善策を講じた。

各学科共通定員（３年次編入４０名）を定員充足率の計算に当たり，各学科に振り分けることがで
きないため，見掛け上充足率が高くなっている。

海外の大学と単位互換を踏まえた提携を多数結んでおり，毎年多数の学生が1年程度の海外留学を行
なっているため，準備や帰国後の就職活動に時期的な影響が出ることによる留年者が多い。また，
提携校への留学以外にも，多くの学生が海外研修に出ることが多く，そのための留年もあり，現員
が増加している。

国家試験等の準備のための留年が主な理由である。

留学及び海外研修，並びに国家試験等の準備のために留年する学生が多いため。

大学院進学や国家試験等準備等のための留年者が在籍しているため，定員充足率が高くなってい
る。

資格取得や海外留学あるいは経済的理由から休学して４年間以上在籍する学生が存在するため，定
員充足率が高くなっている。

　大学全体の定員充足率は，学士課程が115.5％，博士前期課程（修士含）が119.0％，博士後期課
程が127.9％，博士一貫課程が141.4％，専門職学位課程が107.8％となっており，学科・専攻別では
ばらつきがあるものの博士一貫課程以外では概ね妥当な範囲に収まっている。

　定員充足率が＋１５％を超えている主な理由は，優秀な学生が多く応募したことに加え，国家試
験のための準備，留学・海外研修，経済的理由による休学，勤務による標準修業年限の超過などが
挙げられる。国家試験の受験や留学・海外研修は大学の教育方針としても重要な位置付けであり，
定員充足率の観点からのみでは一概に否定できない状況にある。

　また，定員充足率が－１５％を下回る理由としては，入学後に学科・専攻配置を行うことによる
学科・専攻間のアンバランス，在学中の就職・退学，高度な教育を実施するために入学選考水準を
高くしたことなどの要因が挙げられる。

　以下では，各学部・各研究科において，定員充足率が±１５％の範囲から乖離している場合の主
な理由を列挙する。
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神戸大学

② 後期課程

国際協力研究科
①

②

③

後期課程においては，論文執筆のため海外調査や言語習得のために長期休学（海外留学）する者
が多いことが，定員充足率が高いことの主な理由である。

国際協力政策専攻，地域協力政策専攻においては，社会人学生を積極的に受け入れていることも
定員充足率が高いことの理由となっている。

1)情報メディア科学専攻・分子集合科学専攻・地球環境科学専攻・構造科学専攻・資源エネル
ギー科学専攻・システム機能科学専攻・生命科学専攻の旧専攻は平成15年10月から学生募集停止
であるが，留年者が多数いることによる。

2)数物科学専攻・情報・電子科学専攻・資源生命科学専攻は志願者は多数いるが，研究水準を満
たした者が少なく，結果的に定員を下回ることとなった。

3)地球惑星システム科学専攻・食料フィールド科学専攻・海事科学専攻・生命機構科学専攻は，
優秀な学生が入学を希望し，定員を上回って入学させた。また，社会人・留学生の入学希望者が
増加したことから定員を超過する結果となった。

前期課程については，秋季入学である外国人留学生のための「特別コース」，及びYLP(Young
Leaders' Program)による定員外での受け入れが，定員充足率が高いことの主な理由である。

3)農学系専攻：需要が高く一定レベル以上の学生が多いことと，留学生を定員外で受け入れてい
ることによるが，研究指導体制に問題はない。

4)海事科学系専攻：需要が高く一定レベル以上の学生が多いことと，留学生・社会人学生を受け
入れていることによるが，研究指導体制に問題はない。
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